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第１ 法科大学院の基本情報 

  

（１） 過去５年間の入学者競争倍率…【１－３】【２－１】関連 

 受験者数 合格者数 競争倍率 

2017年度       124人       52 人 2.38倍 

2018年度       144人       59 人 2.44倍 

2019年度       190人       60 人 3.17倍 

2020年度       160人       44 人 3.64倍 

2021年度       110人       43 人 2.56倍 

［注］「ｎ年度」は評価実施年度とし，過去５年分の競争倍率（受験者数÷合格者数）を記載してく

ださい。受験者数の算出方法については，評価基準２－１の３．解説（４）①～③をご参照くだ

さい。 

 

（２） 過去５年間の入学定員充足率…【１－３】【７－２】関連 

 入学定員（A） 入学者数（B） 定員充足率（B/A×100） 

2017年度 28 人 28 人 100.0％ 

2018年度 28人 23人 82.1％ 

2019年度 28人 29人 103.6％ 

2020年度 28人 22人 78.6％ 

2021年度 28人 23人 82.1％ 

平 均 28人 25人 89.3％ 

［注］ １ 「入学定員」とは，各年度の入学定員として各法科大学院が定める人数をいう。 

２ 「入学者数」とは，実際に入学した学生の数をいう。 

３ ［B／A］欄については，小数点以下第２位を四捨五入し，小数点以下第１位まで表示す

ること。 

４ 「ｎ年度」は評価実施年度を指す。 

 

（３） 修了者の進路に関する問題の把握，検討，具体的取り組み状況 

…【１－３】関連 

 受験者数 

短答式試験の合

格に必要な成績

を得た者の数 

最終合格者数 合格率 

司法試験合格率 

（全法科大学院

平均） 

2017年度   72人   36人   ４人   5.56％ 22.51％ 

2018年度   58人   35人   5人   8.62％ 24.75％ 

2019年度   56人   38人   7人   12.50％ 29.09％ 

2020年度   40人   32人   8人   20.00％ 32.68％ 
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2021年度   36人   32人   10人   27.78％ 34.62％ 

［注］１ 「司法試験受験者数」には，出願者数ではなく，実際に司法試験を受験した人数を記

載してください。 

２ 「ｎ年度」は，評価実施年度を指す。本報告書提出時点で，評価実施年度の数値が判

明していない場合は，空欄のままご提出ください。 

３ 「司法試験合格率（全法科大学院平均）」には，全法科大学院の司法試験合格率の全国

平均値（予備試験合格者を除いた数値）を記入して下さい。 

 

（４） 過去５年間の既修者選抜の競争倍率…【２－２】関連 

    法学未修者とは別に法学既修者の定員を設けて入学者選抜を実施している場合，

評価年度より過去５年分の競争倍率（受験者数÷合格者数）を記載してください。 

 法学既修者の

定員  （人） 

受験者数 

  （人） 

合格者数 

   （人） 

競争倍率 

  （倍） 

2017年度 18 74 25 2.96 

2018年度 18 71 17 4.18 

2019年度 18 91 22 4.14 

2020年度 18 78 13 6.00 

2021年度 14 50 17 2.94 

［注］「ｎ年度」は評価実施年度とし，過去５年分まで記入してください。なお，「ｎ年度」のデー

タが自己点検・評価報告書提出の時点で未確定の場合は，空欄のままご提出ください。 

 

（５） 過去５年間の入学者数のうち，法学既修者数及び割合…【２－２関連】 

 入学者数 
うち法学 

既修者数 

2017年度 
学生数 28 人 15 人 

学生数に対する割合 100％ 53.6％ 

2018年度 
学生数 23 人 ７人 

学生数に対する割合 100％ 30.4％ 

2019年度 
学生数 29 人 ７人 

学生数に対する割合 100％ 24.1％ 

2020年度 
学生数 22 人 ５人 

学生数に対する割合 100％ 22.7％ 

2021年度 
学生数 23 人 ８人 

学生数に対する割合 100％ 34.8％ 

［注］「ｎ年度」は評価実施年度とし，過去５年分まで記入してください。なお，「ｎ年度」のデー

タが自己点検・評価報告書提出の時点で未確定の場合は，空欄のままご提出ください。 

 

（６） 入学者全体に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験
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のある者」の割合…【２－３】関連 

 入学者数 実務等経験者 

他学部出身者 

（実務等経験者

を除く） 

実務等経験者又

は他学部出身者 

入学者数 

2017年度 
28 人 12 人 ０人 12 人 

合計に対する 

割合 
100.0％ 42.9％ 0.0％ 42.9％ 

入学者数 

2018年度 
23人 ８人 ０人 ８人 

合計に対する 

割合 
100.0％ 34.8％ ０％ 34.8％ 

入学者数 

2019年度 
29人 13人 ０人 13人 

合計に対する 

割合 
100.0％ 44.8％ 0.0％ 44.8％ 

入学者数 

2020年度 
22人 ８人 ０人 ８人 

合計に対する 

割合 
100.0％ 36.4％ 0.0％ 36.4％ 

入学者数 

2021年度 
23人 12人 ０人 12人 

合計に対する 

割合 
100.0％ 52.2％ 0.0％ 52.2％ 

５年間の入学

者数 
125人 53人 ０人 53人 

５年間の合計

に対する割合 
100.0％ 42.4％ 0.0％ 42.4％ 

    

［注］１ 「実務等経験者」とは，社会人等の入学者の割合を確保しようとする趣旨を考慮しつつ各

法科大学院が定義したものをいう。 

２ 「入学者数」とは，実際に入学した学生の数をいい，既修者・未修者を問わない。 

３ 「他学部出身者」とは，法学部以外の学部出身者（法学系の学部・学科以外の学部・学科出

身者）のうち実務等経験者でない者をいう。 

４ 「ｎ年度」は評価実施年度とし，過去５年分まで記入してください。 

 

（７） 収容定員数及び専任教員総数…【３－１】関連 

収用定員数 84 人 

専任教員総数 19 人 

［注］１ 専任教員総数は，評価実施年度の５月１日現在における人数をご記載ください。 

２ 専任教員総数には，評価実施年度の後期における予定者も含みます。 
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（８） 法律基本科目毎の適格性のある専任教員の人数…【３－１】関連 

・ 貴法科大学院の入学定員に従って，該当する表に，評価実施年度の５月１日現

在における，憲法，行政法，民法，商法，民事訴訟法，刑法，刑事訴訟法の各分

野について適格性を有する専任教員の実員数（予定を含む）を記載してください。 

・ 上記分野毎に，適格性を有するとした教員の氏名を記載してください。（当該

専任教員については，科目毎の専任教員の適格性の要件を満たすか，評価基準３

－１解説（２）（a)の審査を行うことになります。当該審査において必要な「研究

業績」については，評価基準３－１解説（２）（a)要件②をご参照ください。） 

入学定員が100人以下 

   必要教員数は，各分野につき１人 

 憲  法 行 政 法 民  法 商  法 民事訴訟法 刑  法 刑事訴訟法 

必要 

教員数 
１人 １人 １人 １人 １人 １人 １人 

実員数 ２人 １人 ４人 ２人 ２人 ２人 １人 

適格性を
有する教
員の氏名 

田代 亜紀 

棟居 快行 
米丸 恒治 

大澤 逸平 

道垣内 弘人 

早川 眞一郎 

山田 創一 

前田 修志 

松岡 啓祐 

河崎 祐子 

佐野 裕志 

稲垣 悠一 

橋本 正博 
加藤 克佳 

（９） 実務家教員の数及び割合…【３－１】関連 

   ・ 貴法科大学院に法令上必要とされる「５年以上の実務経験」を有する専任教員

（以下，「実務家教員」といいます。）の数と割合について，評価実施年度の５月

１日現在の実数（予定を含む）を記載してください。そのうち，みなし専任教員

がいる場合は，みなし専任教員の数も記載してください。 

法令上必要とさ

れる専任教員数 

（A） 

実務家教員数 

（B） 

(B)のうち 

みなし専任

教員数 

法令上必要とさ

れる専任教員数

に占める実務家

教員の割合（B/A） 

12 人 ４人 ２人 25％ 

［注］１ みなし専任教員については，法令上算入し得る数以上のみなし専任教員がいる場合でも，

法令上算入し得る数に基づいて計算してください（計算方法については「評価基準解説」を

ご参照ください）。 

 

（10） 教授の数及び割合…【３－１】関連 

    専任教員総数と，そのうちの教授の人数を表にしてください。 

 専任教員 

専任教員総数 うち実務家教員（実員） 

教授 その他 計 教授 その他 計 

専任教員数 18人 1人 19人 ４人 ０人 ４人 
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計に対する割合 94.7％ 5.3％ 100% 100％ ０％ 100% 

［注］１ 評価実施年度の５月１日現在の数（予定を含む）を記載のこと。 

 

（11） 専任教員の配置バランス…【３－３】関連 

    法律基本科目，法律実務基礎科目，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目のそれ

ぞれの開設クラス数及び担当専任教員数（重複がある場合は，重複した数を記載し

てください）並びに，各科目群毎に，専任教員とそれ以外について，１クラスの履

修登録者数の平均値を記載してください（法令上算入し得るみなし専任教員数を超

えて，みなし専任教員としている教員がいる場合には，同教員も含めて記載してく

ださい）。 

 

クラス数 
専任教員数 

（延べ人数） 

クラス毎の履修登録者数平均 

専任(  )は

みなし専任 
専任以外 専任 専任以外 

法律基本科目 32（１） ３ 39人 12.6人 6.3人 

法律実務基礎科目 11（２） ３ 13人 11.0人 9.0人 

基礎法学・隣接科目 １ ６ １人 2.0人 5.5人 

展開・先端科目 11 16 ７人 3.2人 3.6人 

［注］１．専任教員には，みなし専任教員を含む。 

２．専任教員とそれ以外の教員の共同授業は，専任教員のクラスとしてカウントする。 

３．専任教員とみなし専任教員の共同授業は，専任教員のクラスとしてカウントする。 

４．クラス数及びクラス毎の履修登録者数平均については，開講されていないものはカウント

しない。 

 

（12）教員の年齢構成…【３－４】関連 

専任教員について，以下の表に人数を示してください（法令上算入し得るみなし専

任教員数を超えて，みなし専任教員としている教員がいる場合には，同教員も含めて

記載してください）。 

  39歳以下 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計 

専任教員 

研究者教員 

１人 ３人 ３人 ８人  ０人  15人  

6.7％ 20.0％ 20.0％ 53.3％ 0.0％ 100.0% 

実務家教員 

０人  ０人 １人 ３人 ０人 ４人 

0.0％ ％ 25.0％ 75.0％ 0.0％ 100.0% 

合計 １人 ３人 ４人 11人 ０人 19人 
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5.3％ 15.8％ 21.1％ 57.9％ 0.0％ 100.0% 

    年齢は，評価実施年度の５月１日時点での年齢に基づくこと。 

    

 

（13） 教員のジェンダーバランス…【３－５】関連 

専任教員，兼担・非常勤教員それぞれについて，男性，女性別の人数を以下の表

に記載してください（法令上算入し得るみなし専任教員数を超えて，みなし専任教

員としている教員がいる場合には，同教員数も含めて記載してください）。 

   

教員区分 

性 別 

専任教員 兼担・非常勤教員 
計 

研究者教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

男性 

13人 ４人 14人 13人 44人 

29.5％ 9.1％ 31.8％ 29.5％ 100.0% 

女性 

  ２人 ０人   ２人   ０人 ４人 

50.0％ 0.0％ 50.0％ 0.0％ 100.0% 

全体におけ

る女性の割

合 

 

10.5％ 

 

6.9％ 

 

9.1％ 

    評価実施年度の５月１日現在の数を記載のこと。 

    

（14）ア 過去３年間の各年度の教員の担当コマ数…【３－６】関連 

評価実施年度より過去３年分，教員の担当コマ数（時間単位）の最長（最高），

最短（最低），平均値を，各学期毎に記載してください（下記表を必要学期分コピ

ーしてください）。（法令上算入し得るみなし専任教員数を超えて，貴法科大学院

がみなし専任教員としている教員がいる場合には，同教員も含めて記載してくだ

さい。） 

【2019年度】 

教員区分 

授業 

時間数 

専任教員 みなし専任教員 兼担教員 

備考 研究者教員 実務家教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最 高 3.00 3.00 3.53 1.93 2.53 2.20 1.00 1.00 ０ ０ 
１コマ 

90分 
最 低 1.00 1.00 2.00 1.53 1.60 1.00 1.00 0.33 ０ ０ 

平 均 1.61 2.10 2.77 1.73 2.07 1.60 1.00 0.55 ０ ０ 

［注］ 兼担教員については，当該法科大学院において法律基本科目を担当している者のみ記載。 

 

【2020年度】 
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教員区分 

授業 

時間数 

専任教員 みなし専任教員 兼担教員 

備考 研究者教員 実務家教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最 高 2.00 2.27 3.53 1.73 2.53 1.00 ０ 1.00 ０ ０ 
１コマ 

90分 
最 低 1.00 1.00 2.00 0.93 1.00 1.00 ０ 1.00 ０ ０ 

平 均 1.56 1.65 2.77 1.33 1.77 1.00 ０ 1.00 ０ ０ 

［注］ 兼担教員については，当該法科大学院において法律基本科目を担当している者のみ記載。 

【2021年度】 

教員区分 

授業 

時間数 

専任教員 みなし専任教員 兼担教員 

備考 研究者教員 実務家教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最 高 3.00 2.26 3.53 1.73 2.53 1.00 ０ 1.00 ０ ０ 
１コマ 

90分 
最 低 1.00 0.93 2.00 0.93 0.93 1.00 ０ 1.00 ０ ０ 

平 均 1.75 1.61 2.77 1.33 1.73 1.00 ０ 1.00 ０ ０ 

 

［注］ １ 教員が「当該法科大学院」において担当する週当たりの最長，最短及び総平均授業時間（コマ

数）を記載してください。 

    ２ 兼担教員については，当該法科大学院において法律基本科目を担当している者のみ記載して

ください。 

３ 「備考」欄に１コマが何分であるかを記入してください。 

４ 上記データを算出するに当たって作成した該当教員の担当コマ数の一覧も資料としてご提出

ください。 

５ 本報告書提出時までに，当該年度（学期）のデータが揃わない場合は，後日追加で提出して

ください。 

 

イ 他大学・他学部の授業数も含めた専任教員の担当コマ数…【３－６】

関連 

     評価実施年度より過去３年分，教員の担当コマ数（時間単位）の最長（最高），

最短（最低），平均値を，各学期毎に記載してください（下記表を必要学期分コピ

ーしてください）。 

【2019年度】 

教員区分 

 

授業 

時間数 

専任教員 
みなし専任教員 

備考 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最 高 8.00 8.00 5.53 2.93 4.53 2.20 
１コマ 

90 分 
最 低 1.00 3.07 2.00 1.53 2.93 2.00 

平 均 4.64 5.20 3.77 2.23 3.73 2.10 

 

 

【2020年度】 
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教員区分 

 

授業 

時間数 

専任教員 
みなし専任教員 

備考 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最 高 7.00 7.00 5.53 2.93 3.53 2.00 
１コマ 

90 分 
最 低 1.40 2.00 2.00 2.73 1.71 1.00 

平 均 4.55 4.55 3.77 2.83 2.62 1.50 

【2021年度】    

教員区分 

 

授業 

時間数 

専任教員 
みなし専任教員 

備考 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最 高 7.00 7.00 6.53 3.93 4.53 1.00 
１コマ 

90分 
最 低 1.33 2.00 2.00 1.73 1.60 1.00 

平 均 4.34 4.57 4.27 2.83 3.07 1.00 

 

［注］ １ 専任教員が「当該法科大学院」及び当該大学の法学部，他学部，他大学（法科大学院を含む）

において担当する週当たりの最長，最短及び総平均授業時間（コマ数）を記載してください。 

２ 「備考」欄に１コマが何分であるかを記入してください。 

３ 上記データを算出するに当たって作成した該当教員の担当コマ数の一覧も資料としてご提出

ください。 

４ 本報告書提出時までに，当該年度（学期）のデータが揃わない場合は，後日追加で提出して

ください。 

 

（15） 開設科目数及び単位数…【５－１】関連 

 
開設 

科目数 
単位数 

うち必修 

科目数 

うち必修 

単位数 

法律基本科目群 35 76 31 68 

うち基礎科目 16 38 16 38 

うち応用科目 19 38 15 30 

法律実務基礎科目群 13 21 ５ 12 

基礎法学・隣接科目群 ７ 14 ０ ４ 

展開・先端科目群 27 54 ０ 12 

うち選択科目 18 36 ０ ４ 

［注］上記「うち必修単位数」には「選択必修」の単位数を含む。 

 

（16） 学生の履修状況…【５－１】関連 

・ 評価実施年度の前年度

の修了者について，各科目

群の履修単位数（平均値）

を未修者コース・既修者の

未修者コース 既修者コース 
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コース別に記載してくだ

さい。 

法律基本科目 72.4 36.4 

法律実務基礎科目 16.8 17.6 

基礎法学・隣接科目 6.4 4.0 

展開・先端科目 18.0 14.8 

４科目群の合計 113.6 72.8 

  

（17） 収容定員に対する在籍者数の割合…【７－３】関連 

   【過去５年間における全体の在籍者数の割合】 

 収容定員（A） 在籍者数（B） 定員充足率（B/A×100） 

2017年度 111 人 61人   55.0% 

2018年度 84 人 65人   77.4% 

2019年度 84 人 63人   75.0% 

2020年度 84 人 49人   58.3% 

2021年度 84人 46人   54.8％ 

平 均 447人 284人   63.5％ 

 

【評価実施年度の在籍者数】 

 在籍者数（未修） 在籍者数（既修） 合 計 

１年次 16人  16人 

２年次 ７人 ８人 15人 

３年次 ９人 ６人 15人 

合 計 32人 14人 46人 

   ［注］ １ 「在籍者数」とは，休学者を含む法科大学院生の在籍数をいう。 

２ ［B／A］欄については，小数点以下第２位を四捨五入し，小数点以下第１位まで表示

すること。 

    

（18） 修了認定要件としての必要単位数…【８－２】関連 

 

修了認定要

件としての

必要単位数 

うち必修 

単位数 

うち選択必

修単位数 

法律基本科目群 68 68 ０ 

うち基礎科目 38 38 ０ 

うち応用科目 30 30 ０ 



10 

 

法律実務基礎科目群 12 10 ２ 

基礎法学・隣接科目群 ４ ０ ４ 

展開・先端科目群 12 ０ 12 

うち選択科目 ４ ０ ４ 

合計 96 78 18 

［注］ １ 「修了認定要件としての必要単位数」とは，未修者及び法学既修者に共通する数値をい

う。 
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第２ 自己点検・評価の内容と結果 

 

第１分野 運営と自己改革 

 

１－１ 法曹像の周知 

 

（評価基準）養成しようとする法曹像が明確であり，関係者等に周知されている

こと。 

 

１ 現状 

（１）養成しようとする法曹像 

   専修大学法科大学院（以下，「本法科大学院」という）は，「自由かつ公正

な社会の形成を図るため，高度の専門的な法律知識，幅広い教養，国際的な

素養，豊かな人間性及び職業倫理を備えた将来の法曹を養成すること」（専

修大学専門職大学院学則第３条），より具体的には「社会生活上の医師」と

も言うべき市民生活に根ざした法曹や，強い責任感を持ちビジネスの先端

的・国際的分野でも活躍できる優れた法律家を養成することを目指してい

る（設置認可申請時の理由）。 

専修大学（以下，「本学」という）は，明治憲法制定前の 1880 年（明治 13

年）９月，教育による社会への「報恩奉仕」を建学の精神として日本初の私

立専門学校として法学教育を始め，いち早く近代法の考え方を我が国に根

付かせようとし，五大法律学校の一つとしてその後も重要な役割を担って

きた。この建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」は，その後，現代的

に「社会知性（Socio-Intelligence）の開発」と捉え直され，本学の 21世

紀ビジョンに位置付けられた。その上で，さらにそれを具現化するため，

2004 年４月，人間性豊かな質の高い法曹を養成すべく法科大学院を開設し

た。 

本法科大学院は養成しようとする法曹像を上記のように明確化するとと

もに，教育理念として「議論による問題解決能力」の修得を掲げた。それは，

あらゆる未知の問題への対処が要請される法律実務において，この「議論に

よる問題解決能力」こそが実務法曹にとって最も必要な資質・能力であり，

法曹は議論による問題解決者だからである。このことから，「法律学の最も

基本的な理論及び知識を徹底して教育すること，並びに基礎的理論及び知

識による立論･反論をなし得る能力を修得させること」，すなわち，議論によ

る問題解決能力を修得させることを目的として，カリキュラムを編成し教

育している。 

   ここで言う「議論」とは，「甲論乙駁あって話がまとまらない」というよ

うな状況を示すのに用いられる日常用語的意味ではない。それは比較的最

近になって意識された言語使用の新しい形態についての考え方，すなわち

言語使用能力を有する二者が，主張とその論拠を提示し相互に反論と再反

論とを繰り返すことにより，その限りでいかに異なった価値観を有する者
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の間であっても言語を通じて共有する世界を構築できる，という考え方を

意味する語である。「問題」とは，「現にある状態」と「あるべき状態」との

差（ギャップ）が意識された状況を言い，したがってこのギャップに気付く

ことが「問題発見」であり，それを解消することこそが「問題解決」である。 

（２）法曹像の周知 

  ア 教員への周知，理解 

本学の Web サイト及び「法科大学院要項」に記載している。 

さらに，専任教員については，教授会，教務委員会，入試広報委員会，

自己点検・評価委員会，ＦＤ委員会等の各種委員会において，教育理念・

養成すべき法曹像を元にした協議の機会がある。兼担・兼任教員について

は，就任の際，院長からの教育理念と養成すべき法曹像についての説明が

あることに加え，専任教員との協議の機会がある。事務職員は，教授会，

各種委員会における記録，報告書の作成等により，その内容を理解する機

会がある。また，教育課程連携協議会の委員に対しては，当年度の自己点

検・評価報告書を交付しその内容を確認してもらうとともに，協議会にお

いても協議及び議論の中でその説明がなされている。 

  イ 学生への周知，理解 

    本学の Web サイト及び「法科大学院要項」に記載している。 

さらに，新入生に対するガイダンスにおいて法科大学院長が入学者に対

して丁寧な説明を行うとともに，セメスターごとのガイダンスにおいて

も，教務委員会委員長が履修に当たって踏まえるべき基本的視点として

言及し，学生も理解している。 

  ウ 社会への周知 

本法科大学院への受験希望者を含め社会全体に対しては，まず「入学ガ

イド」において本学学長と法科大学院長の挨拶によって本法科大学院が

養成しようとする法曹像を広く公表している。さらに，学内外の法科大学

院進学説明会において本法科大学院の特色や養成しようとする法曹像な

どを教職員が丁寧に説明している。そして本学の Webサイトにおいて，本

法科大学院の特色や養成しようとする法曹像などを詳しく説明している。

このように社会，とりわけ多くの受験生に本法科大学院の養成しようと

する法曹像が十分に理解されていることは，入試の際に提出される「志望

理由書の記載」やスカラシップ入試の際の面接試験等の回答により明ら

かであるといえる。 

入学後も学生は本法科大学院の教育理念を踏まえ勉学に励んでおり，

入学後に自己の志望する法曹像とのミスマッチを訴えた学生は存しない。 

（３）特に力を入れている取り組み 

   議論による問題解決能力を修得させる教育理念を，教員及び学生に対し

て，周知徹底させている。 

（４）その他 

   2017 年３月，教授会において，ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・
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ポリシー及びアドミッション・ポリシーを協議のうえ作成した。その際，養

成すべき法曹像及び教育理念の内容につき，教員間で認識の齟齬がないこ

とを確認し，現在に至っている。 

 

２ 点検・評価 

養成しようとする法曹像は明確であり，本学の建学の精神や 21世紀ビジョ

ンに由来するものとしても，社会における法曹の役割から見ても適切である。

また，教育理念は，教育内容・教育方法等について指針として十分機能してい

る。 

この法曹像や教育理念は，専任教員，兼担・兼任教員，職員，学生，入学予

定者及び社会に対して，様々な機会や方法を利用し周知させる方策を講じて

いる。 

2017 年４月に本学全体で「３つのポリシー」を策定したことにあわせ，本

法科大学院でも「ディプロマ・ポリシー」「カリキュラム・ポリシー」「アドミ

ッション・ポリシー」を定めた。その際，あらためて養成しようとする法曹像・

教育理念の内容を教授会において確認し，専任教員全員の認識を共通のもの

とした。 

ところで，２年次以降において，具体的事例への適用あるいは実務への応用

の際，議論の前提となる共通言語（基礎理論）の修得が不十分な者が存した場

合，その者に対する方策が必要となる。これについては，個々の教員が学生の

基礎理論修得が不十分な事項につき説明を補充している。法学未修者につい

ては，１年間の履修だけで前提となる基礎理論を修得させることはかならず

しも容易でないため，授業時間外においてもフォローアップのための様々な

方策を講じている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］建学の精神に根ざした法曹像は明確であり，その周知においても非常

に良好である。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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１－２ 特徴の追求 

 

（評価基準）特徴を追求する取り組みが適切になされていること。 

 

１ 現状 

（１）本学法科大学院の特徴 

   １－１で述べたとおり，本法科大学院は教育理念として「議論による問題

解決能力」を修得させることを掲げた。また具体的には「社会生活上の医師」

とも言うべき市民生活に根ざした法曹や，強い責任感を持ちビジネスの先

端的・国際的分野でも活躍できる優れた法律家を養成することを目指して

いる。このことから本法科大学院は，以下の事項を本法科大学院の特徴とし

て掲げ実施している。 

ア 少人数教育 

教育理念である「議論による問題解決能力」の修得を目的として，法律

学の最も基本的な理論及び知識を徹底して教育するとともに，双方向・多

方向授業及び課題に対する講評・添削を十分に実施するため，演習科目の

各クラス編成を 25人以下とした。 

イ 研究者教員及び実務家教員の適切な配置 

基本的な理論・知識及び基本的な理論・知識の応用力（具体的事例への適

用，実務への応用）を修得させるため，研究者教員及び実務家教員のバラ

ンスを図り，その年齢構成及び専門領域が多岐に亘るように構成した。 

ウ 実務との接触 

法科大学院棟に法律事務所があること，及びエクスターンシップの受

け入れ先も十分にあることから，クリニック，エクスターンシップ等法律

実務基礎科目を確実に実施できる体制を整えた。また法科大学院棟内に

法廷教室があり，学生自らの企画と工夫を取り入れた模擬裁判が実施さ

れている。 

エ 多様な展開・先端科目の配置 

２・３年次において，多様な専門分野（民事，刑事，企業法務，知的財

産法務，渉外法務，コミュニティサービス等）に対応した展開・先端科目

を配置し，学生自らの問題意識に合わせて選択できるようにした。 

オ クラス担任制 

クラス担任制を採用し，担任教員が前期及び後期において定期的に実

施する学生との個人面談において，個々の学生からの学習上の質問等に

対し助言を与えている。また教授会における各教員からの個人面談の内

容についての報告によって全教員で問題認識を共通にすることができ，

改善を要すると判断される事項について対処策を検討したうえで速やか

に実施している。さらに上記の個別面談以外にも，前期・後期の授業開始
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より１週間の間，各クラス担任がオフィスアワーの時間を用いて履修相

談を受け付ける制度を導入している。 

カ 整備された学習環境 

図書館法科大学院分館，法廷教室，各種データベース及び情報検索のた

めのコンピュータ，個々の学生へ貸与しているキャレル（自習机）等，学

習に必要な物的設備を十分に整えた。また各教員がオフィスアワーにお

いて学生からの質問に答えられるように教員の研究室も十分なスペース

をとった。 

（２）特徴を追求・徹底するための取り組み    

   個々の学生の教育を強化するために，民事実務演習，刑事実務演習，民事

法文書作成及び公法系訴訟実務の基礎等の法律実務基礎科目においては，

起案を課題とし，添削のうえ質疑応答を実施している。 

さらに，前期・後期の試験においては，全ての授業科目（兼任・兼担教員

の担当する科目も含め）について講評を書面で配付するとともに，講評講義

の実施に加えて希望者に対する個別指導を実施している。 

（３）取り組みの効果の検証    

   個々の学生への教育の効果については，毎学期の成績評価が公表された

後，教授会終了後の教員懇談会において各科目担当者間において意見交換

を行い，必要に応じて FD 委員会が開催する FD 研究集会などにおいて検討

を行っている。また各教員もティーチングアシスタントを務める実務家講

師との意見交換を行いながら教育効果の検証を行っている。また前述（１）

オで述べたようにクラス担任教員による前期・後期の面談においても，前の

学期における授業内容の理解を確認しており，その結果は書面に纏められ

教授会で報告されるため，必要に応じてその対応を協議し速やかに実施し

ている。 

（４）特に力を入れている取り組み 

   入学予定者が入学直後から授業にスムーズに入っていくことができるよ

うに，入学前において法律基本科目のすべてについて導入授業を実施して

おり，また入学後についてもアカデミックアドバイザーによる個別指導や

フォローアップ等の制度を設け実施している。さらに在学生支援プログラ

ムの一環として，別途，面談による緻密な学習指導を実施している。なお，

2019年度においては，新型コロナウイルス防疫のため，導入授業の一部（３

月 14日以降の３回）が実施できなかったが，2020年度以降はオンライン授

業の形式を用いて，以前のように法律基本科目すべてについて導入授業を

実施している。 

（５）その他 

   特になし。 
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２ 点検・評価 

教育理念に則った授業実施が可能となる体制，学生からの学習面の要請を

満たすための人的・物的に十分な環境を双方整えた点など，特徴を追求する取

り組みは適切になされている。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］特徴の明確性，取り組みの適切性が，いずれも非常に良好である。 

 

４ 改善計画 

特になし。
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１－３ 自己改革 

 

（評価基準）自己改革を目的とした組織・体制が，適切に整備され機能している

こと。 

（注） 

① 「自己改革」とは，当該法科大学院における法曹養成教育の状況等

（入学者選抜及び修了認定等に関する事項を含む。）を不断に検証し，

検証結果等を踏まえて，法科大学院の社会的使命のより効果的な達成

に向け諸要素を改善していくことをいう。自己点検・評価活動（学校

教育法第 109 条第１項）は本評価基準の評価対象とする。また，教育

内容・教育方法の改善に向けた組織的活動（ＦＤ活動）に関する事項

はすべて評価基準４－１の評価対象とする。 

② 「組織・体制」とは，法科大学院の自己改革活動を目的として設定

された組織や，自己改革に恒常的に取り組むためにとられた体制をい

い，公開された情報に対する評価や改善提案に適切に対応する体制及

び修了者の進路を適切に把握してその結果を教育の改善に活用する取

り組みも含まれる。 

 

１ 現状 

（１）組織・体制の整備    

   本法科大学院においては，自己改革を目的として教授会の下に「自己点

検・評価委員会」を設置している。この他，自己改革を目的として設置し，

恒常的に取り組んでいる組織として，教務委員会，入試広報委員会，ファカ

ルティ・ディベロップメント委員会（ＦＤ委員会）及び教育課程連携協議会

がある。 

   以下，その組織と根拠規程について詳述する。 

ア 教授会（根拠 専修大学法科大学院教授会規程） 

構成員は，(１)法科大学院専任教員，(２)実務家専任教員（常勤），及

び(３)実務家専任教員（みなし）である（同規程第２条）。 

目的は，学長が教育研究に関する決定を行うに当たり，審議し意見を述

べること（同規程第６条１項），及び教育研究に関する事項について，学

長及び院長の求めに応じ意見を述べることである（同条第２項）。 

イ 自己点検・評価委員会（根拠 専修大学法科大学院自己点検・評価規程） 

    構成員は，以下のとおりである（同規程第４条）。 

(１) 法科大学院担当理事 

(２) 法科大学院長 

(３) 法科大学院教務委員長 

(４) 法科大学院入試広報委員長 
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(５) 法科大学院ファカルティ・ディベロップメント委員長 

(６) 法科大学院奨学生選考委員長 

(７) 法科大学院の専任教員のうちから学長が指名する者 

(８) 法科大学院事務部長 

(９) 法科大学院事務部法科大学院事務課長 

目的（職務）は，(１）点検・評価項目の設定及び変更並びに方法，(２) 

点検・評価の実施，(３)点検・評価報告書の作成，(４)点検・評価結果の

５年毎の公表，及び，(５)認証評価機関が行う第三者評価への対応である

（同規程第３条）。 

ウ 教務委員会（根拠 専修大学法科大学院教務委員会規程） 

構成員は，法科大学院の研究者専任教員，実務家専任教員(常勤)及び実

務家専任教員(みなし)のうちから，原則として，法科大学院副院長及び次

に掲げる者から構成される計７名以上とする（同規程第３条１項）。 

(１) 公法系科目群を代表する者 

(２) 民法・民事訴訟法科目群を代表する者 

(３) 商法科目群を代表する者 

(４) 刑事系科目群を代表する者 

(５) 実務基礎科目群を代表する者 

(６) 基礎法学・隣接科目群を代表する者 

(７) 展開・先端科目群を代表する者 

目的（職務）は，以下の教務に関わる事項の検討である（同規程第２条）。 

(１) カリキュラム(教育課程)の編成に関すること。 

(２) 授業計画に関すること（履修要項，講義要項，時間割，期末試験

等に係ること）。 

(３) 進級要件，修了要件等に関すること。 

(４) クラス編成に関すること。 

(５) 教育の施設及び教材等に関すること。 

(６) 学生からの諸要求・要望の把握とその対応に関すること。 

(７) その他教務事項全般に関すること（ただし，他の法科大学院委員

会の所管に関する事項は除く）。 

エ 入試広報委員会（根拠 専修大学法科大学院入試広報委員会規程） 

構成員は，法科大学院の専任教員並びに実務家専任教員(常勤)及び実

務家専任教員(みなし)のうちから７名以上の委員をもって構成する（同

規程第３条１項）。 

目的（職務）は，以下の入試・広報に関わる事項の検討である（同規程

第２条）。 

(１) 入学試験の実施計画及び準備に関すること。 

(２) 入学試験問題の出題方針策定に関すること。 
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(３) 入学試験の実施に関すること。ただし，入学試験判定案の作成に

ついては委員会の職務とはしない。 

(４) 入学試験の中長期的諸施策に関すること。 

(５) 学生募集企画に関すること。 

(６) 学生募集に伴う広報活動に関すること。 

(７) 学長からの諮問に関すること。 

(８) その他入学試験に関すること。 

オ ファカルティ・ディべロップメント委員会（根拠 専修大学法科大学院

ファカルティ・ディベロップメント規程） 

構成員は，法科大学院の専任教員並びに実務家専任教員（常勤）及び実

務家専任教員（みなし）のうちから３名以上の委員である（同規程第４条

１項）。 

目的（職務）は，以下のとおりである（同規程第３条） 

(１) ＦＤの企画及び実施に関すること。 

(２) ＦＤに関する情報を収集すること。 

(３) ＦＤに関する情報を法科大学院の教員等に提供すること。 

(４) ＦＤに関する講演会，研修会等を企画及び実施すること。 

(５) その他ＦＤに関すること。 

  カ 教育課程連携協議会（根拠 専修大学法科大学院教育課程連携協議会

規程） 

    構成員は，以下のとおりである（同規程第３条）。 

(１) 学長が指名する法科大学院の専任教員その他の教職員 

(２) 法科大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関

連する事業を行う者による団体のうち，広範囲の地域で活動するも

のの関係者であって，当該職業の実務に関し豊富な経験を有するも

の 

(３) 専修大学の教員その他の教職員以外の者 

(４) 地方公共団体の職員，地域の事業者による団体の関係者その他

の地域の関係者（学長が必要と認める場合のみ） 

    目的（職務）は，以下のとおりである（同規程第２条） 

(１) 産業界等との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育

課程の編成に関する基本的な事項 

(２) 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に

関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項 

(３) その他協議会が必要と認める事項 

（２）組織・体制の活動状況    

   各組織の活動状況は，以下のとおりである。 

ア 教授会 

（ア）実施回数等 年間13回（月１回程度）開催。 
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（イ）活動内容 

各委員会提案の改革案について，全専任教員により検討及び決定を

行っている。 

イ 自己点検・評価委員会 

（ア）実施回数等 年３回程度開催。 

（イ）活動内容 

自己点検評価に関する項目の設定，変更及びその方法を定め評価を

実施し，第三者機関による認証評価への対応を行う。自己点検・評価報

告書は，毎年４月～７月に学長に提出し，かつWebサイト上に公表して

いる。同報告書については，教育課程連携協議会委員にあらかじめ送付

したうえで同協議会において審議している。ここで指摘された問題点

については，その後，それぞれ担当する委員会で速やかに検討したうえ

で改善に取り組んでいる。 

（ウ）自己改革の取組み 

各委員会に対して，自己改革の必要性のある事項について検討し具

体的方策の決定及び実施を求めるとともに，自己点検・評価委員会か

ら，個々の教員（専任教員及び兼任・兼担教員）に対して，年２回（前

期・後期各１回），教育内容，方法等の改善に関する「自己点検シー

ト」の作成及び提出を求めている。 

ウ 教務委員会 

（ア）実施回数等 年10回程度開催。 

（イ）活動内容 

教務に関わる事項の検討である。毎年，前期には導入授業の実施科

目・方法及び前期開講科目の成績評価等について，後期には次年度の

学事暦，開講科目，展開数及び学則の改定，後期開講科目の成績評価

等の検討を行っている。その他学生の教育に関する事項について検討

事項が生じた場合には適宜検討を行っている。 

（ウ）自己改革の取組み 

    a   2017年12月 

        後期試験より，採点済みの定期試験答案のコピーを学生に返却する

ことを決定した。 

        また，2018年４月より「専修大学法科大学院における修了判定及び

進級判定並びに成績評価に対する異議申立てに関する規程」を制定す

るに伴い，後期試験より規程と同内容で異議申立てを実施した。異議申

立て制度にあわせて，講評解説の実施期間を設け，全ての試験科目につ

いて試験結果の講評を行うこととした。 

        さらに，定期試験を受験するための資格として３分の２以上の授業

出席が必要となることを決定した。 

    b   2018年１月 

       教務委員会規程を制定した。 



22 

 

    c   2018年２月 

        進級，修了要件のＧＰＡを1.50から2.00に変更した。 

  d   2018年10月 

        模擬裁判を３年次の春季集中に開講することとした。 

2018年度後期クラス面談より，面談シートに学生の負担感に関わる

項目を設けた。 

        平常点評価について，厳格性が疑わしい評価を行った教員に対して

院長及び副院長（教務委員会委員長）が面談を行い，場合により是

正を求めることにより厳格性を確保していくことが確認された。 

    e   2018年12月 

履修受付期間中（前期・後期）に，クラス担任によるオフィスアワ

ー時間を利用した「履修相談受付期間」を設置することを決定した。 

f   2019年２月 

１年次から２年次への進級要件に，共通到達度確認試験の各科目の

成績が，全国の受験者全体の得点分布において上位80パーセント以

内であることを加えた。 

      g 2019年７月 

     2019年度前期より定期試験の過去問を公表することとした。 

   h 2020年（新型コロナウイルス感染症対応） 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により，前期授業の開始を５月

からに遅らせ，授業の実施方法も全面オンラインとした。前期試験を

中止することとした。後期については，対面授業とオンライン授業を

併用して授業を実施し，後期試験に替えてオンライン起案を実施した

（オンライン起案については基準８－１の１（５）参照）。 

   i 2021年（新型コロナウイルス感染症対応） 

     2021年度の授業については，新型コロナウイルス感染状況に鑑み2020

年度後期と同様，対面授業とオンライン授業を併用して授業を実施す

ることとした。定期試験については，前期後期ともに全科目対面で実

施した。 

 j 2021年４月 

     ３年次の成績評価基準において，「少なくとも修了直後の司法試験

においては短答式試験に合格し，かつ遅くとも修了から３年以内に司

法試験に合格する水準」であることを明確にするため，文言の一部修

正を行った。 

   k 2021年11月 

     2022年度より，クラス担任制度と支援プログラムの学修面談の一体

的運用を行う改革を実施することを決定した。 

   l 2022年１月 
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     2022年度の授業は，全科目対面授業を実施することとした。 

   日弁連法務研究財団の指摘事項に対する自己改革については，後述する。 

エ 入試広報委員会 

（ア）実施回数等 

     年３回程度 

     ただし，入試又は広報に係わる事項があればその都度開催している。 

（イ）活動内容 

     入試・広報に関わる事項の検討である。毎年４月には，当該年度実

施の各期入試の出題委員，採点委員，出題ミス等防止に関する委員の

選出，学内外における説明会等の広報活動の担当者を検討し，全入試

日程終了後には当該年度入試結果を検証し，次年度入試の概要を検討

している。 

（ウ）自己改革の取組み 

a 2018年１月 

   入試広報委員会規程を制定した。 

b 2018年２月 

法科大学院全国統一適性試験未実施に伴い判定項目の見直しを行っ

た。 

c 2018年６月 

     社会人の定義を「大学学部卒業後３年以上経た者」とした。 

  d 2020年 

       2021年度実施（2022年度入学者）の入試より，大学を３年次で早期卒

業予定の者を対象とするスカラシップ入試の導入を決定した。 

オ ファカルティ・ディベロップメント委員会 

（ア）実施回数・活動内容 

     年４回程度（前期，後期各２回程度）開催。 

   ＦＤに関する情報収集，企画，実施を行っている。 

（イ）自己改革の取組み 

a 2017年２月 

授業改善アンケートは，従来，全授業科目のアンケート集計を全教員

に配付した上で，担当科目のアンケート集計及び自由記載欄内容につ

いては担当教員にのみ配付していたが，科目別の集計結果も全教員に

配付した上で，自由記載の内容についても閲覧できるよう変更した。ま

たアンケート結果に対するフィードバックについても行っていなかっ

たが，担当教員に当該文書の作成を求め，ポータルサイトを通じて学生

に公開する措置を採った。教員相互による授業参観については，従来，

被参観者の授業方法等を参考にすることにより参観者の授業改善を目

的としていた。被参観者の授業改善も目的とし参観者の報告書を被参

観者に配付することとした。 

b  2017年 12 月 

授業アンケートについて個々の科目で自由に設定できる項目を新設

した。 
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c 2019 年５月 

授業改善アンケートに対するフィードバック文書が形式的なものと

ならないよう，ＦＤ委員会による確認の機会を設けることとした。 

   d  2019 年９月 

     授業科目担当者と支援プログラム担当講師との打合せについて，従

来支援プログラム担当者の裁量に委ねていた部分に，授業担当者がよ

り積極的に関わっていく体制を構築することとした。 

   e  2020 年６月 

従来，授業改善アンケートは学期末（第 14講・第 15講）に実施し

てきたが，2020年度から，講義の中盤の時期にオンラインにて学生へ

の中間アンケートを実施し，実施中の講義に対する学生の意見聴取の

機会を設けることとした。 

   f 2020年 7 月 

    教員相互による授業参観につき，参観者の報告書（前記 b参照）に基

づく被参観者の授業改善に資するよう，実施時期を従来の第 14講・第

15講の時期よりも早めた時期（第９講・第 10講）に実施することとし

た。 

   g 2021年 11 月 

    中間期における学生からの意見聴取の機会（前記 f 参照）におい

て，授業改善アンケートに対する教員からのフィードバック文書に関

する項目を追加した。 

カ 教育課程連携協議会 

  （ア）実施回数・活動内容 

     年１回程度 

  （イ）自己改革の取組み 

2019年度に設置され，例年７月に協議会を開催している。ただし，

2020年度は，新型コロナウイルス感染拡大の影響により，同年11月４日

に開催したが，2021年度は当初の予定通り７月14日に開催した。当該協

議会では，構成委員以外に，オブザーバーとして，自己点検・評価委員

会委員長，教務委員会委員長，入試広報委員会委員長及びＦＤ委員会委

員長も出席している。学外の教育課程連携協議会委員２名から事前に

提出された意見書に基づき，本法科大学院の活動全般について意見交

換が行われ，各委員会で検討すべき事項については，その後の委員会で

の検討を経て改善策が実施されている。 

（３）組織・体制の機能状況 

ア 問題の把握，検討，具体的取り組み状況 

（ア）教育体制（カリキュラム，授業，教員体制等）の改善 

中長期的人事計画に基づき継続性のある教員体制の維持を図ってい

る。例えば，定年退職する法科大学院専任教員がいる場合には，退職教

員の担当科目の専任教員がいない状態とならないよう計画的に人事を
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行い，定年退職の１年以上前から予約採用人事を進めている。また場合

によっては，１年先取りの人事を行い，退職する教員とともに１年間教

育にあたることにより，段階的に引継ぎを行うことによって，教育の継

続性が維持できるようにしている。 

2017年度定年退職教員（行政法）について先取り人事を行い，2017年

度に新たに専任教員を採用した。 

（イ）入学者選抜における競争倍率の確保 

基本データ表（１）記載の通り，過去５年間において，競争倍率が

2.0を下回ることは生じていない。 

（ウ）定員充足率の確保 

基本データ表（２）記載の通り，過去５年間における定員充足

率の平均は89.3％であり，奨学生制度を充実させるとともに，年

４回入試を行っている成果である。 

（エ）公開された情報に対する評価や改善提案への対応・法曹に対する

社会の要請の変化 

法科大学院設置の当初とは大きく異なり，近年，司法試験合格率

の向上が強く求められている。これについては，教授会，各委員会

の他，教授会構成員による教員懇談会などにより，様々な対策を検

討している。教員懇談会は，2017年４月17日を第１回として，2022

年３月16日まで20回開催した。新たに設置すべき科目の検討等教務に

関する事項の他，アカデミックアドバイザーの設置，法学未修者の授

業改善のためのワーキンググループの設置及び同グループによる提

言，在学生・修了生支援グループの設置及び同グループによる在学

生・修了生支援プログラムの実施等が，教員懇談会による成果であ

る。 

  イ 修了者の進路に関する問題の把握，検討，具体的取り組み状況      

  （ア）司法試験合格率 

基本データ表（３）参照。 

（イ）司法試験合格者以外 

   司法試験合格者以外の進路については，以下の方法で調査を行って

いる。 

【在学中】 

・「法科大学院修了生進路報告書」の提出（修了発表時） 

【修了後】 

・司法試験結果等把握のためのアンケート（年２回実施） 

・修了生支援の個別面接 

・教員による情報提供 

・ジュリナビへの登録（ジュリナビは 2021年度で終了） 
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（ウ）調査結果 

本法科大学院出身者で司法修習を終了した者は，法律事務所で就業

する者が大多数であるが，任期付き公務員となる者，企業法務部に所属

する者など 100％の就職を果たしている。これは本法科大学院出身者が

社会の多様なニーズに対応する能力を兼ね備えていること，教員のネ

ットワーク等を活用した就職支援等の成果である。 

また，所期の目的を達成することができず，法曹となれなかった者に

ついても，24.1％（2022 年度までの全修了生 541 名中司法試験合格者

総 189 名（うち 185 名が本学法科大学院修了資格で司法試験合格）現

時点までの不合格者の累計 352名中進路先が把握できている者が 85名）

の進路先を把握している。法科大学院修了者は修士課程修了者と同一

に扱われることから，公務員試験を受験して市役所の職員となった者，

裁判所事務官になった者がいる。また，法的知識を利用して，他の士業

として活躍する者や，民間企業に就職するなどしている。 

（エ）2021年度修了者の進路状況 

【2021年度 専修大学法務研究科法務専攻修了者進路状況調査】 

2022年３月31日現在 

2021年度法務研究科法務専攻修了者 10人 備 考 

内 

訳 

司法試験受験準備 10人  

就職 ０人  

未   確   認 ０人  

 

（４）特に力を入れている取り組み    

   2015 年度から始めた在学生への学修支援を継続して実施しており，一定

の効果を上げてきている。今後も引き続き実施していくとともに，授業担当

教員の要望や受講生の意見なども参考にして改善を行っていく。また，在学

生への学修支援と併せて，修了生に対する支援も同様に実施していく。 

（５）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

競争倍率や定員充足率等については，これまでの改革が努力を結び，所定の

結果をあげてきている。 

司法試験合格率を向上させるため，各科目の単位認定を厳格に行うとともに，各教

員が在学生，修了生を対象とした各種対策を講じたことで，2020 年度以降の司法試

験合格率は全国平均の２分の１を超えている。今後とも司法試験合格率を向上させる

ために，従前の対策をより強力に推進していく。 

本法科大学院は，学修支援プログラムとして，授業担当教員が支援担当講師



27 

 

に指示し，授業において学生の理解等が不十分であった事項について学生を

支援する体制を整えている。当初は実施されている支援の内容について教員

及び実務家の協議の密度に差があるものが存在したが，FD 委員長の主導によ

り，各科目で授業担当教員と支援担当講師との打合せ内容を記録として残す

などの呼びかけがされ協議密度の差は解消してきている。学生がこの制度を

自由に利用でき，また有意義なものにするために，制度を利用する機会を増や

すと共に，担当講師と学生を支援する実務家との協議をより密にするよにし

たい。 

法科大学院の教育活動の適切・効果的な運営を図るためには，教職員に対し

て必要な知識や技能を修得させるための研修は不可欠であり，今まで以上に

研修の機会を増やすと共に，その成果を全員で共有することを続けて行く。 

これまで取り組んできている様々な対策の成果は徐々に出てきており，こ

のことは外部からも明らかになりつつあるので，今後とも改革に組織全体と

して取り組んでいく。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

［理由］自己改革を目的とした組織・体制の整備・機能の点は，いずれも良好

ではあるが，司法試験の合格率については改善の余地がある。 

 

４ 改善計画 

（１）入学試験 

   本法科大学院は議論による問題解決能力の獲得を教育理念・目的として

掲げ，入試において「基礎的な学力として法科大学院における履修の前提と

して要求される判断力，思考力，分析力及び表現力等を適格かつ客観的に評

価する」としている。しかしながら，この実施も必ずしも十分と言えないこ

とから，以下のように改善する必要がある。 

ⅰ 既修者認定試験において，商法，民事訴訟法及び刑事訴訟法については

短答式試験を実施している。その内容は，主に法科大学院の教育に必要な基

礎知識を有するか否かを判定するところにある。確かに基礎知識・基礎理論

を修得していることの確認は必要であるが，思考力，分析力及び表現力の判

断には十分でない。そのため，短答式試験という手法は維持しつつも，知識

量の多さ，正確さばかりでなく，一定の理論へのあてはめ，あるいは分析力

等を評価できる問題も入れ，また適切な配点をすることが求められる。 

ⅱ 既修者認定試験の論文，未修者入試の小論文については，論文構成等に

より，判断力，思考力，分析力及び表現力等を一応判断しうる。一方，本法

科大学院の教育理念からは，内容とは別に，言語を用いた論理力，表現力に

つき，別途，点数を与える等の工夫が必要である。他の法科大学院を修了し
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た学生においては，既修者認定試験において一定の優位性があるが，このこ

とが司法試験合格の優位性に結びついていないため，知識の量ではなく，法

科大学院の教育内容を修得する能力を別途測定する必要がある。 

以上につき，入試広報委員会の検討を経て，実際の入試問題にできる限り，

上記趣旨を反映させることとしたい。 

（２）教育方法・内容 

   授業だけでは，到底，司法試験で出題する項目をすべて扱うことはできな

い。そこで，担当教員は，授業で扱う項目についての学生の理解を確実にす

る方策ばかりでなく，授業では扱うことができない項目についての学習方

法等についても指導することが求められる。また本法科大学院は学生のた

めの支援プログラムを採用し，担当教員が本法科大学院を修了した実務家

に指示と学修支援を実施している。しかしながら，実施している科目だけで

は十分とは言えず，また教員と実務家の協議がすべての実施科目において

十分とは言えない。学生が自主的に必要な科目について有効に支援を受け

ることができるようにするため，さらに学習支援を必要とする科目を選別

するとともに，授業担当教員と学習支援を担当する支援担当講師の協議を

密にする必要がある。 

（３）成績評価・修了認定 

   成績評価は，概ね，期末試験と平常点で行われている。 

   未修１年次から２年次の進級については，法律基本科目の成績評価が厳

格になされていて，また共通到達度確認試験により，厳格な成績評価が外部

からも担保されている。 

 他方，２年次以上の成績評価については，共通到達度確認試験のような制

度がなく，厳格な成績評価実施について外部からの担保はない。しかしなが

ら，期末試験については採点基準を公表することで採点の客観化・透明性を

図っている。また平常点の付け方についても，教員に対しては期末試験の評

価割合を高めにするよう求め，各教員間で厳格な単位認定であるとの認識

を共通にするために教授会あるいはその後に行われる教員懇談会及び FD研

究集会において意見交換をするなどして，厳格な成績評価となるような方

策をとっている。さらに，平常点の付け方に疑義が生じるような場合には，

院長及び教務委員長が担当教員から成績評価方法について事情聴取を行う

ことにより是正措置がとられている。 
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１－４ 法科大学院の自主性・独立性 

 

（評価基準）法科大学院の教育活動に関する重要事項が，法科大学院により自主

性・独立性をもって意思決定されていること。 

 

１ 現状 

（１）教授会の権限 

本法科大学院には所属する専任教員によって構成される教授会が設置さ

れており（学則第 14 条），専修大学法科大学院教授会規程第６条により，

以下のとおり審議事項を規定している。 

「教授会は，学長が教育研究に関する決定を行うに当たり，次に掲げる事

項について審議し，意見を述べるものとする。 

① 法科大学院の授業科目その他授業に関する事項 

② 学生の入学，進級，修了及び学位授与等に関する事項 

③ 試験に関する事項 

④ 学生の指導及び賞罰に関する事項 

⑤ 奨学生の選考に関する事項 

⑥ 法科大学院における教員の人事に係る教育研究業績等の審査に関す

る事項 

⑦ 在外研究員及び国内研究員に関する事項 

⑧ 院長の選出に関する事項 

⑨ 法科大学院に関する諸規程によって教授会の議を経る必要があると

認められる事項 

⑩ 自己点検・評価に関する事項 

⑪ 第三者評価に関する事項 

⑫ 教授会の議を経る必要があると認められる諸規程の制定及び改廃に

関する事項 

⑬ 前各号に掲げるもののほか，教育研究に関する事項で，教授会の意見

を聴くことが必要なものとして学長が定めた事項 

２ 教授会は，前項に規定するもののほか，学長又は院長の求めに応じ，次

に掲げる教育研究に関する事項を審議し，意見を述べることができる。 

① 各種委員の選出に関する事項 

② ファカルティ・ディベロップメントに関する事項 

③ その他教授会において必要と認める事項」 

（２）理事会等との関係 

上記（１）記載の教授会の権限は，第１項については，「学長が教育研究

に関する決定を行うに当たり，次に掲げる事項について審議し，意見を述べ

るものとする。」，第２項については，「前項に規定するもののほか，学長
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又は院長の求めに応じ，次に掲げる教育研究に関する事項を審議し意見を

述べることができる。」とし，学長が決定権限を有することとしているが，

教授会が述べた意見どおりに決定されている。 

また，教員人事や奨学生の採用などは，法人の理事会が決定権限を有し，

その提案は学長がなすが，学長は教授会の意見どおり提案し，理事会も提案

どおり決定している。 

（３）他学部との関係 

他学部との関係で，教授会の意向が実現できなかったことはない。 

   なお，連絡調整機関として「運営委員会」が設置されており（学則第 13

条），学長，法科大学院長，法科大学院副院長，専門職大学院担当理事，法

学部長，法学研究科長，学長室長，法科大学院事務部長が構成員であり（議

長は学長），法科大学院の運営に関し審議し諮問している（専修大学法科大

学院運営委員会規程）。法学部や法学研究科との意見交換も，この委員会に

おいて行われている。 

（４）特に力を入れている取り組み 

   特になし。 

（５）その他 

本学の全学的な意思決定は学部長会で行われているが，法科大学院長は

構成員とはなっていない。また法科大学院以外の研究科は全て学部に基礎

を持つため，学部長会で必要な審議がなされ，それぞれの教授会経由で必要

な情報が研究科委員会に提供される。さらに各学部長は法人の理事も兼ね

ているため，理事会に出席し，審議に参加しているが，法科大学院長は理事

でないため理事会に出席することもない。 

法科大学院の自主性・独立性は問題がなく保障されているが，逆に大学全

体の意思決定や法人の意思決定に関与することがないため，全学的な問題

に関与できないという問題が生じ，現在に至っている。 

 

２ 点検・評価 

教員の採用・選考の人事，学生の入学者選抜，カリキュラム内容の設定，成

績評価，修了認定等につき，教授会が実質的に決定することができ，また，そ

れが制度的に保障されている。 

 

３ 自己評定 

適合 

［理由］法科大学院の教育活動に関する重要事項は，法科大学院により自主

性・独立性をもって意思決定されている。 

 

４ 改善計画 
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特になし。
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１－５ 情報公開 

 

（評価基準）教育活動等に関する情報が適切に公開されていること。 

 

１ 現状 

（１）公開されている情報の内容 

  ア 養成しようとする法曹像 

イ 教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力 

ウ 成績評価の基準及び実施状況 

エ 修了認定の基準及び実施状況 

オ 当該法科大学院における司法試験の在学中受験資格の認定の基準及び

実施状況 

カ 修了者の進路に関する状況 

キ 志願者及び受験者の数，その他入学者選抜の実施状況に関するもの 

ク 標準修業年限修了率及び中退率 

ケ 法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並びに各選択科目にそれ

ぞれ該当する，法科大学院で開設される科目その他教育内容等に関する

もの 

コ 教員に関するもの 

サ 授業料等，法科大学院が徴収する費用や修学に係る経済的負担の軽減

を図るための措置その他学生の学習環境に関するもの 

シ 社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法試験合格率 

ス 自己改革の取り組み等 

なお，法曹養成連携協定を締結した場合に公開すべき情報及び 2023（令

和５年）以降における司法試験を在学中受験資格による受験者数及びその

合格率については，公表が必要となった際に適宜，公表を行う。 

（２）公開の方法 

   アからスまでは，本法科大学院の Web サイトにおいて公開している。ア，

イ，カ，ケ，コ，サ，シ（入学者の割合のみ），スについては，入学ガイド

において公開している。また，キの内容のうち，入学者選抜の実施方法等に

係る詳細については「学生募集要項」，実施結果については Web サイトにお

いて順次公開している。「入学ガイド」及び「学生募集要項」は，いずれも

Webサイトで閲覧・ダウンロードが可能となっており，毎年度内容を更新し

ている。また学内外での各種入学説明会及び本学キャンパスで配付してい

るほか，電話又は Webサイトから請求することができ，送料を含め無料で配

付している。ア，イ，ウ，エ，オ，ケ，サのうち学生の学習環境に関する情

報については，在学生に対して「法科大学院要項」で公開している。 

   コの内容のうち，各教員の学位や業績については，全学的なデータベース
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として取りまとめられている。 

スについては，毎年度，自己点検・評価委員会で作成する「自己点検・評

価報告書」を教授会で審議・決定したものを学長に提出し，Webサイトで公

開している。2019 年４月，本法科大学院に教育課程連携協議会が設置され，

同年からの「自己点検・評価報告書」については，学外の教育課程連携協議

会委員２名へ事前に送付し，両委員からの意見に基づいて協議している。 

（３）公開情報についての質問や提案への対応 

   本法科大学院に係る公開情報に対する学内外からの質問や提案等につい

ては，法科大学院事務課が窓口となり，必要に応じて院長や教務委員会委員

長・入試広報委員会委員長等と協議のうえ，適切に対応してきている。法科

大学院事務課の所掌事項を超えるような事項については関連組織と連携し

て対応している。問い合わせ用電話番号とメールアドレスも Web サイトに

おいて公開している。 

この他，学内外の入試説明会における相談コーナーを通じて寄せられる

個別的な質問等に対しても適宜対応を行っている。 

（４）特に力を入れている取り組み 

   Web サイトのアクセス数を確認し，アクセス数の多いページについては，

内容を充実させるようにしている。 

（５）その他 

2017 年７月，本法科大学院も含め全学的に Web サイトのリニューアルが

行われたが，その後，本法科大学院の教員紹介に関する部分をリニューアル

したものを 2020 年 12月より公開している。 

 

２ 点検・評価 

多彩な情報を Web サイトや「入学ガイド」等で公開しており，特に入学者選

抜に関する事項については，実施進行中の各段階において，可能な限り速やか

に必要な情報を公開している。 

また適宜見直しを行ってきており，公開情報に対する質問や意見について

は丁寧な対応を行っている。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］情報公開が，非常に適切に行われている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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１－６ 学生への約束の履行 

 

（評価基準）法科大学院が教育活動等の重要事項について学生に約束したこと

を実施していること，実施していない場合には合理的理由があり，

かつ適切な手当等を行っていること。 

 

１ 現状 

（１）学生に約束した教育活動等の重要事項    

   教育内容に関する重要なものとしては，入学年度のカリキュラムに即し

た授業科目の開講があり，すべて「法科大学院要項」で示している。同様に

重要なものとして授業科目の内容があり，授業科目の担当教員，毎回の授業

内容や授業の目的と到達目標等についても「法科大学院要項」で示している。

授業科目としては，法科大学院棟で行われる授業科目の他，クリニック，エ

クスターンシップという臨床科目の実施も含まれている。またオフィスア

ワーやクラス担任制の実施，授業アンケートへの対応も，学生との約束事項

である。 

学習環境に関する重要なものとしては，「入学ガイド」で示した自習室な

どの設備や図書館法科大学院分館の提供等がある。 

経済的支援に関する重要なものとしては，各種奨学生制度がある。 

（２）約束の履行状況    

   上記に記載した事項のすべてについて，適切に履行している。 

（３）履行に問題のある事項についての手当    

   現時点では履行に問題のある事項はないが，仮に教育活動等の重要事項

について問題が生じた場合には，教務委員会や教授会で速やかに適切な対

応をしていく。 

（４）特に力を入れている取り組み    

   クラス担任制については，１クラスにつき，２名の教員を担任として，前

期と後期において定期的に全学生に対する面接を実施し，その結果を教授

会に報告している。また履修受付期間中（前期・後期）に，クラス担任によ

るオフィスアワー時間を利用した「履修相談受付期間」を設置している。   

2022 年度よりクラス担任を１名増員して，支援プログラムで実施してい

た学修面談をクラス面談に統合し，学生の学習支援の一層の向上を図るこ

ととした。 

（５）その他    

   2019 年度から 2023 年度にかけて実施される法科大学院公的支援見直し

強化・加算プログラムについて，一貫したプロセスによる段階的教育，法学

部との連携強化・奨学生の対象拡大，在学生の法曹・異業種との交流の３つ

の取組が採用されている。 
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２ 点検・評価 

学生に約束した教育活動等の重要事項については，全て適切に履行されて

いる。授業改善アンケートやクラス担任による面談等を通じ，学生からの意見

や問題点を常に把握できるようにしているとともに，必要な改善が速やかに

なされてきている。 

学習支援に関しては，学生の要望について，できるだけ速やかに対応ができ

る体制を整えている。 

 

３ 自己評定 

適合 

［理由］問題となる事項はない。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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１－７ 法曹養成連携協定の実施状況 

 

（評価基準）法曹養成連携協定を締結した法科大学院が，法曹養成連携協定にお

いて法科大学院が行うこととされている事項を実施していること。 

 

１ 現状 

本法科大学院は法曹養成連携協定を締結していない。 
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第２分野 入学者選抜 

 

２－１ 入学者選抜〈入学者選抜基準等の規定・公開・実施〉 

 

（評価基準）入学者選抜において，適切な学生受入方針，選抜基準及び選抜手続

が明確に規定され，適切に公開された上で，選抜が適切に実施され

ていること。 

（注） 

① 「適切な選抜基準及び選抜手続」とは，学生受入方針に適合してお

り，かつ公平，公正であるとともに，法曹養成という法科大学院の目

的に照らして，入学者の適性や能力を適確に評価・判定することので

きる選抜基準及び選抜手続をいう。「公正」とは，法曹養成と合理的関

係のないこと（寄附金の多寡，法科大学院関係者との縁故関係，自大

学出身であること等）を選抜の過程で考慮要素としないことをいう。 

② 「適切に実施されている」とは，選抜基準及び選抜手続に従って入

学者選抜が実施され，入学者の適性が適確に評価されて，法曹養成と

いう目的に照らし，当該法科大学院への入学を認めることが相当な者

が選抜されていることをいう。 

 

１ 現状 

【2018年度入学者選抜以前】 

    

（１）学生受入方針 

本法科大学院では，「入学者選抜の基本方針（アドミッション・ポリシー）」

を以下のとおり明確に規定し，「学生募集要項」，「入学ガイド」及び Webサ

イト等に掲載し，受験希望者に公開している。 

「専修大学法科大学院は，『議論による問題解決能力』を有する法曹の養

成を目的としています。法律家に最も必要とされる資質が，議論による問題

解決能力であると考えているからです。議論による問題解決能力とは，共通

言語である法律学の基礎理論に基づき，相互に，主張，反論，再反論を繰り

返すことによって，いかに異なった価値観を有する者の間であっても，その

共通言語を通じて共有する世界を構築できる能力のことです。したがって，

入学者選抜に際しては，『公平性・開放性・多様性の原則』を遵守したうえ

で，社会の多様な層から，意欲をもって，基礎理論の修得及びそれに基づく

議論を展開することができる人材を求めています。」 

（２）選抜基準と選抜手続 

本法科大学院では，法学既修者（２年コース，募集人員 18 名）と法学未

修者(３年コース，募集人員 10 名)の２コースについて募集を行っている。
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志願者は自己の希望によって，いずれかのコースに出願することも，双方に

出願することもできる。 

   本法科大学院の学生募集方法は，いずれのコースも，前述の「入学者選抜

の基本方針」を踏まえて，法科大学院の出願資格を有するすべての志願者に

対して，入学者選抜を受ける公正な機会を等しく確保するため，公募による

選抜のみを行っている。基礎的な学力として，法科大学院における履修の前

提として要求される判断力，思考力，分析力及び表現力等を適格かつ客観的

に評価するため，志望理由書の記載，資格等の審査を入学者選抜志願書等で

行っている。また，既修者として求められる法的知識や，未修者が必要とす

る法的素養等は各試験で確認している。 

出願時に大学の学部３年次に在学し，特に優秀な成績を収めた者につい

ては，その潜在的能力を評価して，飛び入学を認めている。 

  ア 法学既修者 

    法学既修者コースの入学選抜にあっては，憲法，民法，刑法，商法，民

事訴訟法，刑事訴訟法のすべてについて法科大学院１年次の学修を終え

単位認定をされた者と同等以上の法律学の知識・学力等を有することを

基準として判定を行わなければならない。そのため，各科目について基準

点を設け，各科目において１年次の学修を終えたと評価できるかを判定

している。１科目でも基準点に到達しない科目がある場合には，仮に合計

点が当該入学試験における成績が上位であっても不合格とし，選抜基準

を実効性のあるものとしている。また，スカラシップ入試にあっては面接

試験を実施して，本法科大学院のスカラシップ制度の趣旨に適した人物

か否かを確認している。 

選抜手続は，憲法，民法，刑法については論述式とし，商法，民事訴訟

法，刑事訴訟法について短答式試験を実施している。配点は，民法 120点，

憲法と刑法はそれぞれ 80 点，短答式試験の３科目の配点はそれぞれ 40 

点である。試験時間は，民法は 90 分，憲法と刑法は 120 分の同一時間

内で実施しており，短答式試験３科目は 90分の同一時間内で実施してい

る。スカラシップ入試で実施している面接試験は配点を 70 点とし，１人

当たり約 20 分を試験時間としている。 

法学既修者コースの合否判定にあたっては，単に成績上位者から順に

募集定員に従って合格者とするのでなく，過去の入試の判定結果等も勘

案して，上記判定基準に合致しているか否かを判定している。したがって，

通年及び各期の合格者数が募集定員数に満たない場合が生じている。 

法学既修者コースにあっては，書類審査について，一般入試においては

80 点，スカラシップ入試においては 50点の配点としている。その中で，

法学検定アドバンストコースの成績，司法試験予備試験の短答式試験合

格なども考慮している。 
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  イ 法学未修者 

    法学未修者コースにあっては，３年間の学修で法律の基本理論から実

務基礎科目までを理解できる能力を有するかを判定することが必要であ

る。そのため，選抜基準としてはそのような能力の有無を判断することに

なる。選抜手続としては，試験時間 90分，配点 100点による小論文を課

している。長文の問題文を読んだうえで各設問について解答をさせるこ

とで読解力・理解力及び文章力から上記選抜基準を満たすかを判断して

いる。法学未修者コースの合否判定にあたっても，各年度の入試で判定基

準に差が生じないように従前の合格点を基準に合否判定を行っている。   

法学未修者コースにあっては，書類審査について，一般入試においては

80 点，スカラシップ入試においては 50点の配点としている。 

  ウ 適性試験の利用について 

    適性試験が，判断力，思考力，分析力，表現力を判定するのに適した試

験であることから，適性試験第１部から第３部までの合計点が上位 85％

以内の者に受験資格を制限した。 

また，法学未修者コースの小論文試験に代えて，適性試験第４部を利用

し，本学が独自に採点する「適正試験第４部利用入試」を実施した。なお，

法学未修者コースの受験生は，本法科大学院が出題する小論文問題を利

用した独自小論文入試と第四部利用入試のいずれか又はそれらの併願を

認めていた。 

  エ 飛び入学制度 

    飛び入学をする者は成績優秀者であることが必要であることから，①

２年次までに卒業要件単位のうち 70 単位以上修得していること，②２年

次までに修得した単位の 70％以上の学業成績が，在学している大学の 100

点満点中 80 点以上であることが必要であること，③３年次終了時に，４

年次配当科目を除く，全ての必修科目の単位を修得することが見込まれ

る者であること，④３年次終了時に，卒業単位の 70％以上の修得するこ

とが見込まれる者であることの４つの要件を満たす者に出願資格を認め

ている。 

    選抜方法については，通常の法学既修者，法学未修者と同様である。 

（３）学生受入方針，選抜基準及び選抜手続の公開 

   入学者選抜に関する情報（入学者受入れの方針，選抜基準及び選抜手続等）

は，Web サイト，「学生募集要項」及び「入学ガイド」等により提供してい

る。この提供時期については，受験生の出願時（６月中旬）までの検討期間

を考慮し，例年，Web サイトには４月１日に入試日程，受験科目及び出願要

件等を公開し，「学生募集要項」及び「入学ガイド」は５月上旬までに発行

している。なお，「学生募集要項」及び「入学ガイド」は Web サイトで公開

するとともに，希望者には郵送で送付している。 
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法学既修者の入学者選抜試験過去問題については，2007年度から 2019年

度分を Web サイトに掲載し，公開している。 

（４）選抜の実施 

   入学者選抜は定められた選抜基準及び選抜手続に従って，公平かつ公正

に実施されている。具体的には，筆記試験及び書類審査の評価は，客観性と

公平・公正を担保するために，それぞれ必ず複数の教員が採点・評価する体

制をとっている。当然のことながら，筆記試験にあっては，特定性を排除す

るために，受験番号及び氏名は採点者に判別できないようにしている。また，

本法科大学院の教員も本学法学部においてゼミを担当しているため，面接

試験にあっては，受験生が受講したゼミの教員は当該学生の面接をしない

こととして，恣意性を排除している。基本データ表（１）のとおり 2018年

度以前入試の競争倍率は２倍を超えており，本法科大学院の求める人材を

確保するのに十分な倍率を維持している。 

また，入学者選抜の公正さ・公平さに疑問を提起される事態（投書や口頭

でのクレーム）は，これまで生じていない。    

（５） 特に力を入れている取り組み 

    本法科大学院の課題は，司法試験合格率を全国の平均に近づけること

である。そのため，法学既修者試験にあっては法学既修認定を厳格に行い，

真に法学既修者と判断できる者のみを合格者としている。そのため，法学既

修者試験の合格者数は各期の定員に達しないことがある。法学既修者とし

て合格した者の中には，他の法科大学院修了者もいるが，これらの者に対し

て行う面接試験では，自らが司法試験に合格できなかった理由をどのよう

に分析しているかを確認している。それは自らの学習方法を修正して，正確

な理解と知識の安定的修得が必要であることを意識させるためである。ま

た，入学後は個別に面談，答案指導をすることで答案の書き方，学習方法を

指導し，基本的な知識を身につけさせることを求めている。 

また，法学未修者に対しては，入学当初より授業の支援プログラムを開講

し，授業の補完をしながら，確実な学習を行い早期に正確な法律知識を修得

することができる能力を有するかを合否判定の基本においている。 

（６）その他 

   特になし。 

 

【2019年度入学者選抜以降】 

 

（１）学生受入方針    

   【2018年度入学者選抜以前】と同様である。 

（２）選抜基準と選抜手続 

   以下の点を除き【2018年度入学者選抜以前】と同様である。 
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   募集定員について，2021年度入試から，法学未修者 14名，法学既修者 14

名に変更している。2018 年から適性試験が実施されていないことに伴い，

2019年度入試から入学試験において適性試験を利用していない。 

また，2020 年度より，本学法学部に３年次で早期卒業をして法科大学院

進学を目指す法科大学院進学プログラムを設けている。当該プログラムは，

授業担当教員を法科大学院教員とすることで，学部と法科大学院で一貫的

教育を実施して，いわゆる優秀層を受け入れることで入学者の質をよりレ

ベルの高いものとするものである。そして本法科大学院において，他大学の

法曹コース修了者と法科大学院進学プログラム卒業生と競わせることで，

学力という面における学生の質の向上を目指している。2022年度入試より，

早期卒業の要件を満たした者を対象としたスカラシップ入試（早期卒業）を

実施している。 

（３）学生受入方針，選抜基準及び選抜手続の公開    

   【2018年度入学者選抜以前】と同様である。 

（４）選抜の実施    

   【2018 年度入学者選抜以前】と同様である。基本データ表（１）のとお

り競争倍率は２倍を超えており，本法科大学院の求める人材を確保するの

に十分な倍率を維持している。 

（５） 特に力を入れている取り組み    

   【2018年度入学者選抜以前】と同様である。 

（６）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

学生受入方針は，基本方針に適合し，かつ明確に規定されている。また，選

抜基準・手続は受入方針に適合し，かつ公平・公正でありそのことは明確に規

定されている。 

入学者選抜試験の出題の趣旨，採点基準は，翌年度の４月に Web ページに公

開している。面接試験は２名の試験官が担当し評価の客観性を担保している。

試験毎に出題者会議において，出題について統一した視点を確認し，出題ミス

防止委員が出題の適否及び出題ミスの防止に努めている。未修者試験にあっ

ては，小論文の出題自体法律知識の有無にかかわらず回答できる文献を素材

とし，書面審査で法的資格等は加点要素とせず，面接試験においても法的問題

を問わず，志望理由書の記載内容や今までの勉学での成功体験や社会事象等

についての質問を行っている。 

この点について，法学既修者にあっては厳格な判断を行っていることから，

修了後３年以内に司法試験に合格することができる者の採用ができている。

その結果として法学既修者の採用は定員に満たない状況が続いている。この
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ことは厳格な判定を実施している結果であるが，定員の充足ができていない

ということでは問題である。そのため，今後は入試段階で実力ある法学既修者

と認定できる者の受験をどのように促すかということが課題である。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

〔理由〕学生受入方針，選抜基準，選抜手続及び入学者選抜の実施（以下「学

生受入方針等」という。）が，いずれも非常に良好である。 

 

４ 改善計画 

法学未修者の入試判定結果と退学者・休学者との関係を検証し，入試判定に

活用することが必要であり，分析を行っている。今後はこの成果を法学未修者

の合否判定に利用することで退学者・休学者を減少させたい。 
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２－２ 既修者認定〈既修者選抜基準等の規定・公開・実施〉 

 

（評価基準）法学既修者選抜・既修単位認定において，適切な法学既修者の選抜

基準・選抜手続及び既修単位認定基準・認定手続が明確に規定され，

適切に公開された上で，選抜・認定が適切に実施されていること。 

（注） 

① 「適切な法学既修者の選抜基準・選抜手続」及び「適切な既修単位認

定基準・認定手続」とは，関係法令に適合し，公平，公正であるととも

に，当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有す

る者に単位を認定するという法学既修者制度の趣旨及び法曹養成とい

う法科大学院の目的に照らして，法学既修者の適性や能力を適確に評

価・判定することのできる選抜基準・選抜手続及び認定基準・認定手続

をいう。 

② 「適切に実施されている」とは，選抜基準・選抜手続及び認定基準・

認定手続に従って法学既修者の選抜・認定が実施され，法学既修者の適

性が適確に評価されて，法学既修者制度の趣旨及び法曹養成という目

的に照らし，各科目の既修単位認定を行うことが相当な者が法学既修

者として選抜され，既修単位が認定されていることをいう。 

 

１ 現状   

【2018年度入学者選抜以前】 

 

（１）既修者選抜，既修単位認定の基準及び手続 

  ア 選抜基準・手続，既修単位の認定基準・手続の内容 

    試験科目，試験時間，論述式・短答式の別，面接試験の有無，配点，最

低基準点の有無については，「基準２－１の１（２）ア」で記載したとお

りである。 

  イ 試験日程と募集定員について 

入試年度・受験期 実施日 入試区分 募集定員 受験者数 合格者 

2018 

第一期 2017.７.29 
スカラ ８ 21 ６ 

一般 ２ 15 ２ 

第二期 2017.９.９ 
スカラ ５ 10 ２ 

一般 ８ 11 ４ 

第三期 2017.12.９ 
スカラ ３ ４ １ 

一般 ３ ４ ０ 

第四期 2018.３.３ 
スカラ ５ ３ １ 

一般 ５ ３ １ 
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  ウ修得したとみなされる単位等について 

    2019年度以降も変更がないため，【2019年度入学者選抜以降】参照。 

（２）基準・手続の公開    

   2019年度以降も変更がないため，【2019年度入学者選抜以降】参照。 

（３）既修者選抜の実施    

   2019年度以降も変更がないため，【2019年度入学者選抜以降】参照。  

    

（４）特に力を入れている取り組み    

    

（５）その他 

 

【2019年度入学者選抜以降】 

 

（１）既修者選抜，既修単位認定の基準及び手続      

ア 選抜基準・手続，既修単位の認定基準・手続の内容 

    試験科目，試験時間，論述式・短答式の別，面接試験の有無，配点，最

低基準点の有無については，「基準２－１の１（２）ア」で記載したとお

りである。 

  イ 試験日程と募集定員について 

入試年度・受験期 実施日 入試区分 募集定員 受験者数 合格者 

2019 

第一期 2018.７.７ 
スカラ ８ 18 ５ 

一般 ２ 11 ３ 

第二期 2018.９.８ 
スカラ ５ 14 ４ 

一般 ５ 13 ４ 

第三期 2018.12.８ 
スカラ ３ 10 ３ 

一般 ３ ７ １ 

第四期 2019.３.２ 
スカラ ２ ９ ０ 

一般 ２ ８ ２ 

2020 

第一期 2019.７.６ 
スカラ ８ 11 １ 

一般 ２ ８ ２ 

第二期 2019.９.７ 
スカラ ５ 13 ２ 

一般 ５ 10 １ 

第三期 2019.12.７ 
スカラ ５ 12 １ 

一般 ３ 11 １ 

第四期 2020.３.７ 
スカラ ３ ６ ２ 

一般 ３ ６ ３ 

2021 
第二期 2020.９.５ 

スカラ ８ ８ ３ 

一般 ６ ８ １ 

第一期 2020.10.24 スカラ ４ ３ １ 
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代替 一般 ４ ３ １ 

第三期 2020.12.５ 
スカラ ５ ６ ２ 

一般 ５ ５ １ 

第四期 2021.２.20 
スカラ ５ ９ ４ 

一般 ５ ８ ４ 

2022 

第一期 2021.７.３ 
スカラ ８ 10 ０ 

一般 ２ 12 １ 

第二期 2021.９.４ 
スカラ ８ 12 ２ 

一般 ５ 13 １ 

第三期 
2021.12.４ 

スカラ ５ 10 ２ 

一般 ５ 11 １ 

早期 スカラ 若干名 １ １ 

第四期 2022.２.19 
スカラ ５ ８ ３ 

一般 ５ 10 ３ 

   

  ウ修得したとみなされる単位等について 

  （ア）法学既修者の単位認定 

     2019 年度以降の法学既修者コース入学者は，学則 19 条２号により，

本法科大学院における１年次配当の法律基本科目及び２年次の法学未

修者のみが修得すべき必修科目 36 単位を履修免除され，２年次配当の

授業科目から履修することができる。履修免除される科目は，公法系と

して「統治の基本理論」（２単位），「人権の基礎理論Ⅰ」(２単位)，「人

権の基礎理論Ⅱ」（２単位），民事系として，「民法Ⅰ(財産法システムⅠ)」

（４単位），「民法Ⅱ（財産法システムⅡ）」（４単位），「民法Ⅲ（事務管

理・不当利得・不法行為）」（１単位），「民法Ⅳ（家族法）」（１単位），

「民法特論」（２単位），「商法Ⅰ（企業組織）」(２単位)，「商法Ⅱ(決裁

システム・企業取引)」（２単位），「民事訴訟法」（４単位），刑事系とし

て「刑法Ⅰ（総論）」（３単位），「刑法Ⅱ(各論)」(３単位)，「刑事訴訟

法Ⅰ」（２単位），「刑事訴訟法Ⅱ」（２単位）であり，いずれも法律基本

科目（基礎科目）である。 

（イ）入学前の既修得単位の認定 

   入学前の既修得単位の認定は，法学未修者として入学する者に対し

て，基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目（司法試験選択科目に係る

科目）のみを認めており，その基準も当該科目の修得状況が抜群に優れ

た成績であると認められる場合に限っている。 

（２）基準・手続の公開 

   「基準２－１の１（３）」で記載したとおりである。 
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（３）既修者選抜の実施    

   「基準２－１の１（４）」で記載したとおりである。 

（４）特に力を入れている取り組み    

   本法科大学院の課題は，予定した法学既修者の定員を充足できていない

ことである。すなわち，法学既修者試験の受験生は多数いても従前の基準と

比較して低いと判断した場合には，不合格としている。このことから，法学

既修者の合格者数は定員に達していない。 

（５）その他  

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

既修者選抜，既修者単位認定の基準及び手続は，法曹に必要なマインドとス

キルを身につけうる者を選抜することができる仕組みとなっている。また，選

抜制度の公平・公正は，採点及び面接等の選抜手続において確保されている。

また，法学既修者や入学前の既修得単位の認定についても適切に科目及び上

限単位数が設定されている。受入方針や選抜基準，選抜手続，選抜において判

定する能力及び入学者選抜試験の趣旨等も適切な時期に公開されている等い

ずれにおいても優れている。そして，入学者選抜制度全体の検討を入試広報委

員会において実施している。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］基準・手続とその公開は適切であり，選抜・認定が適切に実施されて

いる。 

 

４ 改善計画 

最低基準点を設けたことから，１科目でも基準点に満たない者は，不合格と

なる。このことは，法学既修者試験によって１年次配当の法律基本科目及び２

年次の法学未修者のみが修得すべき必修科目を一括免除することからは，や

むを得ないともいえる。ただ，基準点に満たない科目が１科目であり，他の科

目が優秀な場合には，当該科目のみを法学既修認定しないことで，法学既修者

合格とすることも検討した。しかし，現在の法学既修者の実力が相対的に低下

していることからすると，法学既修者認定はより厳格に行うべきであり，１科

目でも基準に到達しない者については，未修者として確実な学習をすること

が必要であると考えており，今後の受験生の受験時期及び学年別の成績を注

視したい。 
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２－３ 多様性〈入学者の多様性の確保〉 

 

（評価基準）入学者の選抜にあたり「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の

経験のある者」を入学させるよう適切な努力をしていること。 

（注） 

① 「実務等の経験のある者」とは，各法科大学院が，社会人等の入学

者の割合を確保しようとする趣旨を考慮しつつ定義するものであるが，

最終学歴卒業後３年を経過していない者を含めることは原則として適

当でない。 

 

１ 現状 

（１）法学部以外の学部出身者の定義    

   本法科大学院の入学者選抜における「法学部以外の学部出身者」の定義は，

法学系課程の範囲の明確化を行うために，学士(法学)の授与を受けた者を

法学部出身者とし，それ以外の者としている。 

（２）実務等の経験のある者の定義    

   「社会人」の定義については，公益財団法人日弁連法務研究財団の評価基

準によって「大学卒業後３年を経過した者」としている。但し，2018 年以

前は，「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム実施に向けた確認

事項」による定義に合わせ，「大学卒業後１年以上の社会経験を有する者」

を対象としていた。 

（３）入学者全体に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のあ

る者」の割合    

   基本データ表（６）のとおり。  

（４）多様性を確保する取り組み 

ア 入学者選抜等で配慮している事項 

    他学部出身者又は社会人については，「入学ガイド」において「入学者

の多様性を確保するために，入学者の選抜に当たり，多様な知識又は経験

を有する者を入学させるように努めます。」との記載を行ったうえで，多

様な知識又は経験を評価するために，評価の対象となる資格を設けてい

る。その具体的な例としては，医師，歯科医師，公認会計士，司法書士等

の各種専門分野の資格者に一定の加点を行っている。また，社会人として

評価できるか否かを判断するために，入学者選抜用志願書に，「高校から

の学歴」を全て記入させるとともに，職歴についても，職名，地位等の記

載を求めている。そして，この学歴・職歴の記載はいずれも空白期間がな

いように年月順に記入することとしている。さらに，志望理由書の評価に

あたって，社会人としての活動内容により，一定の加点を行うように採点

者に指示している。 
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また，志望理由書では「これまでの学業成績・キャリア踏まえた」具体

的な内容の記載を求めており，ここでも多様性に関する評価を行ってい

る。 

イ その他の事項について 

近年は，法科大学院進学希望者の減少により，社会人・非法学部比率が

低下する傾向が強く表れている。その中で，本法科大学院は独自のスカラ

シップ入試により，社会人等が進学をする場合でもできる限り経済的な

負担を少なくし，社会人の進学を促すことができている。  

また，本法科大学院で開催する学内説明会は，社会人の参加を容易にす

るため，土曜日に開催している。 

（５）特に力を入れている取り組み 

   社会人が法曹を希望する場合に，合格後の就職については，考慮に入れざ

るを得ない事項である。この点，本法科大学院は司法修習終了者において

100パーセントの就職率を達成しており，また，その就職先も単に一般法律

事務所にとどまらず，一般企業，任期付公務員，研究者等多種多様である。

この点については，「入学ガイド」にも明記し，社会人への有益な情報とし

て提供を行っている。 

（６）その他    

   社会人・非法学部出身者が入学年次４月からの授業に対応できるように，

合格直後から導入授業を展開し，基礎学力の涵養に勤めている。また，１年

次（法学未修者）及び２年次（法学既修者）を対象にフォローアップ講座を

開講して，授業での理解不足を補いつつ，基礎学力の養成を図っている。 

 

２ 点検・評価 

実務経験者の入学者に占める割合は，2017 年から 2021年の５年間の平均で

42.4％であり，多様な人材確保ができている。入学者選抜での配慮や奨学生制

度を充実させることで多様性の実質的確保を図っている。 

 

３ 自己評定 

 Ａ 

［理由］ 

「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」を入学させるよう

適切な努力がなされ，多様性が非常に確保されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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第３分野 教育体制 

 

３－１ 教員体制・教員組織（１）〈専任教員の必要数及び適格性〉 

 

（評価基準）法科大学院の規模に応じて，教育に必要な能力を有する専任教員が

いること。 

（注） 

① 専任教員が 12人以上おり，かつ収容定員（入学定員に３を乗じた数）

に対し学生 15人に専任教員１人以上の割合を確保していること。 

② 法律基本科目の各分野毎に必要数の専任教員がいること。 

③ 法科大学院に必ず置くこととされる専任教員は，教育上の支障を生

じない場合には，一個の専攻に限り，学部の専任教員又は修士課程，博

士課程若しくは他の専門職学位課程を担当する教員が兼ねることがで

きる。 

④ ５年以上の実務経験を有する専任教員が２割以上であること。 

⑤ 専任教員の半数以上は教授であること。 

 

１ 現状 

 

（１）専任教員の数と教員適格 

本法科大学院における 2021年５月１日現在の収容定員総数と専任教員総

数は基本データ表（７）のとおりである。専任教員総数 19人中，18人が教

授，１人が准教授であり，学部・修士課程・博士課程の専任教員を兼ねてい

る者はいない。専任教員１人あたりの学生数は 4.4人であり，法令上必要と

される要件（15 人）を十分に満たしている。 

本法科大学院における教員資格の審議については，「専修大学法科大学院

教員資格審議規程」に必要な事項を定め，同規程２条に審議機関を規定して

おり，学長を議長とし，法科大学院長，同副院長，専門職大学院担当理事，

法学部長，法学研究科長及び法科大学院教授会から選出された実務家１人

を含む専任教員２人で構成する「専修大学法科大学院教員資格審査委員会」

が審議にあたっている。 

（２）法律基本科目毎の適格性のある専任教員の人数 

基本データ表（８）のとおりである。 

 

（３）実務家教員の数及び割合 

基本データ表（９）のとおりであり，法令上必要とされる割合を満たして

いる。実務家教員全員が５年以上の実務経験を有している。そのうち，民事

実務・公法実務関係科目を担当する教員３人は弁護士活動 20 年乃至 30 年
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の経験を有し，刑事実務関係科目を担当する教員は弁護士活動 35年以上の

経験を持ち，司法研修所刑事弁護教官の経歴がある。 

（４）教授の数及び割合 

基本データ表（10）のとおりである。 

本法科大学院における教授の資格要件については，前記「専修大学法科大

学院教員資格審議規程」４条に定めるとおりである。 

その認定手続は以下のとおりである。あらかじめ教授会において選出さ

れた人事選考委員３名（専門分野の教員２名と教務委員会委員長）を構成員

とする人事選考委員会で審査を行い，その報告を受けて法科大学院長が学

長に審査結果を報告する。この報告に基づき，学長が議長を務める専修大学

法科大学院教員資格審査委員会（前述１（１）参照）を開催し，本法科大学

院教授としての適格性について慎重に審議を行う。この審査結果に基づい

て，法科大学院教授会において審議を行う。 

（５）特に力を入れている取り組み    

   特になし。 

（６）その他 

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

法令上必要とされる専任教員数，専任教員一人あたりの学生比率，法律基本

科目の各分野における必要専任教員数，実務家教員割合，教授数等については，

全て基準を満たしているのみならず，少人数教育を実施するに足る構成とな

っている。また教員の適格性の審査についても，厳格かつ適切に実施している。 

 

３ 自己評定 

適合 

［理由］法科大学院における教育に必要な能力を有する教員について，教員人

数割合を満たしている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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３－２ 教員体制・教員組織（２）〈教員の確保・維持・向上〉 

 

（評価基準）継続的な教員確保に向けた工夫がなされ，教員の教育に必要な能力

を適切に評価し，その後も維持・向上するための体制が整備され，

有効に機能していること。 

 

１ 現状 

（１）専任教員確保のための工夫    

本法科大学院においては，３－１で記述したように，必要にして十分な

教員構成を確保している。１－３で記述したように，中長期的人事計画に

基づき継続性のある教員体制の維持を図っている。例えば，法律基本科

目について退職する教員がいる場合には，退職教員の担当科目の法科大

学院専任教員がいない状態とならないよう退職予定年度より１年以上前

から計画的に採用人事を行っている。場合によっては１年先取りの採用

人事を行い，退職する教員とともに１年間教育にあたることにより段階

的に引継ぎを行い教育の継続性が維持できるようにしている。実務家教

員については，任期の更新を行うほか，担当実務家教員の推薦及び弁護

士会からの紹介等により，適切な教員が欠けることのないようにしてい

る。 

（２）継続的な教員確保に向けた取り組みや工夫    

   定年退職のように事前に採用人事を行う必要性が判明している場合には，

（１）で記述したように，先行する形での採用人事等，有能な教員を事前に

確保するなどして教員組織の継続を図っている。 

（３）教育に必要な能力の水準の確保・維持・向上    

   本法科大学院における教員の採用・昇格の基準や審議機関等については，

前記「専修大学法科大学院教員資格審議規程」が適用となる。昇格について

は，2015 年４月 15 日開催の教授会決定「『専修大学法科大学院教員資格審

議規程』の運用に関する申合せ」に基づいて運用されている。 

教員の採用・昇格以外の場面では，ＦＤ活動の一環として行われる①授業

改善アンケートと②教員相互による授業参観の実施等が，教員の教育に必

要な能力を維持・向上するための取り組みとして実施されている（４－１，

４－２）。教員各自は授業改善アンケートの結果を受けて自ら授業内容や方

法等についての改善に努め，また教員相互による授業参観を行うことによ

り，相互に授業を評価し意見を述べることによって教育能力の維持・向上に

努めている。 

また法科大学院協会や日弁連あるいは単位弁護士会等が実施する法科大

学院教育に関する各種シンポジウムや研修活動にも教員を派遣し（４－１），

派遣された教員は FD拡大会議においてその概要を報告し，その報告に基づ
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いて教員相互で意見交換が行われている。 

（４）特に力を入れている取り組み    

   教員相互による授業参観は前期及び後期において２週間の期間を設けて

行っている。専任教員は１科目以上の参観を義務付けられる。授業参観を行

った教員は，所定の授業参観報告書を法科大学院事務課に提出する。この報

告書は参観を受けた教員に交付され，その内容を確認したうえで今後の授

業改善の参考としている。また参観者と被参観者との間で意見交換が行わ

れることもある。 

（５）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

専任教員確保のための取り組み，継続的な教員確保に向けた取り組みなど

は，上記のように実施できている。教員の教育に必要な能力の水準の確保・維

持・向上のための取り組みは，採用や昇格に際しては内規に基づき厳格に実施

されており，授業改善アンケートや授業参観を通じた相互評価は各教員の授

業能力向上に役立っている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］教員の確保に向けた工夫がなされ，教員の教育に必要な能力を維持・

向上するための体制が整備され，非常に有効に機能している。 

 

４ 改善計画   

特になし。 
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３－３ 教員体制・教員組織（３）〈専任教員の構成〉 

 

（評価基準）教員の科目別構成等が適切であり，バランスが取れている等，法曹

養成機関として充実した教育体制を確保できるように配慮されて

いること。 

 

１ 現状 

（１）専任教員の配置バランス    

基本データ表（11）のとおりである。 

（２）教育体制の充実    

   本法科大学院においては少人数教育を徹底しており，必修である法律基

本科目の授業のほとんどは専任教員が担当しており，今後ともこの体制を

維持していく。 

   専任教員の担当者がいない基礎法学・隣接科目，展開・先端科目について

は，本学法学部の専任教員あるいは学外の兼任講師や客員教授が担当して

いる。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   専任教員の科目別構成については，開設以来，バランスを失しないよう考

慮してきており，法律基本科目については複数名の専任教員（実務家教員も

含む）が配置されている。 

（４）その他 

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

専任教員の配置バランスが優れており，全ての授業科目について徹底した

少人数教育を行うことができている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］教員の科目別構成が適切であり，非常に充実した教育体制が確保され

ている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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３－４ 教員体制・教員組織（４）〈教員の年齢構成〉 

 

（評価基準）教員の年齢構成に配慮がなされていること。 

 

１ 現状 

 

（１）教員の年齢構成    

   基本データ表（12）のとおりである。 

（２）教員の年齢構成についての取り組み    

   本法科大学院においては，開設にあたり，教育・研究の実績に加え，学部

教育に比べて負担の重い法科大学院教育の任に堪えられる人材を中心に採

用したことから，専任教員の年齢構成も比較的高くなっていた。その後の退

職に伴う新規採用においても，担当する分野における教育・研究業績を重視

しているため 50歳代が比較的多数を占めてきているが複数名で担当する分

野の場合は年齢層のバランスを考慮して 30歳代の講師や准教授を採用して

きている。 

   実務家教員についても，一定程度以上の実務実績も重視するため 50歳代

以降の採用が中心となってきている。 

（３）その他 

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

本法科大学院における専任教員の年齢構成は，39歳以下と 40歳代が 21.1％，

50歳代が 21.1％，60歳代が 57.9％であり，中心となっているのは 60歳代で

ある。教育・研究の両面からみて十分な経験を有している世代が中心となり，

30歳代，40歳代，50 歳代にもバランスよく教員を配置し，教育の多様性を実

現できるものと考えられる。 

 

３ 自己評定 

Ｃ 

［理由］60歳代が過半数を超えているが，ここ数年のうちに定年を迎える 60

歳代後半が多数を占めるので，年齢層のバランスを大きな考慮要素として定

年退職に伴う採用手続を進めていく。 

 

４ 改善計画 

上記のように，ここ数年のうちに定年を迎える 60歳代後半が多数を占める

ため，その退職に伴う採用においては年齢層のバランスを大きな考慮要素と

して手続を進めていく。 
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３－５ 教員体制・教員組織（５）〈教員のジェンダーバランス〉 

 

（評価基準）教員のジェンダーバランスに配慮がなされていること。 

 

１ 現状 

 

（１）教員のジェンダーバランス    

   基本データ表（13）のとおりである。 

（２）特に力を入れている取り組み    

   教員の採用に当たっては，教育・研究の両面からみて最も適切な人材を採

用してきているが，その中で教員全体のジェンダーバランスが過度に偏ら

ないように配慮してきている。 

（３）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

専任教員中の女性比率が 10％以上 30％未満である。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

［理由］専任教員中の女性比率が 10％以上 30％未満である。 

 

４ 改善計画 

今後も，教員全体のジェンダーバランスが過度に偏らないように配慮して

いく。 



56 

 

３－６ 教員支援体制（１）〈担当授業時間数〉 

 

（評価基準）教員の担当する授業時間数が十分な授業準備をすることができる

程度の適正なものであること。 

 

１ 現状 

（１）過去３年間の各年度の教員の担当コマ数    

   基本データ表（14）アのとおりである。 

（２）他大学・他学部の授業数も含めた専任教員の担当コマ数    

   基本データ表（14）イのとおりである。 

（３）授業以外の取り組みに要する負担    

   本法科大学院の教授会は原則として月１回であり，各種委員会やクラス

担任としての業務等もあるが，委員会などの開催回数も多くはなく，院長・

副院長を除けば，大きな負担とはなっていない。 

（４）オフィスアワー等の使用    

   オフィスアワーは，教員ごとに指定された曜日と時間にそれぞれの研究

室において実施している。あらかじめ学生から予約を入れる形が原則なの

で，教員にとって大きな負担とはなっていない。 

（５）特に力を入れている取り組み    

   本学全体においては，各教員は各学期に最低５コマの講義を負担するこ

とになっているが，法科大学院における教育の特殊性から，本法科大学院に

おいては，開設時よりこの負担コマの制約は課されてない。また教材の印刷

や配付，学生への連絡等は，教員室あるいは法科大学院事務課において行っ

ているので，教員はそれぞれの教育と研究に集中できるようになっている。 

（６）その他    

   他大学への出講や外部の委員などへの就任については，院長に届け出る

ようにしており，院長から委任を受けた法科大学院事務課において，各教員

の負担を把握している。 

 

２ 点検・評価 

本法科大学院における専任教員の担当コマ数の平均は，目安となる週あた

り 7.5 時間（90 分５コマ）を下回っている。他大学等での授業を含めると，

一部に目安を超える教員がいるものの，全体としてみれば，十分な準備をして

授業に臨み，学生指導をするのに良好な授業時間負担となっている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］授業時間数が，非常に十分な準備等をすることができる程度のもので
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ある。 

 

４ 改善計画 

目安を上回っている教員についても，本法科大学院での負担コマが不相当

に多い訳ではないので，他大学や法学部との協議のうえでの負担改善を強く

求めていっている。 
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３－７ 教員支援体制（２）〈研究支援体制〉 

 

（評価基準）教員の研究活動を支援するための制度・環境に配慮がなされている

こと。 

 

１ 現状 

（１）経済的支援体制    

  ア 教員研究費は，年額 495,000円であり，うち 63,000円までは課税研究

費にできる。研究費の取扱いについては，専修大学教員個人研究費取扱要

領に基づいている。 

 イ 学会出張旅費については，専修大学専任教員学会出張旅費規程に基づ

き教員研究費とは別に，年２回（２泊３日）まで支給される。学会役員と

して出張する場合は年３回（３泊４日）まで支給される。 

（２）施設・設備面での体制    

   専任教員は，法科大学院棟で，それぞれ専用の研究室（広さは 22.4㎡～

23.4 ㎡）を利用できる。教育・研究に必要な備品が設置されているほか，

有線・無線ＬＡＮにより学内外のデータベースを利用することができる。ま

た法科大学院棟には図書館分館もあり，収納冊数には制限があるものの，生

田本館や神田分館などの資料も取り寄せることができる。 

（３）人的支援体制    

   教員室には常勤嘱託の担当者が１人配置されており，研究費や出張の申

請などの各種手続も担当している。科学研究費など学務課所掌事項につい

ては，学務課担当職員が神田１号館に常駐し業務を行っている。 

（４）在外研究制度    

   本法科大学院には，専修大学法科大学院研究員規程に基づき専任教員を

国内外に派遣する研究員制度があり，交通費，滞在費等が支給される。長期

研究員（研究期間 10箇月以上１年以内）と中期研究員（研究期間５箇月以

上６箇月以内）を選出している。 2017 年度において長期在外研究員１名，

2019年度において長期国内研究員１名，2020年度において中期国内研究員

１名，2021年度において長期研究員１名，2022年度において中期研究員１

名が選出されている。 

（５）紀要の発行    

   本法科大学院では，年１回，『専修ロージャーナル』を刊行しており，毎

号，多数の論説，判例研究などを掲載している。2021年度は第 17 号を発行

した。なお，発行した『専修ロージャーナル』は，国立国会図書館などへ配

付するほか，「専修大学学術機関リポジトリ」（本学図書館所管）において PDF

化され，Web上で閲覧できる。 

（６）特に力を入れている取り組み    
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   特になし。 

（７）その他    

   本学には，専任教員が専門分野において高度な学術研究を行い学問の進

歩発展に寄与するために必要な経費を補助する研究助成制度と出版助成制

度がある。 

図書館に配架される専門的な研究図書についても，１点５万円以下の資

料については，随時，購入を依頼することができる。 

教員が研究員として選出された場合，講義などについては可能な限り兼

任講師の採用等を行うことにより，他の専任教員の負担増とならないよう

努めている。 

 

２ 点検・評価 

教員の研究支援体制は，経済的にも，施設整備面でも，人的にも充実してい

る。在外研究員制度も整備している。法科大学院独自の紀要も発行し，教員が

研究成果を発表する機会も確保されている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］支援制度等の配慮が，十分になされている。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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第４分野 教育内容・教育方法の改善に向けた組織的取り組み 

 

４－１ 教育内容・教育方法の改善に向けた組織的取り組み（１）〈ＦＤ活動〉 

 

（評価基準）教育内容や教育方法の改善に向けた組織的取り組みが適切に実施

されていること。 

 

１ 現状 

（１）組織体制の整備 

   教授会の下にＦＤ委員会を設置し，日常的にＦＤ活動を行っている。活動

状況については定期的に教授会に報告し，それに基づいて，教授会，または，

ＦＤ委員会拡大会議でＦＤ活動の現状と問題点，今後の課題について議論

を行っている。 

ＦＤ委員会の根拠規程として「専修大学法科大学院ファカルティ・ディベ

ロップメント規程」が定められている。なお，法科大学院における FD活動

の定義を「法曹養成の観点に照らし，教育内容及び教育方法の向上に資する

活動」として，上記を構成員に周知している。 

ＦＤ委員会は，委員長と４名（2012年度のみ３名）の教員委員で構成し，

法科大学院事務課がそれを補佐する体制となっている。 

科目毎のＦＤ，系毎（民事，刑事，公法等）のＦＤ，実務家教員と研究者

教員の共同するＦＤ活動については，そのための恒常的組織は設けていな

い。ただし，少人数の法科大学院組織であることを活かし，ＦＤ委員会，Ｆ

Ｄ委員会拡大会議や教授会の議論を踏まえて，必要に応じて科目毎，系毎，

実務家教員・研究者教員相互間で相談・協議し，授業改善に結び付ける努力

を行っている。 

（２）ＦＤ活動の内容 

ア ＦＤ委員会について 

ＦＤ委員会は，従来年２回（前期・後期）の定例の会議を基本としてき

たが，2019 年度からは，年４回の会議を定例としている。そのほかに，

必要に応じてＦＤ活動の在り方を検討するための委員会や FD委員会拡大

会議を開催するしている。 

2017年度以降における開催頻度は， 2017年度３回（2017 年４月 10日

（月）・10月４日（水）・11月 22日（水）），2018年度２回（2018年４

月４日（水）・９月 26日（水）），2019 年度５回（2019年４月３日（水）・

５月 29 日（水）・９月 11 日（水）・10 月２日（水）・11 月 20 日（水）），

2020年度５回（2020年４月２日（木）・６月 24日（水）・10 月７日（水）・

11月４日（水）～５日（木）・11月 25日（水）～26日（木）），2021年度

４回（2021年４月２日（金）・５月 19 日（水）・９月 29日（水）・11 月 17
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日（水））である。なお，2017 年度より実施している法科大学院ＦＤ委員

会拡大会議は，2017 年度５回（2017 年 12 月 13 日（水）・2018 年２月７

日（水）・２月 14日（水）・３月７日（水）・３月 14日（水）），2018年度

２回（2018年４月 11日（水）・７月 11日（水）），2019年度１回（2019年

７月 10日），2021年度１回（11月 10日（水））開催した。 

定例の会議の主な議題は，①授業改善アンケート結果とそれを踏まえ

た今後の対応，授業参観の結果と今後の課題，ＦＤ研究集会の内容の検討

である。また 2019年度から，②授業改善アンケートに対するフィードバ

ック文書の形骸化を抑止するため，フィードバック文書の検証の機会も

設けている。上記各議題について，ＦＤ委員会においてその期の状況の検

討と次期に向けた課題・計画を中心に議論している。 

ＦＤ委員会の議事に関しては議事録を作成し，関係者が会議内容を確

認できるようにしている。活動状況については，ＦＤ委員会報告書という

形で全体を取りまとめたものは作成していないが，授業改善アンケート

結果の報告書，ＦＤ委員会の配付資料等として成果物を蓄積しており，教

授会での回覧や事務課での閲覧，専任・兼担・兼任教員が登録している

GoogleClassroom における掲示を通じて情報共有を図っている。 

イ 外部研修について 

司法研修所や日本弁護士連合会・各弁護士会が計画する教員の実務研

修や特定の弁護士事務所の協力による実務研修等について，適宜教授会

等で案内し，参加を呼び掛けている。研修に参加した教員には報告書の提

出を依頼し，提出された報告書については教授会や法科大学院ＦＤ委員

会拡大会議などを通じて教員間での情報共有を行っている。 

ウ 教員相互による授業参観について 

教員相互による授業参観を行うことにより，参観した教員は参観した

授業の教員の教育の内容・方法を，また，参観を受けた教員は参観した教

員の感想・助言を，それぞれ自分の授業の改善に活かすように努めている。 

2011 年度からは，毎期，２週間の期間を授業参観期間に設定し，教授

会で参観を呼び掛けることによって参観の機会を保障している。専任教

員は，１科目以上の参観を義務付けられており，参観を実施した際には報

告書を提出することが求められている。参観結果の報告書は，参観を受け

た教員に配付するほか，法科大学院事務課で保管し全教員が随時閲覧で

きるようにしている。 

なお 2019 年度まで授業参観は第 14講・第 15講の時期に実施していた

が，被参観者の授業改善への対応を考慮し，2020 年度前期からは授業の

中間期（概ね第９講・第 10講の週）に授業参観期間を変更した。 

エ ＦＤ研究集会について 

毎年，ＦＤ委員会主催により，教育内容・方法の改善を図るための学内
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研究会（ＦＤ研究集会）を定期的に開催し，専任教員はもとより兼担・兼

任教員にも参加を呼びかけ，教育内容や方法の改善に向けてのさまざま

な工夫・取組み，厳格な成績評価の具体的あり方，過去の取組に対する効

果の検証から，法科大学院進学プログラムとの連携，未修者教育のあり方

などについて研究を重ねている。 

開催頻度は原則として年２回（おおむね７月と 12月）であるが，2020

年度については，オンライン授業の実施に伴う研修の機会を別途設けた

（2020 年５月に実施）。なお，2020 年度・2021 年度については，新型コ

ロナウイルスの感染予防の見地から，オンラインにて開催している。 

ＦＤ研修集会の内容についてはＦＤ委員会の報告書を作成し，

GoogleClassroom などを通じて全教員に提供している。またオンライン開

催となった 2020 年度・2021年度のＦＤ研究集会については，録画した映

像資料も閲覧できる状態にしている。 

  オ その他 

    2019 年度後期から，支援プログラムとの連携を強化するため，授業科

目担当教員と支援担当講師との意見交換の機会を密に設けることとした。

2019年度後期・2021 年度前期においては，ＦＤ研究集会支援担当講師に

も参加を依頼し，全教員との意見交換の機会も設けている。 

（３）ＦＤ活動の成果及び成果に結びつかせるための方策・工夫 

授業改善アンケート，教員相互による授業参観，ＦＤ研究集会のいずれに

ついても，それぞれその結果を踏まえて，各教員や関係教員間で授業の改善

に向けた工夫や努力を行っている。その成果は，以下のとおりである。 

  ア 授業改善アンケート 

（ⅰ）オムニバス科目で担当教員間の連絡の悪さ（同一事項の重複講義等）

や同一科目を複数教員が担当している場合の講義内容のバラツキ等の指

摘があったことから，担当教員間の打合せが密になされるようになるな

ど具体的な改善例が認められる。また，認証評価時に指摘のあった民法科

目において，民事法総合演習Ⅰ（現代契約法），民事法総合演習Ⅲ（不動

産及び金融取引法）は 2018 年度よりオムニバスを解消した。その結果，

授業改善アンケートにおけるオムニバス授業に対する評価は，以前と比

較して大きな改善を見るようになっている。 

（ⅱ）授業改善アンケート結果を踏まえて，法学未修者教育の充実のため，

教務委員会レベルでさまざまな検討を加え，カリキュラムの改善を行っ

ている。 

（ⅲ）アンケートの自由記載欄において，レポート課題等の提出期限が特

定の時期（連休中など）に集中して困るとの苦情や指摘が見られたが，教

員室に備えたノートに各科目のレポート提出期限を記入することによっ

て教員相互に調整できるような対応を講じ，上記の苦情は見られなくな
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った。なお，2020年度以降は教員室での記載と併せて，GoogleClassroom

上に課題の内容や提出時期などに関する共有ファイルを置き，オンライ

ンにて同様の取組を実践している。 

（ⅳ）アンケートの自由記載欄に休日祝日等の図書館利用の要望があり，

図書館側と協議し，相当数の開館日を確保するなどの対応を行ってきて

いる。 

イ 授業参観 

授業参観では，参観した教員が参観授業を自己の授業改善の参考にし

たり，参観を受けた教員が報告書で指摘された点を反省材料としたりし

ているほか，それ以外の教員も法科大学院事務課で保管された報告書を

随時閲覧することにより，自己の授業改善の材料を得ている。なお，（２）

ウで記載のように，授業参観の実施時期を変更することで，被参観者が実

施中の授業に参観者からの意見を反映できることとしており，実際に改

善した例もみられる。 

ウ ＦＤ研究集会・ＦＤ委員会拡大会議 

ＦＤ研究集会，ＦＤ委員会拡大会議では，その席上での意見交換によっ

て本法科大学院の学生が抱える問題点の把握に努めるとともに，各担当

教員が実践している授業の工夫に関する情報や，成績評価などに関する

議論の機会を設けることにより，授業改善に資する取組を行っている。

2019年度からは，FD研究集会での議論に資するよう，事前にテーマに則

した教員へのアンケートを実施するなどにより，各教員が能動的に FD活

動に参加できるよう，改善を行っている。 

 エ その他 

    （２）オ記載のように，支援プログラム担当者との意見交換の機会を継

続的に設けることとしたことにより，正規の授業と支援プログラムとの連

携が強化され，特に未修者に対する学修効果に改善傾向が見られる。 

（４）教員の参加度合い    

   法科大学院の専任教員全員がＦＤ活動の対象となっている。ＦＤ委員会

メンバー以外の専任教員にも外部研修や教員相互による授業参観，ＦＤ研

究集会への参加を呼びかけ，多数が参加している状況である。また，ＦＤ研

究集会へは専任教員のみならず兼担・兼任教員についても広く参加を呼び

かけ，各回により参加者の人数は変わるものの一定数の参加がある。 

外部研修については，以前参加者に偏りがみられるとの指摘もあったこ

とを受けて，ＦＤ委員会から教員への外部研修への参加の働きかけを積極

的に行い，参加可能な教員に対しては委員会より研修参加を依頼すること

により，参加者の増加を図ってきたが，近時は複数の専任教員が外部研修に

参加している。 

ア 外部研修への参加状況〔2017年度以降〕 
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開催日 研修・場所または実施方法 参加者 

2017年度 

12月２日 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー 

場所：名古屋ルーセントタワー 

佐野 裕志 

12月２日 司法試験シンポジウム 

「若手弁護士モニターによる答案作成をふまえ

て」 

場所：弁護士会館 

寺島 秀昭 

３月３日 日本弁護士連合会主催 

第 10 回法科大学院教員研究交流集会 

場所：弁護士会館 

藤代 浩則 

３月 14 日 著作権情報センター主催 

月例著作権研究会 

場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

久保 次三 

2018年度 

11月 11 日 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー 

場所：品川シーズンテラスカンファレンスＣ 

佐野 裕志 

12月１日 日本弁護士連合会主催・司法試験シンポジウム 

「法科大学院での試験・成績評価との関連を中心

に」 

場所：弁護士会館 

佐野 裕志 

藤代 浩則 

2019年度 

６月 22 日 法科大学院協会シンポジウム 

「法学未修者教育の改善・充実に向けて」 

場所：上智大学四谷キャンパス 

藤代 浩則 

前田 修志 

山田 創一 

11月 16 日 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー 

場所：品川シーズンテラスカンファレンスホール 

佐野 裕志 

12月 17 日 日本弁護士連合会主催・司法試験シンポジウム 

「司法試験の内容等の改善方法をめぐって」 

場所：弁護士会 

藤代 浩則 

2020年度 

６月 20 日 

21 日 

臨床法学教育学会・第 13回年次大会 

実施方法：オンライン（Zoom） 

藤代 浩則 

11月 12 日 臨床法学教育学会 

第１回オンライン法学教育セミナー 

藤代 浩則 
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実施方法：オンライン（Zoom） 

12月５日 日本弁護士連合会主催 

第 12 回法科大学院教員研究交流集会（全体会） 

実施方法：Zoomウェビナー 

藤代 浩則 

12月 20 日 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー 

実施方法：オンライン（Zoom） 

佐野 裕志 

３月６日 日本弁護士連合会主催 

第 12 回法科大学院教員研究交流集会（分科会） 

実施方法：Zoomウェビナー 

藤代 浩則 

2021年度 

６月 19 日 法学未修者教育に関するシンポジウム 

実施方法：Zoomウェビナー 

大澤 逸平 

加藤 克佳 

佐野 裕志 

道垣内弘人 

橋本 正博 

前田 修志 

山田 創一 

７月９日 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー 

実施方法：オンライン（Zoom） 

佐野 裕志 

９月 28 日 法科大学院協会主催 

未修者教育 FDセミナー・刑法 

実施方法：オンライン（Zoom） 

稲垣 悠一 

橋本 正博 

10月７日 法科大学院センター 民事実務研究会 

実施方法：オンライン 

山田 創一 

10月 13 日 法科大学院協会主催 

未修者教育 FDセミナー・民法 

実施方法：オンライン（Zoom） 

道垣内弘人 

山田 創一 

11月４日 法科大学院協会主催 

未修者教育 FDセミナー・アクティブラーニング 

実施方法：オンライン（Zoom） 

椙村 寛道 

山田 創一 

11月 13 日 法実務技能教育支援セミナー 

法科大学院補助教員の意義と役割～多様性と重要

性 

実施方法：オンライン（Zoom） 

佐野 裕志 

前田 修志 

12月４日 司法試験シンポジウム～司法試験の出題の在り方

等の改善に向けて～ 

米丸 恒治 
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実施方法：オンライン（Zoom） 

イ 教員相互による授業参観の実施状況 

（ア）2017年度 

           前期 16件   後期 11件 

（イ）2018年度 

 前期 16件   後期 12件 

（ウ）2019年度 

前期 16件   後期 16件 

（エ）2020年度 

前期 18件   後期 18件 

（オ）2021年度 

    前期 20件   後期 18件 

    ウ ＦＤ研究会の開催状況と参加状況   〔 〕は内数でＦＤ委員人数 

年度 実施日 テーマ  参加者 

2017 ７月 22日 在学生教育における起案作成能力の育成につ

いて 

報告者：稲垣 悠一准教授 

14名 

[４名] 

12月 16日 私の上告審における弁護活動 

報告者：矢澤 曻治教授 

15名 

[３名] 

2018 ７月 21日 法科大学院教育における年次別到達度評価の

あり方 

報告者：前田 修志 

12名 

[３名] 

12月 15日 未修と既修の架橋―憲法の場合の課題と対策 

報告者：棟居 快行 

15名 

[３名] 

2019 ７月 20日 「法曹コース」（いわゆる「３＋２」構想）と

の連携のあり方について 

19名 

［４名］ 

12月 14日 未修者に対する法科大学院教育のあり方 

～導入授業及び支援プログラムとの連携 

15名 

［４名］ 

2020 ５月１日 「オンライン授業の実施における問題点」 

― Google Classroom 及び Google Hangouts 

Meet の活用と問題 ― 

29名 

［４名］ 

８月 29日 2020 年度前期におけるオンライン授業実施に

かかる自己検証 

24名 

［３名］ 

12月 19日 オンライン授業及び対面・オンライン併用授

業における成績評価のあり方 

18名 

［３名］ 

2021 ７月 17日 (a)授業改善に関する取組とその成果の検証 

(b)在学生支援プログラムの実施状況とその

成果の検証 

25名 

［５名］ 
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12月 11日 起案作成能力の養成について 20名 

［５名］ 

 

（５）特に力を入れている取り組み    

教務委員会による教育改善の取組みと重なるが，ＦＤの見地から授業改

善について以下の取組を行ってきた。 

ア 本学では授業支援プログラムとして，本法科大学院を修了した実務家

講師によるフォローアップのための演習を実施し，基本六法について基

礎的知識や基本概念の修得に重点を置いている（７－８ 学生支援体制

（２）〈学生へのアドバイス〉の１（１）オ参照）。以前，正課の講義とこ

れら支援プログラムとの連携が十分に図られていないとの指摘もあった

が，近年は特に法学未修者の授業理解を促進するため授業科目担当教員

支担当講師と講義内容等に関する調整を図り，相互連携をすることで学

修効果を高める取組を行っている。2019年度後期，2021年度前期のＦＤ

研究集会には，支援プログラム担当者の参加も依頼し，教員・支援プログ

ラム担当者間での意見交換の機会も設けている。 

イ 組織的な取り組みとして，法学未修者が入学直後から法律基本科目の

学修を抵抗感なく行えるようにするため，入学前の段階において，法律基

本科目を中心にした導入授業を実施している（６－１－２ 授業（２）〈授

業の実施〉の１（１）イ（ア）参照）。2019年度後期におけるＦＤ研究集

会で未修者教育について検討した際には，導入授業のあり方について，各

担当者の実施状況を踏まえた意見交換を行い，より高い学修効果を上げ

られるよう，継続的な検討を行っている。なお，この導入授業に関しても，

毎回受講者から簡単な意見を回収する仕組みを実施し，担当教員にその

内容をフィードバックしている 。 

ウ 2019 年度から年２回実施するＦＤ研究集会でディスカッション形式を

採用し，特定のテーマにつきより多くの参加者の発言を求めることとし

た。またＦＤ研究集会に先立ち，全科目担当者を対象としたアンケートを

実施するなど，全教員がＦＤ活動に能動的に参加するよう，意識涵養に努

めている。 

エ 従来，ＦＤ活動は専任教員中心とならざるを得なかったが，法科大学院

教育においては兼担・兼任教員の協力も不可欠であることから，専任教員

以外の教員についても積極的にＦＤ活動への参加を求めている。やむを

得ず不参加となった教員に対しては，ＦＤ研究集会の内容について，その

記録（報告書や録画映像〔オンライン実施時〕）を共有し，ＦＤ活動への

関心を高める工夫をしている。 

オ 2018年度後期からは自己点検・評価において FD関連の活動に関する自

己検証の機会を設けるなどの取組を行っている。また 2021 年度前期ＦＤ
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研究集会においては，ＦＤ活動の教育効果を検討する機会を設け，組織的

な検証も行っている。 

（６）その他    

   2007 年度から，名古屋大学を基幹校とする「法実務技能教育教材研究開

発コンソーシアム」に参加し，実務教育に必要とされる教材の共同開発を行

うとともに，教育方法の改善に向けての各種セミナーに参加するなどの研

修活動を続けている。ここで共同開発された教材や参加したセミナーの成

果は，直ちに教授会に報告されるとともに，主として法律実務基礎科目の教

育内容や方法に反映されている。 

また上記を含め，外部研修に参加した教員には外部研修参観報告書の提

出を求め，報告書の内容については教授会での報告・回覧，事務課での閲覧，

GoogleClassroom への掲載等をすることで，各教員が教育内容や方法の改善

に利用できるような体制をとっている。 

 

２ 点検・評価 

（１）組織体制 

１で述べたように，当法科大学院のＦＤ組織については，根拠規程に基づ

き，適切な形で整備されており，ＦＤ組織の中心となるＦＤ委員会を構成す

るＦＤ委員については，年齢構成，専門分野，経歴等に照らし，その構成は

適切である。 

（２）ＦＤ活動の内容 

当該組織を中心としたＦＤ活動の内容であるが，授業改善アンケート，教

員相互の授業参観，ＦＤ研究集会を柱として充実しており，これらの結果を

踏まえ，個々の教員が授業内容や方法の改善を行っている。 

組織的にもＦＤ委員会での検討結果について，教授会や教務委員会等へ

提言することで，カリキュラム改訂やクラス面談制度（４－２参照）の改善

につなげるなどの取組を行っている。これらの取組支援担当講師を中心と

する支援プログラムや法学部の法科大学院進学プログラム（2019 年度前期

ＦＤ研究集会のテーマ参照）との連携にも反映されており，他法科大学院と

比較しても遜色ない内容となっている。 

以上のことはＦＤ委員会の議事録・配付資料，ＦＤ研究集会の報告書・記

録映像や教員向けアンケートの結果，並びに授業改善アンケート結果の報

告書等として記録に残されている点にも表れている。 

（３）教員の参加度合い 

専任教員のほぼ全てが，授業改善アンケートへのフィードバックはもと

より，教員相互の授業参観やＦＤ研究集会に参加しており，ＦＤ研究集会に

先だって実施しているアンケート等への協力度合いも高いものとなってい

る。特にＦＤ研究集会には兼担・兼任教員も毎回一定数参加しており，これ
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らの教員からのアンケート回収率も高く，参加度合いは高いと考える。 

また，ＦＤ研究集会の内容を含めた各種記録は，兼担・兼任教員を含めた

全教員に対し，教員室での閲覧や GoogleClassroom での公開などの方法に

より共有されている。 

なお，既述のように，近年は支援プログラムを担当する支援担当講師にも

ＦＤ活動への参加を依頼することにより，教員以外のサポートスタッフを

交え，組織的な授業改善への取組を行っている。 

（４）外部研修等への参加 

外部研修については，教授会やメーリングリスト，GoogleClassroom での

掲示などを通じて，逐次その情報を各教員に発信し，積極的な参加を呼びか

けている。以前は特定の教員の参加にとどまっているとの指摘を受けたが，

近時は多くの教員が積極的に外部研修にも参加していることがうかがわれ

る。また外部研修参加者に対しては報告書の提出を求め，ＦＤ委員会拡大会

議などでの報告などによってその結果を共有することで，外部研修の成果

を法科大学院全体で共有している。 

（５）授業の相互参観 

   １（４）イで示したように，専任教員のほとんどが授業の相互参観を実施

しており，適切に実施されている。授業参観の実施後は参観報告書の提出

を求め，その内容は被参観者にも速やかに伝えられており，被参観者の授

業改善にもつなげられるような体制を整えており，実際に改善された例も

みられる。なお既述のように 2020年度からは実施時期を見直すことで，よ

り迅速な対応ができるようにしている。 

（６）その他 

既述のように，本学のＦＤ活動の特徴の一つに支援プログラムとの連携

にかかる取組がある。その一環として，ＦＤ委員が支援担当教員の打ち合わ

せに継続的に参加し，そこで見つかった課題について，必要に応じ，ＦＤ委

員会における審議・検討の対象としている。またこれらのＦＤ活動の成果を

通じて法科大学院として必要な対応があると考えられる点については，教

授会や教務委員会への提言を行う体制を整えている。 

またＦＤ研究集会においてディスカッション形式を採り入れ，これに先

立ち各教員に意見聴取の機会を設けることで，ＦＤ活動への意識涵養の機

会を設けている。この点については一部の教員から批判的な意見もみられ

るものの，こうした意見も踏まえた意見交換の機会を多く持つことで，より

充実したＦＤ活動につなげるよう工夫している。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

［理由］ＦＤの取り組みが質的・量的に見て充実している。 
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４ 改善計画 

2017 年度の認証評価時において法務研究財団からは，「授業改善アンケー

トのフィードバックによると，アンケートを踏まえて，それを授業の改善に活

かそうという積極的な姿勢を持った教員がいる一方，コメントをしていない

教員や具体性がない形式的なコメントしかしていない教員がいるなど，教育

の質の向上のため授業改善の不断の努力をしようとする姿勢が必ずしも教員

全体に浸透しているとはいえないのではないかという疑念を抱かざるを得な

い。司法試験合格者数の低迷という当該法科大学院の直面している課題の克

服のためには教育の質の向上のため授業内容の改善に努めるという共通認識

を教員全体に浸透させる必要がある。」との指摘を受けた。この点については，

2018 年度後期より教員の自己点検に際し，ＦＤ活動への参加状況に関する項

目を採り入れることにより，各教員の共通認識を形成する試みがなされてい

る。また，2019 年度から教員がより能動的にＦＤ研究集会に参加できるよう

ＦＤ研究集会の実施態様を変更している（１（３）ウなど参照）。このことに

より，従来よりもＦＤ活動に対する関心が高まっている。今後もこうした取組

を継続していくことが必要となる。 

また上記指摘にみられる授業改善アンケートに対するフィードバック文書

については，2019 年度から，ＦＤ委員会によるフィードバック文書の検証の

機会を設けたことで，各教員が授業改善アンケートの結果を踏まえた自己検

証の機会となるよう改善を行っている。もっとも現時点においても，フィード

バック文書の内容には多少のバラツキがみられるため，より一層意識涵養を

図るような働きかけを行っていく。 

なお一部オンライン授業となった 2020 年度に，通常の授業改善アンケート

とは別に，学生からの意見聴取の機会を設け，その結果の情報共有を図るなど

の取組も行ったことを契機に，2021 年度も授業の中間期における学生からの

意見聴取の機会を設けた。この取組には一定の成果もみられたことから，今後

もこの取組を継続し，制度の充実化を図る計画である。 

授業参観に関する課題としては，兼担・兼任教員の参加の機会が十分に確保

できない点にある。兼担・兼任教員への授業参観の依頼は，これらの教員に過

度の負担を課すことになるおそれもあるので慎重に対応する必要があるもの

の，可能な限り参観の機会を設けるよう工夫していきたい。 

ＦＤ活動の結果を成果に結び付ける取組みについては，従来は個々の教員

の努力に負う傾向にあったが，近時はＦＤ研究集会におけるディスカッショ

ン形式の採用など，ＦＤ活動の結果を組織的に確認し，課題を明らかにする方

向に転換しつつあり，一定の成果を挙げている。ただし，そのためにＦＤ活動

にかかる負担が過度になりすぎるとの指摘もみられることから，教員に対す

る負担も鑑みつつ，法科大学院全体で組織的にＦＤ活動を実施する体制を整
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備していく必要がある。 

現時点における課題としては，ＦＤ活動の成果が具体的にどのような教育

改善効果につながったのかという分析，検証にある。2021 年度前期のＦＤ研

究集会では検証の機会を設けたものの，改善の成果が学生の学力向上にどの

ようにつながっているのか，といった点については，継続的な検証が不可欠で

ある。この点については教務委員会との連携も図り，在学生の進級・修了判定

や修了生の司法試験等での成績などとの相関関係につき，今後検証の機会を

設けることとしている。 

2020年度・2021 年度は外部研修への参加者が増加傾向にあるが，その一因

としては外部研修がオンラインで開催されていることが考えられる。今後，対

面で実施される研修となっても，教員が積極的にこれらの外部研修に参加す

る状況を継続できるよう，教授会などを通じた情報発信は続ける予定である。 

教育内容の改善の見地からは，教務委員会との連携が必要である。現状は，

ＦＤ委員会の審議結果を教務委員長に報告するなどの方法にとどまっている

が，ＦＤ委員の教務委員会へのオブザーバー参加などの対応も検討すること

が必要となる。現時点において，支援プログラム担当者の打ち合わせにＦＤ

委員も参加することで，同プログラムとの連携が実現できていることから，

同様の制度が可能かどうか，検討中である。 

2022年度から具体的に改善される点としては，クラス面談制度の変更が挙

げられる。ＦＤ活動の観点からも，クラス面談制度の実効的な運用は必須と

考える。同制度については基本的に教務委員会の所管事項ではあるが，ＦＤ

委員会としても，教務委員会や支援プログラムなどと協力し，その結果を授

業改善につなげるよう，取り組むこととしている。 

修了生に対するケアも在学生に対するものと同様に実施する。特に，当該学

生への在学時の学習指導体制と，修了後における理解度がどのような相関関

係を有しているのか，また修了生に対してはどのようなサポートが必要であ

るのかについては，継続的に検証し，授業にフィードバックする体制を整える。 
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４－２ 教育内容・教育方法の改善に向けた組織的取り組み（２）〈学生評価〉 

 

（評価基準）教育内容や教育方法についての学生による評価を把握しその結果

を教育内容や教育方法の改善に活用する取り組みが適切に実施さ

れていること。 

 

１ 現状 

 

（１）学生による授業等の評価の把握    

ＦＤ委員会が実施主体となって，全開講科目を対象に，学生による無記名

の授業改善アンケート調査を前期・後期の学期末に各１回実施している。当

該学期の最後の２回の授業のうちのいずれかの時間帯に，授業時間内に 10

～15分程度の時間を確保し，教員が退室後に学生に自由に回答してもらい，

記入後に法科大学院事務課職員が回収するという方法をとっている。最近

の回収率は概ね９割を上回っており，2021年度前期が91.8％，後期が85.1％

と高水準を維持してきた。なお，2020 年度前期は全科目につきオンライン

でのアンケート実施となり，2020 年度後期においても一部科目でオンライ

ンでのアンケートとなったことにより，全体的な回収率は９割を下回って

いる（前期 73.9％，後期 78.9％）。 

アンケートは，予習復習，理解度，学習意欲，授業の内容・方法などに関

する共通の 20項目と個々の科目で自由に設定できる２項目の質問項目につ

き５段階評価で評価してもらったうえで，自由記載欄において，当該授業に

関する学生の自由な意見や要望を記載してもらう方式で行っている。なお

自由設定項目については，各科目の特性に照らした適切な質問を設定する

よう，各教員に依頼している。 

学生に配布するアンケートの説明文において，個人が特定されることは

なく，アンケートは教員の授業改善という目的のためだけに利用するもの

であることを明示して，アンケートへの協力を呼び掛けている。また，自由

記載欄は，学生が手書きで記入したものを法科大学院事務課職員がパソコ

ンに入力し，プリントアウトしたものをＦＤ委員会及び各教員に配付する

という方法をとることによって匿名性を確保し，学生の意見・要望が自由に

記載できるように配慮している。 

過去５年間の実施回数・実施時期，回収率は以下のとおりである。 

2016年度 

 前期 ７月 11日（月）～22日（金） 95.7％ 

  後期 １月 10日（火）～23日（月）  96.1％ 

  2017年度 

    前期 ７月 13日（木）～26日（水） 98.1％ 
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  後期 １月９日（火）～22日（月）  96.8％ 

2018年度 

    前期 ７月 11日（水）～26日（木） 97.1％ 

  後期 １月７日（月）～22日（火）  98.0％ 

2019年度 

    前期 ７月 10日（水）～26日（金） 98.2％ 

  後期 １月６日（月）～23日（木）  97.4％ 

2020年度 

 前期 ８月 10日（月）～21日（金） 73.9％ 

 後期 12 月 19日（土）～１月 21日（木） 78.9％ 

2021年度 

 前期 ７月３日（土）～21日（水） 91.8％ 

 後期 １月７日（金）～１月 24 日（月） 85.1％ 

（２）評価結果の活用    

ア ＦＤ委員会での検討 

調査結果は，集計結果と自由記載をまずＦＤ委員会で検討し，過去の評

価と比較しながら当期の特徴と課題を分析して取りまとめを行っている。

なお，自由記載については過度の誹謗中傷に相当するものや授業改善ア

ンケートの趣旨から外れるものについてはＦＤ委員会で選別する旨を学

生に告知した上で，内容を確認の上で公表することとしている。 

イ 教授会での検討 

教授会においては，ＦＤ委員会の報告を受けて議論を行い，その結果を

踏まえて当該学期の「学生による授業改善アンケート集計結果について」

と題するとりまとめ文書を作成している。 

５段階評価については，全体のアンケート集計結果表と各教員の担当

授業科目の評価結果を配布することと併せて，全科目の評価結果を教授

会で回覧するとともに，法科大学院事務課において随時閲覧することが

できるようにしている。 

自由記載欄については，各教員に担当授業科目の記載事項を配付する

とともに，法科大学院事務課において全授業科目の記載事項を閲覧でき

るようにしている。 

ウ 学生に対するフィードバック 

学生に対しては，ＦＤ委員会・教授会の審議を経た文書を学生用説明文

書として全学生に配布するとともに，アンケートの集約結果及びアンケ

ート結果を受けてのフィードバック文書をポータルサイトに掲載し，全

科目の改善状況等の確認ができるようにしている。 

フィードバック文書は，アンケート結果を踏まえた各教員の授業改善

に向けた工夫や取り組み等を記載したものであり，全教員が作成するも
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のとされている。フィードバック文書の作成にあたっては，内容が形骸化

しないように，FD 委員会が指定する特定の質問項目や，各自が設定した

自由質問項目，自由記載欄への意見に対しても言及してもらうように依

頼し，実質的な内容となるように配慮している。なお，2020 年度前期に

おいては，授業担当者38名のうち，32名からフィードバック文書の作成，

提出があった。 

（３）アンケート調査以外の方法    

   2020 年度から，前期・後期の学期中に各一回，GoogleForm を利用して，

受講中の講義や法科大学院全体に対する要望など，学生からの意見聴取の

機会を設け，その結果を教授会，教務委員会や法科大学院事務課と共有して

いる 。その他，年２回の全学生を対象とするクラス面談，オフィスアワー

を始めとする学生との日常的な接触の場を通して，カリキュラムや授業に

対する要望・意見を聞き，必要に応じてＦＤ委員会や教務委員会の議論の素

材としている。 

（４）特に力を入れている取り組み    

   少人数教育である利点を活かし，授業内外で日常的に教員と学生が接す

るさまざまな機会を通して，授業への要望・意見を意識的に聞くように努め

ている。組織的には授業改善アンケートだけでなく，オンラインフォームを

活用した意見聴取の機会を設けるなど，学生が要望・意見を提示しやすいよ

うな体制作りを心がけている。またＦＤ委員へのメールなどによる意見に

も適宜対応している。 

（５）その他    

   学生数に比して教員数が充実している本研究科のメリットを活かして，

正規の授業以外の場においても，教員による補助的授業，学生の自主ゼミへ

の援助，研究室やラウンジでの学生の相談への対応など，教授会・各委員会・

レベルの組織的な取り組みと並行しながら，多様な機会をとらえた学生の

実情把握，授業に関わる学生の要望等の聞き取りを意識的に追求している。 

 

２ 点検・評価 

（１）学生による授業等の評価の把握がしっかりなされているか。 

ア アンケート調査は，予習復習，理解度，学習意欲，授業の内容・方法な

どにわたって詳細な質問項目につき５段階評価で評価してもらったうえ

で，自由記載欄において当該授業に関する学生の自由な意見や要望を記

載可能な方法がとられており，アンケート調査の内容は適切である。また

2017 年度後期より，担当教員がアンケートの追加項目を設定できること

とし，授業形態などに照らし，各教員が各自の授業改善に必要な質問項目

を設定しており，2019 年度前期からは可能な限り自由設定項目の設定を

依頼している。アンケート項目については過年度との比較可能性を保ち
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つつ，学生の要望・意見も取り入れ，実状に合うよう随時見直しを図って

おり，適切な対応をしている。 

イ アンケート調査は，上記に述べた方法で，毎年２回，前期・後期の最後

の２回の授業を利用して行っており，アンケート調査の方法・時期・回数

は適切である。なお，2020 年度以降，前期・後期の中間時期に学生から

の意見聴取の機会を設けており，その結果を速やかに教員間で共有する

ことにより，実施中の授業改善などに活かせる体制を整えている。 

ウ アンケートの回収率は全部または一部の科目でオンラインでの実施と

なった 2020 年度を除き，概ね 90％以上となっており，高い水準を維持し

ている。なお 2021年度も一部オンラインでのアンケート実施となったが，

実施の呼びかけを複数回実施することで 2020年度よりも回収率が高くな

っている。 

エ 回答者個人が特定されることがなく教員の授業改善の目的のためだけ

に利用するものであることを学生に明示し，自由記載欄も含めて匿名性

を確保して実施しており，アンケート調査を実施する環境やアンケート

調査の方法等は，多数の学生の率直な意見を把握することができるもの

となっている。 

（２）評価結果が授業等の改善に向けしっかり活用されているか。 

ア 調査結果は，ＦＤ委員会と教授会で詳細な分析と検討を加えたうえで，

それを文書に取りまとめることを基本にしており，調査結果のとりまと

めは適切になされている。 

イ 学生向け調査結果の説明文書の全学生への配布，ポータルサイトへの

掲示を通して，調査結果は学生に公表されている。なお，中間期に実施し

ているアンケートについては，公表を希望しない学生からの意見を除き，

教員・大学としての対応と合わせて結果を公表している。 

ウ 調査結果は，５段階評価，自由記載欄とも全科目の調査結果を全教員が

閲覧・確認できるようになっており，教員への周知は適切になされている。 

エ 授業改善アンケートに対するフィードバック文書をはじめとして，ア

ンケート結果を踏まえた各教員の取り組みをポータルサイトに掲載する

ことを通して，調査結果を踏まえた教員の自己点検・評価が学生に公表さ

れている。 

オ 調査結果で出されたいくつかの課題について，教務委員会を始めとす

る関連組織と教授会で議論をした上で，必要な改善策が講じられている。

今後もＦＤ委員会と教務委員会は密接な関係を保ち，両委員会が協力し

て教育活動の充実のための取り組みを図っていく。 

（３）アンケート調査以外の方法は活用されているか。 

クラス面談の結果は毎回教授会に詳しい報告・提示がなされ，必要に応じ

てそれを踏まえた改善措置がとられている。なおクラス面談の制度につい



76 

 

ては従来支援プログラムの一環として実施してきた個別面談の制度と一本

化し，年２回の実施から２ヶ月に１回の実施へと変更予定である。 

（４）その他，本評価基準に関係のある取り組みや工夫があるか。 

１（５）参照。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

［理由］「学生による評価」を把握し活用する取り組みが充実している。 

 

４ 改善計画 

全科目のアンケート結果の教授会での回覧と法科大学院事務課での閲覧，

及び学生へのフィードバック文書の通知は 2016年度後期からとられた措置で

あるが，2021 年度において制度として定着しており，内容も充実している。

また，法務研究財団の認証評価における指摘を受け，フィードバック文書の内

容の定式化，形骸化を避けるため，2019 年度よりフィードバック文書の作成

依頼においてサンプルを各教員に提示するとともに，フィードバック文書の

内容についてＦＤ委員会で検証を実施している。この対応により 2019年度以

降，ほとんどのフィードバック文書が，学生による授業改善アンケートの結果

を踏まえた実質的な内容に踏み込んだ記載となっている。ただし，まだ一部に

おいて形式的な内容にとどまるものが残っていることから，今後も上記対応

を継続し，授業改善アンケートの結果を具体的な授業改善につなげるように

する予定である。 

授業改善アンケートの結果を踏まえた改善への具体的な取組への検証につ

いては，学期ごとに作成される自己点検・評価シートや，2021 年度前期のＦ

Ｄ研究集会などを通じて行っているが，個々の教員が授業改善アンケートを

踏まえ，実際にどのような授業改善に取り組んだのか，という成果に関する検

証を日常的に行えるような制度化を検討している。 

授業改善アンケートの実施時期については，過年度との比較可能性も踏ま

え，現状の制度を維持する予定であるが，質問項目については適宜修正を加え

る予定である。他方，2020 年度から実施している中間期のアンケートについ

ては，受講中の学生からの意見聴取の有意義な機会であることから，今後も継

続して実施するとともに，より多くの学生の意見を集めることができるため

の工夫をする予定である。 

これらの組織的取り組みと合わせて，１の（５）で述べた多様な機会を通し

た個々の教員による学生との接触の成果を組織的に集約し，今後のＦＤ活動

と授業改善の取り組みにしていく。この点については，オフィスアワーのあり

方や講義後の質問対応などに対する学生の要望を集約し，教務委員会や法科

大学院事務課と連携しながら，対応策を講じる。 
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第５分野 カリキュラム 

 

５－１ 科目構成（１）<科目設定・バランス> 

 

（評価基準）授業科目が法律基本科目（基礎科目及び応用科目），法律実務基礎

科目，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目のすべてにわたって設

定され，学生の履修が各科目のいずれかに過度に偏ることのない

ように配慮されていること。 

（注） 

① 「学生の履修が各科目のいずれかに過度に偏ることのないように配

慮」するとは，必修や選択必修の構成，開設科目のコマ組みや履修指

導等で，バランスよく履修させるための取り組みを実施することをい

う。具体的には，修了までに「法律基本科目 48単位以上（そのうち，

基礎科目 30 単位以上，応用科目 18 単位以上）」，「法律実務基礎科

目 10単位以上」，「基礎法学・隣接科目 ４単位以上」，「展開・先端

科目 12 単位以上（そのうち，選択科目 ４単位以上）」が履修され

るように，カリキュラムや単位配分等が工夫されていることをいう。［設

置基準第 20条の３，第 23条第２号］ 

 

１ 現状 

（１）開設科目 

   基本データ表（15）のとおりである。 

なお，開講している授業科目の科目区分については，「法科大学院要項」

を参照されたい。 

（２）履修ルール    

   法学未修者，法学既修者において修了するために必要な単位数は下表の

とおりである。 

なお，カリキュラムについて議論する教務委員会においては，科目の追加

や改変の必要性の議論と並行する形で，法科大学院事務課担当者による基

準逸脱の有無の確認を行う体制を取っている。 

また，専修大学専門職大学院学則第 31条の２において，「入学時に十分な

実務経験を有する者であって，本大学院において実務経験等を評価した上

で適当と認められるものについては，展開・先端科目群のうち当該実務経験

等に相当すると認められるものに代えて，法律基本科目群を履修すること

を認めるものとする」，同条２項において，「前項の規定により履修した法律

基本科目群の単位を修得した場合は，これを展開・先端科目群の単位数に４

単位を超えない範囲で算入することができるものとする。」と明記している。 

法学未修者 
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 区分  科目群   必要最低単位 

 必修 

 法律基本科目〈基礎科目〉  38 

 78  法律基本科目〈応用科目〉 30 

 実務基礎科目 
 10 

 選択必修 

２ 

23 
 30 

 基礎法学・隣接科目 ４ 

展開・先端科目〈司法試験選

択科目に係る科目〉 
４ 

12 

 展開・先端科目   

 選択 
 実務基礎科目   

 法律基本科目   

修了単位  108 

 

法学既修者 

 区分  科目群   必要最低単位 

 必修 

 法律基本科目〈基礎科目〉  ２ 

 42 法律基本科目〈応用科目〉 30 

 実務基礎科目 
 10 

 選択必修 

 ２ 

23 
 30 

 基礎法学・隣接科目  ４ 

 展開・先端科目〈司法試験選

択科目に係る科目〉 
４ 

12 

 展開・先端科目   

 選択 
 実務基礎科目   

 法律基本科目   

修了単位  72 

（３）学生の履修状況    

   基本データ表（16）のとおりである。 

なお，入学時に十分な実務経験を有する者について，当該実務経験に相当

する展開・先端科目に代わり法律基本科目を履修できるように定めている

が，直近３年間において展開・先端科目に代わり法律基本科目を履修してい

る学生は存在しない。 

（４）科目内容の適切性 

   前回の認証評価において，「民事法文書作成」及び「刑事法文書作成」の

定期試験問題やレジュメ等では，本来法律基本科目で取り扱うべき内容（民
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法及び刑事訴訟法）と部分的な重複が認められたことが指摘され，実務的視

点が十分に取り入れられているか検証し，改善することが求められた。 

「民事法文書作成」及び「刑事法文書作成」はいずれも法律実務基礎科目

であるが，民法あるいは刑事訴訟法の基礎理論を踏まえて，その応用として

実務的な視点から授業が展開されるものであり，民法あるいは刑事訴訟法

において重要な論点は，当該各科目においても同様に重要であり，レジュメ

及び定期試験の出題において部分的とはいえ重複することは避けられない。  

こうした事情及び前回認証評価の指摘をも考慮して，「民事法文書作成」

については，担当教員においてレジュメ及び定期試験の出題について，これ

まで以上に実務的な問題を取り上げるなどの工夫を行うこととし，「刑事法

文書作成」については，法務研究財団から講義内容が法律基本科目と類似し

ている等の指摘を受けたことから 2019年度カリキュラムから廃止すること

とした。一方で，刑事実体法及び訴訟法の基礎理論・知識の定着を図り，ま

た実務に即した解決能力を修得させるために 2019 年度カリキュラムから

「刑事法総合演習Ⅳ（刑事法事例演習）」を新設した。 

また，「M&A 実務」は会社法の補完授業となっているのではないかとの指

摘を踏まえ，2019 年度カリキュラムから廃止した。法学既修者に配置され

ている会社法の領域を対象とする授業が「商法演習Ⅰ（企業組織）」（２単位）

のみであるなど，未修者と既修者の法律基本科目の修得単位数に偏りがあ

るとの指摘があった会社法については，2019 年度カリキュラムにおいて３

年次配当の「会社法特論」（２単位）を新設した。 

法律基本科目の「民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）」については，現地調

査時に法律基本科目と実務基礎科目の境界が曖昧であるとの指摘があった

ことから，2019 年度カリキュラムから，授業内容をより実務的な内容する

ことで，実務基礎科目の「民事実務演習（基礎）」に改めた。 

（５）特に力を入れている取り組み 

   基礎理論・知識の定着と実務に即した問題解決能力の修得が図れるよう

に各科目の配置を再点検している。 

（６）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

科目の開設及び単位配分等は適切であり，それぞれの科目は，適切な科目

群に振り分けられている。また，配当学期や時間割についても学生に十分に

配慮されたものとなっており，その結果として，現状において学生の履修状

況に偏りは見られていない。 

上記１（４）記載のとおり，前回の認証評価において，指摘のあった事項

については，カリキュラム変更や授業内容の改善により適切に対応をしてい
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る。 

基礎理論・知識の定着と実務に即した問題解決能力の修得が図れるように

各科目の配置の再点検を行った結果として，2019 年度より，他の法律基本科

目と比べ，公法系科目には実務系科目が少ないことから，法律基本科目とし

て，「憲法総合演習Ⅲ（憲法判例形成論）」（２単位）を，商法関係科目（商

法総則・商行為法や手形法・小切手法等）の充実を目指し会社法以外の内容

を学習する「商法特論」（２単位）を，２，３年次の選択の法律基本科目と

して新設した。また，法学未修者などに法律実務家として活動するために最

低限度必要な法文作成の基本を修得させることを目的として，「法文書作成

の基礎」を１，２年次選択の実務基礎科目として新設した。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］全科目群の授業科目の開設，履修が偏らないような配慮のいずれも

非常に良好である。科目設定の見直しも適宜適切に行われている。 

 

４ 改善計画 

全体の授業進行，学生の負担等について注視し，改善点があれば適宜検討を

加える予定である。 
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５－２ 科目構成（２）<科目の体系性> 

 

（評価基準）授業科目が適切な体系で開設されていること。 

（注） 

① 「適切な体系」とは，当該法科大学院で養成しようとする法曹に必

要なスキルやマインドを修得できる内容の科目が，効果的に学修でき

るように段階的かつ体系的に配置されていることをいう［設置基準第

20条の２第１項］。 

 

１ 現状 

（１）科目開設の体系性 

ア 体系性に関する考え方，工夫 

１－１法曹像の周知に記載したとおり，「自由かつ公正な社会の形成を

図るため，高度の専門的な法律知識，幅広い教養，国際的な素養，豊かな

人間性及び職業倫理を備えた将来の法曹を養成すること」（専修大学専門

職大学院学則第３条），より具体的には，「社会生活上の医師」とも言うべ

き市民生活に根ざした法曹や，強い責任感を持ち，ビジネスの先端的・国

際的分野でも活躍できる優れた法律家を養成することを目指している。

また，「議論による問題解決能力」こそが実務法曹にとって最も必要な資

質・能力であると考えられることから，教育理念として，「議論による問

題解決能力」の修得を掲げた。 

上記の養成すべき法曹像及び教育理念を追求するため，本学のカリキ

ュラムにおいては，１年次には，法学未修者であることに配慮しつつ，法

律学の最も基礎的な知識及び理論を徹底して教育し，２年次及び３年次

には，基礎的知識・理論を適用ないし応用し，立論と反論を通じて具体的

な法律問題を適切に処理し得る能力を修得させることができるカリキュ

ラムを編成した。なお，学生の体系的な科目履修を促すため，６つの履修

モデルを用意し，それに対応できる科目配置となっている（この点につい

ては，５－５履修（１）〈履修選択指導についての考え方〉参照）。 

イ 関連科目の調整等 

各科目の講義内容については，各担当教員が，効率的・効果的な履修が

可能となるような授業設計を行い，適切なシラバス等を作成し，同一科目

の複数のクラスを異なる教員が担当する場合には，教員間において協議

した上で，同一の授業内容となるようにしている。また，オムニバス科目

（１つの科目を複数の教員で分担）についても，担当する教員間の協議を

十分に行った上で授業内容を決定し，その際，内容面での重複や脱落が生

じないようにしている。上記の目的のためにシラバス作成依頼文にオム

ニバス担当者間での調整結果の文書保管依頼に関する記載を追記し，実

際上もオムニバス科目の担当者間における調整資料についての提出を受

けている。なお，研究者教員と実務家教員においても，共同で授業を実施
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している場合には，事前に授業内容等を協議し，あるいは，実務科目の内

容につき，実務家教員が研究者教員に意見を求めるなどの打ち合わせを

行っている。 

（２）特に力を入れている取り組み    

   本学では，未修者教育に力を入れている。そこで，法学未修者のための単

位増加措置として，民法では，２年次後期に，「民法特論」（２単位），刑法

では，１年次前期に，「刑法Ⅰ（総論）」（３単位）のうち１単位分及び１年

次後期に，「刑法Ⅱ（各論）」（３単位）のうち１単位分，憲法では，「人権の

基礎理論」（２単位）を後期に「人権の基礎理論Ⅰ」（２単位），「人権の基礎

理論Ⅱ」（２単位）として細分化させ配置し，未修者が基礎理論・知識の定

着を図れるような，充実した学修の機会を確保している。 

さらに，学生の法曹実務における基礎力を補うことも必要になる。そのた

め，2019 年度カリキュラムから，１・２年次配当科目として「法文書作成

の基礎」（１単位），２，３年次配当科目として「要件事実（基礎）」（２単位）

を新設して改善措置を講じている。 

（３）その他    

   「法情報調査」については，2011 年度以降，特に法学未修者に対する導

入授業において，法学入門として「法律の構造と判例の読み方」の講義を行

い，法律を初めて学ぶ学生たちに対して，法情報調査の基礎を講義している。

そこでは，我が国の法律の構造（官報や法令全書が原本になること，また改

正法は「改め文」の形式で立法されること等）や六法の構造（六法はどのよ

うにして編集されているのか等），法律の読み方や法律の探し方を講義する

とともに，裁判の基本的な構造についても，判例の持つ意味を確認するため

に必要な限度で講義している。 

その上で，実際の判例を複数取り上げ，法律実務家は判例をどのようにし

て読み込んでいるのかを判決文を確認しながら講義している。さらに判例

としての位置付けを確認するためには，最高裁判所調査官解説がどのよう

な意味を持つのか，また必要な判例の探し方についても，公式判例集のみな

らず民間の判例雑誌も実際に取り上げ，法律実務家として欠くことのでき

ないノウハウについて，入学前に講義している。 

入学後においては，法学既修者も含め，授業科目として法情報検索（１単

位）を配置し，法情報調査の指導を行っている。本科目は選択科目であるが，

履修ガイダンスにおいて履修の必要性を説明し強く推奨している。また，新

入生全員を対象として，図書館が「情報検索講習会」を開催しており，法情

報検索を履修しない場合であっても，図書館が新入生を対象に開催してい

る「情報検索講習会」を受講するよう指導しているため，ほぼ全ての新入生

が同科目を履修するか同講習会を受講している状態にある。さらに，その他

の演習科目等においても，適宜課題を検討する際に必要な参考判例や文献
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の法情報調査について，担当教員から検索方法も含めて的確な説明が行わ

れている。例えば，担当教員が授業において課題を出す際，参照すべき判例

や文献について指示を出し，学生はその指示に基づき対象判例・文献を探し

出し，授業に臨む必要があるが，その際，必要に応じて検索方法について言

及している。 

 

２ 点検・評価 

法律基本科目及び展開・先端科目ともに，基礎的知識・理論を，段階的に，

修得させるカリキュラムとし，また，憲法・民法・刑法については，法学未修

者に対し，その理解を深めるため，より基礎理論を修得させる科目を配置した。

その上で，２年次及び３年次において知識や理論の適用・応用力を高めるため

の演習科目を履修させるような仕組みにしている。また，関連する科目間で，

効率的・効果的な履修が可能となるように，内容の重複や脱落について，教員

間の協議等で確認している。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］授業科目の体系性が，非常に良好である。 

 

４ 改善計画 

特になし。なお，今後も必要に応じて，科目の体系性の在り方については，

適宜検討をしていく。 
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５－３ 科目構成（３）<授業科目の開発，教育課程の編成及びそれらの見直し> 

 

（評価基準）授業科目の開発，教育課程の編成及びそれらの見直しが，法曹を取

り巻く状況の変化を踏まえ，教育課程連携協議会の意見を勘案した

上で，適切な体制を整えて実施されていること。 

 

１ 現状 

（１）教育課程連携協議会の設置状況    

   専修大学法科大学院教育課程連携協議会は，2019 年４月に設置され，そ

の構成員は，委員長・佐野裕志（本学法科大学院院長），委員・長﨑俊樹（弁

護士），同・木村光江（現日本大学大学院教授）の３名となっている。同連

携協議会規程第３条により，委員長以外の委員は学外の委員で構成されて

いるため，公正性・客観性が担保されている。委員以外に，関係委員会の責

任者である教務委員会委員長，自己点検・評価委員会委員長，入試広報委員

会委員長，ＦＤ委員会委員長の４名がオブザーバーとして参加している。オ

ブザーバーも含めて学外の委員と協議をすることにより，同連携協議会で

の協議内容を共有し，各委員会へフィードバックすることで教育課程の改

善を図ることができるようになっている。 

（２）教育課程連携協議会の活動内容    

ア 2019年度 

（ア）開催日・テーマ 

2019年７月24日 

     テーマ：本法科大学院における教育課程の編成及び実施について 

（イ）意見・内容等 

   ①教員による成績評価のバラツキの改善 

教員による成績評価のバラツキを改善するために，学生それぞれ

についてのカルテの作成などの取組みやそれらのフィードバック方

法についての統一的な運用をしてもらいたいとの指摘が学外の委員

からあった。これに対して，委員長からは，専任教員だけでなく，兼

担・兼任教員に対しても，教授会で申し合わせた成績評価基準の遵守

を徹底しており，成績評価のバラツキをなくすよう改善を図ってい

るとの回答があった。また，成績評価については教授会ですべて開示

し，教授会構成員全員で確認することにより，統一性が確保できるよ

うにしていること，評価方法に疑義がある場合には，院長，副院長（教

務委員会委員長）が当該担当教員と面談をして評価方法のバラツキ

の改善を求め，統一性を保っているとの説明が，オブザーバーからな

された。 

②女性教員の採用について 
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委員長から，教員採用にあたっては，適格性と年齢構成を考慮して

採用しているので，その基準を満たせば，性別を問わず採用する方針

であるとの回答があった。これに対して，学外の委員からは，賛同す

る意見と併せて，今後も現在の基準を維持しつつ多様性にも配慮し

た採用をすることを求める，との指摘がなされた。 

③合格率の向上に特化した実効性の検証 

合格率の検証については，修了生対象に２か月に１回程度の面接

を通して実施していること，合格者が中心となって合格体験記の作

成，合格者懇談会を実施している旨の説明が，委員長よりなされた。

これに対して，学外の委員からは，面接担当教員を増やし，よりきめ

細やかなチェックをして行く必要があること，合格者による在学生・

修了生の指導についてシステム化されていないこと，未修者につい

ての教育システムを改めて検討する必要があることの指摘がなされ

た。これら学外の委員からの指摘事項については，委員長から教員間

に意見共有ができるように引き続き努力して行きたいとの回答がな

された。 

  イ 2020年度 

（ア）開催日・テーマ 

2020年11月４日 

     テーマ：本法科大学院における教育課程の編成及び実施について 

（イ）意見・内容等 

   ①未修者教育について 

学外の委員から未修者教育こそが今後法科大学院において力を入

れて行くべきではないかとの意見があった。これについて入試広報

委員会委員長から，前期の２年次生のGPAについて既修者と未修者と

を対比すると後者の方がよいという状況になっていること，その理

由として１年次生において教員と支援プログラム担当実務家の連携

によるバックアップ態勢が機能しつつあることの説明があった。ま

た，昨年の司法試験において修了１年目の合格者が４名出たことも

学生にとっては大きな励みになったと思われるとの感想があった。

また，委員長からは，入試でも未修者の志願者が圧倒的に多く，教育

体制全体が未修者の方にシフトしていることから未修者教育により

力を入れて行く方針であること，及びこれまでの未修者に対する取

り組みについて一定の成果が出てきているので引き続き続けて行き

たいとの意見があった。 

②法学部との関連について 

教務委員会委員長から，法学部との間で連携協定を締結できる要

件を満たせていないが，法学部において法科大学院進学プログラム
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を作り，同プログラム選択学生の講義を法科大学院の教員が担当し

ていること，及び早期卒業した学部生を法科大学院に入学できるよ

うにするための制度設計を法学部責任者との間で協議している旨の

説明があった。委員長からは，文科省としては，早期卒業した学生を

既修コースに入学させて早期に合格させることを考えているのであ

ろうが，早期卒業者が多く見込めないこと，丁寧に育てるという法科

大学院設立当初の理念に反することになりはしないかとの意見があ

った。これに対して学外の委員からは，おそらく他大学においても院

長が指摘したのと同じような状況だと思われるが，対象学生は少な

いといっても在学受験を希望する学生のためには制度を作っておく

必要はあるとの意見があった。 

③新型コロナウイルス感染拡大の影響について 

学外の委員からオンラインによる授業と試験の実施に関する感想

があった。これに対してオブザーバー各人より，オンライン試験実施

の難しさなどについての意見と，入学試験は対面で実施した旨の発

言があった。 

ウ 2021年度 

（ア）開催日・テーマ 

2021年７月14日 

     テーマ：本法科大学院における教育課程の編成及び実施について 

（イ）意見・内容等 

   ①制度の見直しについて 

学外の委員から本学で継続的に採用されている種々の制度運用に

ついて，丹念に具体的な成果とどう結びついているのかを評価する

必要があるとの意見があった。これについて委員長（院長。以下，同

じ）から，ＰＤＣＡサイクルをしっかりと行うことについては十分認

識していることなどの説明がなされた。近時の本学における積極的

なカリキュラムの見直しといった取り組みへの評価にも言及された。 

②未修者教育について 

未修者の入試とその後の状況について，オブザーバーや委員長か

ら学内での検討状況について説明があり，学外の委員による意見書

の内容を踏まえて，活発な意見交換が行われた。日弁連主催のシンポ

ジウムや臨床教育学会での成果も踏まえつつ，短答式試験の合格率

の高さや導入授業の在り方を巡っても，その分析が詳細になされた。

学外の委員からは，在学生支援プログラムを評価する意見があり，授

業との有機的な連携についての運用状況への評価にも言及されてい

る。ＦＤの成果も含め，未修者の基礎力を一層高める具体的な工夫が

議論の対象になった。 
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③対面授業の実施と新型コロナウイルス感染拡大の影響 

学外の委員からは未修者教育の課題の検討を前提に，オンライン

による授業の影響とアウトプットの機会の確保の重要性が指摘され

た。それに対し，オブザーバー各人からはより充実した論文指導の必

要性やＦＤ活動による教員の自己検証の在り方について，議論がな

された。学生の自主ゼミやパソコンの利用状況等も，検討対象になっ

た。また，本年度は前期試験が対面で実施されることになったとの報

告も行われ，改善の取り組みが評価されている。学外の委員からは，

本学の司法試験における短答式試験の合格率の高さを非常に評価す

るとの意見も頂いた。 

（３）授業科目及び教育課程の見直し等について    

  ア 2019年度 

委員長から，授業科目・教育課程については，2018 年度から科目全体に

ついて教務委員会が中心となって各学年への配置や講義内容も含めて大幅

に見直しを行い，本年度のカリキュラムから適用していること，また本年度

の成績評価及び学生からの授業改善アンケートの結果を踏まえた上で検証

し，さらに改善を図っていくことが報告された。オブザーバーから，教務委

員会では継続議題として改善について議論を続けているとの補足説明が学

外の委員に対して示された。なお，これらの見直し等についての審議につい

ても議事録を作成し保管している。 

  イ 2020年度 

委員長から，教育課程の編成及び実施に関連し，新型コロナウイルス感

染拡大に伴う対応状況，司法試験在学中受験への対応などについて説明

がされた。 

  ウ 2021年度 

    委員長から，教育課程の編成及び実施に関連し，新型コロナウイルス感

染拡大に伴う対面授業の実施状況のほか，前期試験の対面での実施，在学

生の施設の利用状況，修了生への支援が難しい状況などについての詳細

な説明が行われた。また，これまでに指摘を受けていたものである，女性

教員の新規採用が報告された。 

（４）特に力を入れている取り組み    

入試でも未修者の志願者が多いことを考慮し，未修者教育に力を入れて

取り組んでいる。特に，司法試験の合格率向上のための検証，未修者である

１年次生の学習環境の改善，標準修業年限での修了率向上に向けた学習環

境の改善の３点に特に力を入れて取り組み，徐々に成果を挙げてきている。

その前提として，厳格な成績評価の実施にも，組織的な対応が行われている。 

（５）その他    

   特になし。 
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２ 点検・評価 

教育課程連携協議会を設置し，複数の学外の委員による独立した第三者か

らの評価・意見を聴取した上で（正式な意見書を受領），教務委員会を始めと

する各種委員会の責任者である委員長もオブザーバーとして参加し，授業評

価，教育課程の編成及び見直しについて，学外の委員との意見交換や協議，目

的を持った建設的な対話ないし議論を行っている。 

オブザーバーとして参加している各種委員会の責任者らは，同協議会での

議論・提言を踏まえ，担当分野ごとにそれぞれの委員会において検討を行って

いる。さらに，そうした検討の成果は全体の議論の場である教授会に諮ること

で，授業評価，教育課程の編成及び見直しを積極的に図ることができている。

なお，見直しの個別具体的な内容については，本報告書の各該当箇所でも言及

されている。 

 

３ 自己評定 

適合 

〔理由〕授業科目の開発，教育課程の編成及びそれらの見直しが，教育課程連

携協議会の意見を勘案した上で，適切な体制を整えて実施されている。 

４ 改善計画 

新カリキュラムでの教育効果の検証を踏まえ，より学習効果が高まるカリ

キュラム，教育課程の編成を検討していく計画である。 
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５－４ 科目構成（４）<法曹倫理の開設> 

 

（評価基準）法曹倫理を必修科目として開設していること。 

（注） 

① 「法曹倫理」とは，法曹として職務を遂行するに当たり遵守すべき

真実義務，誠実義務及び守秘義務等の倫理原則の理解を通して裁判官，

検察官，弁護士としての職務を遂行するに当たり要求される責任の自

覚と高い倫理観の涵養を目的とする科目をいう。 

 

１ 現状 

（１）法曹倫理を教育内容とする科目の設置状況    

   本法科大学院では「法曹倫理」（２単位）を実務基礎科目として開設し，

３年次の前期に必修科目として全学生に履修を義務付けている。同科目の

重要性に鑑み，担当教員として法曹実務家３名（弁護士，元裁判官，元検察

官）を配した。授業内容は，弁護士教員による弁護士倫理が中心となる（計

10 講）が，元裁判官教員は計２講，元検察官教員は計３講を担当し，全体

として三者の立場における倫理観の涵養を目的としている。授業方法は，あ

らかじめ具体的な設例，参考文献，判例及び資料等を示し，各自に事実及び

法律上の問題点を分析させ，授業に臨むよう指示している。 

なお，適宜事前のレポートを求め，講義において各自の意見を発表させて

いる。 

（２）特に力を入れている取り組み    

   裁判官の倫理に関しては，分限裁判に表れた具体的事例を，弁護士倫理及

び検察官の倫理については，日常的な実務において生起する具体的事例を

取り上げて教材としている。 

（３）その他    

   法曹倫理に関する指導に関連してエクスターンシップの実施の際には，

事前に守秘義務等につき十分な指導を行っているほか，その他の法律実務

基礎科目においても，適宜関連する項目につき，教員が説明している。 

 

２ 点検・評価 

必修科目として，法曹倫理が開設され，裁判官，検察官及び弁護士の立場か

ら，適切な内容の授業が実施されている。 

 

３ 自己評定 

適合 

［理由］法曹倫理が必修科目として開設されている。 

 



90 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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５－５ 履修（１）<履修選択指導等> 

 

（評価基準）学生が履修科目の選択を適切に行うことができるようにするため

の取り組みがなされていること。 

 

１ 現状 

（１）履修選択指導についての考え方    

   「１-１法曹像の周知」及び「５-２科目構成（２）科目の体系性」に記載

したとおり，「自由かつ公正な社会の形成を図るため，高度の専門的な法律

知識，幅広い教養，国際的な素養，豊かな人間性及び職業倫理を備えた将来

の法曹を養成すること」（専修大学専門職大学院学則第３条），より具体的に

は，「社会生活上の医師」とも言うべき市民生活に根ざした法曹や，強い責

任感を持ち，ビジネスの先端的・国際的分野でも活躍できる優れた法律家を

養成することを目指している。また，「議論による問題解決能力」こそが実

務法曹にとって最も必要な資質・能力であると考えられることから，教育理

念として，「議論による問題解決能力」の修得を掲げている。 

そこで，履修選択指導においても，１年次に，「法律学の最も基本的な理

論及び知識」を修得する科目を履修するよう促し，２年次及び３年次におい

ては，基礎的理論の適用・応用あるいは立論･反論をなし得る能力を修得さ

せる科目の履修とともに，学生の将来の進路，興味関心に即した科目を選択

するよう指導している。すなわち，社会のあらゆる分野で活躍できる法律家

として必須な法律基本科目や実務基礎科目等に加えて，特定の法分野に強

く，将来その道の専門家として活躍するための科目も数多く配置し，履修指

導を行っている。 

また，展開・先端科目の履修にあたり，多くの科目群の中から，自らの興

味・関心，志向やニーズに応じて，学生が自ら希望する法曹像に向けた適切

な科目を選択することが求められていることから，以下のように，履修にあ

たってその参考となる基本的な履修モデルを６つ提示している。なお，ここ

で提示した履修モデルは，あくまで基本となる一般的なモデルであって，実

際にどの科目を選択して履修するかは，学生が各自の学修計画に照らして，

自ら選択することになる。 

①民事履修モデル，②刑事履修モデル，③企業法務履修モデル，④知的財

産法務履修モデル，⑤渉外法務履修モデル，⑥コミュニティサービス履修モ

デル 

   各履修モデルの詳細については，毎年学生に配付している「法科大学院要

項」（2021年度版 全 288頁）の５～10 頁に記載している。 

（２）学生に対する指導や働きかけ等の工夫    

  ア オリエンテーション，ガイダンス等 

法科大学院要項のような印刷物の配付だけでは，履修指導としては不
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十分であることから，入学後のオリエンテーション・ガイダンスにおいて，

教務委員会委員長から法科大学院の理念とともに，履修モデルにつき言

及し説明している。さらに，各セメスター開始時の履修ガイダンスにおい

ても，教務委員会委員長が学生各自の興味・関心，将来的な志向やニーズ

に応じて，いずれかの履修モデルを選択するよう再度指示している。また，

新学年度開始前に，クラス別に担当教員２名（2022 年度からは３名）が

クラス指導を実施し，学生からの質問に対して適切なアドバイスをして

いる。 

なお，２年次からは，司法試験における選択科目の履修が始まるが，２

年次になってから困らないよう，１年次の入学当初から１年後に何を司

法試験選択科目として選ぶのか考えておくよう強く指導している。迷う

ところがあれば，先輩，教員等に遠慮なく相談するよう丁寧なアドバイス

している。 

イ 個別の学生に対する履修選択指導 

本法科大学院は，クラス担任制を採用している。クラス担任の教員が，

前述したクラス指導の他，個別面談をしているが，その際，履修科目の選

択につき，学生からの相談にも応じている。また，2019 年度からは，履

修受付期間中に，クラス担任によるオフィスアワー時間を利用した「履修

相談受付期間」を制度化した。 

さらに，本法科大学院を修了し弁護士資格を有する者が法科大学院事

務課の職員として勤務しており，在学中の経験を踏まえた助言等がなさ

れている。 

ウ 情報提供 

「入学ガイド」に毎年，本法科大学院を修了し，弁護士として活躍して

いる実務法曹につき紹介している。また，実務家教員の授業，アカデミッ

クアドバイザーや在学生支援プログラムの講師として在籍している本法

科大学院修了の弁護士との相談，あるいは本学卒業生により構成されて

いる専修大学法曹会における講演などで，法曹としての業務内容等につ

き丁寧に説明をしている。 

過去に司法支援センター・ひまわり基金法律事務所ガイダンス及び裁

判官による講演会を実施したことがある。今後も学生からの要望に応じ

て，定評ある学内組織である専修大学法曹会とも連携して，実際の法曹の

活動について知見を得る機会を十分に設けることを検討していきたい。 

エ その他 

特になし。 

（３）結果とその検証 

ア 学生の履修科目選択の状況 

本法科大学院の学生の履修科目選択の状況（各科目群の履修単位数の

平均）は，以下の表のとおりとなっている。 
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【2021年前期】 

 科目群 １年 ２年 ３年 計 

法律基本科目 19.0 10.0 6.5 11.9 

法律実務基礎科目 1.6 2.3 7.6 3.9 

基礎法学・隣接科目 0.8 1.3 0.5 0.9 

展開・先端科目  3.7 2.1 2.9 

学生の履修選択の内訳 

基礎法学・隣接科目の内訳  

ＥＵ法３名 外国法（イギリス法）２名 日本法制史９名 

西洋法制史６名 

  展開・先端科目の内訳 

   金融商品取引法１名 保険法７名 独占禁止法Ⅰ ２名  

労働法Ⅰ（基本領域）４名 倒産法Ⅰ ３名 

知的財産法Ⅰ（著作権法）２名 知的財産法演習１名  

国際法１名 国際私法Ⅰ １名 租税法Ⅰ １名 刑事政策 12名  

環境問題と法Ⅰ ６名 特殊講義（信託法）４名 

  

【2021年後期】 

 科目群 １年 ２年 ３年 計 

法律基本科目 15.0 15.1 2.1 10.1 

法律実務基礎科目  2.0 2.1 2.0 

基礎法学・隣接科目 0.7 0.5 1.1 0.8 

展開・先端科目  1.7 4.8 3.4 

学生の履修選択の内訳 

基礎法学・隣接科目の内訳  

法哲学４名 法と経済５名 法社会学６名 

  展開・先端科目の内訳  

独占禁止法Ⅱ ２名 労働法Ⅱ（展開領域）２名 労働法演習７名 

倒産法Ⅱ ３名 執行・保全法７名  

知的財産法Ⅱ（特許・実用新案法）１名  

国際私法Ⅱ １名 国際私法演習２名 租税法Ⅱ １名  

社会保障法１名 消費者法３名 環境問題と法Ⅱ（演習）３名 

刑事法特論（少年法・被害者保護法）８名 法医学６名  

 

    以上のように，学生が選択した基礎法学・隣接科目，展開・先端科目は，

多岐に亘っており，学生の興味・関心に従って適切に履修が行われている。 

イ 検証等 

前期・後期ともに，学生の履修登録終了次第，各担当教員に，履修者を



94 

 

知らせている。また，試験終了後には，開講科目成績集計表を教授会にお

いて，配付のうえ，その選択科目の状況，成績評価につき，疑問があれば

質問され，また，意見が出されている。履修年度ごとの履修登録の結果と

して履修者数がゼロあるいは極めて少数の科目もあるが，学生に提示し

た履修モデルに必須な科目である以上，今後も存続させる予定である。 

（４）特に力を入れている取り組み    

   特になし。 

（５）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

学生の将来の進路に資するものであり，興味関心に即した科目を選択する

ことが，適切な履修選択だと考えている。また，オリエンテーション・ガイダ

ンス，履修ガイダンス，クラス指導，個別面談等で，履修選択について指導し

ているほか，選択の基準について，６つの履修モデルを示し，選択についての

指針を示している。さらに，履修者が少ないなどの理由で，特定科目の履修を

選択しないように指導するようなことは，勿論していない。 

クラス担任制が十分機能していないとの法務研究財団からの指摘がある。

クラス担任による学生面談については教授会に報告されており，学生の学修

状況および生活状況に関してクラス担任以外の教員も情報を共有できる仕組

みになっており，担当教員毎の対応が異なるという事態にはなっていない。ま

た，2019 年度からは，クラス担任による直接の履修指導を目的とし，履修受

付期間中にクラス担任によるオフィスアワー時間を利用した「履修相談受付

期間」を制度化した。さらに 2022年度より，クラス面談は在学生支援プログ

ラムと一体的に実施し，統一的な面談シートを用いるなど教員ごとに対応の

差が生じないようにして，その実効性を高めていく予定である。 

多様な選択科目の設置が履修者の分散を招き，それによって双方向・多方向

の授業の実施が困難な状況を生じていないかとの指摘が前回の認証評価にお

いてなされた。少人数教育を旨とする本法科大学院としては，各学生の興味に

即した履修選択を心掛けているところから，学生の自主的な判断で選択者が

ごく少数となり，結果的に双方向・多方向による授業実施が困難な状況が生じ

るのはやむを得ないものがあると考えている。しかしながら，双方向・多方向

による授業実施が学修効果を高める上では必要であるという認識も持ち合わ

せているので，係る事態が生じないような履修指導を検討している。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

 

［理由］履修選択の指導が，充実している。 

４ 改善計画 

特になし。 
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５－６ 履修（２）<履修登録の上限> 

 

（評価基準）履修科目として登録することのできる単位数の上限が年間 36単位

を標準とするものであること。 

（注） 

① 認定法曹コースを修了して法科大学院に入学した学生，修了年度の

年次に在籍する学生，その他登録した履修科目の単位を当該法科大学

院が定めた合理的な基準に照らして優れた成績をもって修得すること

が見込まれる者として当該法科大学院が認める学生（以下，「認定学生」

という。）については，年間 44単位を上限とすることができる。［設置

基準第 20 条の８第２項（令和４年４月１日から施行）］ 

 

１ 現状 

（１）各学年の履修科目登録の上限単位数    

   各年次における履修科目として登録することのできる各カリキュラムに

おける科目群ごとの単位数は，法科大学院要項記載のとおりである。 

講義，演習科目においては，実際の履修時間として，週１回（90 分）×

15回＝22.5時間で２単位であり，１単位あたり 11.25時間となる。 

実習科目については１単位あたり 22.5 時間としている。また，講義や演

習と実習を組み合わせて実施する授業については，授業に占める各形態の

回数の割合を求め，それに応じた各形態における１単位あたりの授業時間

を乗じた時間の総和を授業時間としている。 

１年次 39単位，２年次（法学未修者）38単位，２年次（法学既修者）36

単位，３年次は 44単位を上限とし，それ以上の履修は認めていない。なお，

１年次及び２年次（法学未修者）の 36 単位を超える部分については，後述

の法学未修者教育の充実の見地からの履修単位数増加に基づく加算措置で

ある。 

また，履修単位数の上限には集中授業科目及び再履修科目（原級留置とな

った場合の再履修科目や進級後の全ての再履修科目を含む）の単位も含め

ている。さらに，他の大学院の授業科目の履修（専修大学専門職大学院学則

第 34条に規定）を認めた単位に関しても，上限単位に含めることとしてい

る。長期履修制度（専修大学専門職大学院学則第 21条に規定）に関しては，

過去に該当制度の適用を申し出た者はいないが，今後本学独自の制度を整

備することを検討中である。 

（２）法学未修者教育の充実の見地からの履修単位数増加の有無 

   法学未修者が法律基本科目について基礎的な学修を確保し，コアカリキ

ュラムの未消化部分の解消なども含め，既存科目の理解度を深めることを

目的として，これまでは自学自修に任されていた部分を補うことができる
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ようにするために，未修１年次において４単位，同２年次において２単位の

履修単位増加措置を 2015年度入学生から採用している。 

科目としては，１年次は，前期に「刑法Ⅰ（総論）」（３単位）のうち１単

位分，後期に「刑法Ⅱ（各論）」（３単位）のうち１単位分を増設した。さら

に，公法系の科目として，「人権の基礎理論」（２単位）を後期に「人権の基

礎理論Ⅰ」（２単位），「人権の基礎理論Ⅱ」（２単位）として細分化させてい

る。また，２年次の後期に「民法特論」（２単位）を新設した。 

他方で，履修単位増加に伴い法学未修者には基礎的学修の必要性が高く

コアカリキュラムの未消化部分の解消なども含め，既存科目の理解度を深

めることを目的としており自学自修に任されていた部分を補う役割として

設置している。なお，学生に過度な負担とならないよう，学生に対して課題

を課す場合には，それを教員間で情報共有することによって教員間・科目間

で調整をしている。 

（３）法学既修者についての履修単位数増加の有無 

   法学既修者においては，履修単位数の増加を行っていない。 

（４）認定学生等についての履修単位数増加の有無 

本法科大学院は法曹養成連携協定を締結していない。 

（５）その他年間 36 単位を超える履修の有無 

   修了年次の学生については，44単位を履修上限としている。 

（６）無単位科目等 

   この項目に該当する措置はとっていない。 

（７）補習 

   補習は行われていない。補講は，休講を補填する措置として位置づけられ

る。2020 年度においては一部の科目で休講を補填する措置以外の補講を行

ったが，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で，オンライン授業開始当初

は教員側がパソコンやアプリケーション等の操作を習熟するための時間の

ほか，機器不良等により学生を待機させる時間などが発生し，実質的に 90

分の時間が確保されていない状況が見られたことに対応するためのもので

ある。 

（８）特に力を入れている取り組み 

   特になし。 

（９）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

履修科目登録ルールは適切であり，また，遵守されている。2020 年度に新

型コロナウイルス感染症拡大の影響で実施した補講において，正規の授業時

間において実施した小テストに関する解説講義であって，当該小テストを受
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験した学生の学修効果を上げるためのものについても学生に過度な負担とな

らないよう配慮されており，そのことで予習・復習，学生間での議論など自学

自修の充てるべき時間が不十分となっている状況にはない。なお，2021 年度

には多くの科目が対面での通常の授業に戻っているほか，2022 年度は全ての

科目が対面授業で実施されることとしている。 

 

３ 自己評定 

適合 

［理由］①１年次及び２年次の履修単位数上限が年間 36単位を超えているが

特段の合理的な理由があり，かつ②修了年度の年次の履修単位数上限が年

間 44単位以下である。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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第６分野 授業 

 

６－１－１ 授業（１）〈授業計画・準備〉 

 

（評価基準）開設科目が効果的に履修できるよう，授業の計画・準備が適切にな

されていること。 

（注） 

① 「授業の計画・準備が適切になされている」とは，法科大学院の学

生が最低限修得すべき内容を踏まえ，科目の特性等に応じて，授業の

計画の設定・開示及び授業準備が適切になされていることをいう。 

 

１ 現状 

（１）授業計画・準備    

   １年間の授業計画は，毎年４月に配付している「法科大学院要項」に各授

業科目のシラバスを掲載し，授業内容，成績評価の基準と方法を具体的に明

示している。また，2012 年度からは，「共通的な到達目標の在り方に関する

検討結果」（2010 年９月 16 日）を受けて，教務委員会主導のもと，全科目

について，シラバスの冒頭に新たに＜授業の目的と到達目標＞の項を設け，

授業を通して到達すべき目標を学生に提示している。 

シラバスの執筆依頼文においては，シラバスを遵守する旨を明記してお

り，授業とシラバスの内容が乖離することは生じていない。万一記載内容を

変更する必要が生じた際には，必ず学生への説明及び合意を得るよう徹底

している。 

（２）教材・参考図書    

   法科大学院要項記載の通りである。 

（３）教育支援システム    

   従来から学内におけるポータルサイトによる情報提供や CoursePower に

よるレポートの出題，提出の管理システムは整備されてきていた。とはいえ，

学生の自習室と教員の研究室がいずれも法科大学院棟内で教員へのアクセ

スが容易であることに加え，法科大学院事務課が実効性の高い課題提出管

理を行っていたこともあって，2019 年度まではそうしたいわゆるオンライ

ンシステムの利用はあまり多くなかった。 

しかし，コロナウイルス感染の広がりを受け，2020 年度においては，本

学全体のオンライン講義ツールである GoogleClassroomと Meetを使用した

同時双方向型オンライン講義を，前期は全科目，後期は一部科目で実施し，

対面授業と同様の教育効果を図ることになった。その際，担当教員は

GoogleClassroom 上に課題をアップし，学生はそれをダウンロードするなど

して検討を行った上で，課題レポート（起案）をレスポンスすることによっ
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て，課題の提出管理を適切に行っている。 

また，Meet 機能を使って授業後も学生からの個別の質問に答えるなど教

室同様の臨場感を維持できるように教員全体が工夫を凝らしていた。同年

の後期に対面授業に戻した科目でも，GoogleClassroom を利用して前期同様

に課題提出管理をするものもある。このようにコロナ禍であっても，新たに

導入したオンライン講義ツールを教育支援システムとして積極的に活用す

ることで，授業の充実等が十分図られている。2021 年度は多くの科目は対

面授業に戻り，2022 年度からは全ての科目が対面授業で実施される予定で

あるが，オンライン授業ツールの活用の一部は今後も対面授業の実施の際

に生かしていく。 

（４）予習指示等    

   各授業科目において，予習復習のための適切な教科書や補助教材をシラ

バスで指示するとともに，検討課題や授業内容を示した資料を，概ね１週間

前に法科大学院事務課窓口で配布し，予習を促すことにしている。2020 年

度は各授業科目において，予習復習のための適切な教科書や補助教材をシ

ラバスで指示するとともに，同年はオンライン講義を実施したことに伴い，

検討課題や授業内容を示した資料を，GoogleClassroom 上にアップして予習

を促すこととした。 

法律基本科目の演習においては予め課題を提示し，それについて事前に

受講生が十分に予習してきた上で，教員と学生間及び学生相互間の討論を

多く取り込んだ双方向・多方向の授業が進められた。前述した通り，シラバ

スにて各回の授業計画を示し到達すべき点を明らかにしている。 

（５）到達目標との関係    

   授業の到達目標の設定は，養成すべき法曹像や教育理念を踏まえながら，

「共通的な到達目標モデル（第二次案修正案）」に基づき設定を行うことと

しており，授業の計画及び準備は，この到達目標に基づき進められる点にお

いて，適切に遂行されているといえる。特に 2020年度は新型コロナウイル

ス感染拡大による緊急事態宣言による影響を受けて５月よりオンライン講

義を実施したが，同時双方向形式を採用して，対面授業と同様の講義時間及

び質を保つことができた（2021 年度は多くの科目は対面授業に戻り，2022

年度からは全ての科目が対面授業で実施される予定）。 

時間の制約及び 2020年度以降はオンライン形式の授業となったことによ

り（2021年度は一部の科目のみオンライン授業を実施），授業で取り上げる

ことのできない項目については，シラバスの＜授業の目的と到達目標＞を

踏まえて，学生に自習するよう指示し，そのための助言・指導を継続的に行

っている（具体的には，当該項目についてのレポートと解説，レジュメの配

布，文献の提示等）。 

また，法学未修者１年次の憲法・民法・刑法を担当する教員により，基礎
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知識の修得と共通到達度確認試験の対策を兼ねて，TKCのシステムを利用し

た短答式の演習問題を共通で夏休みの課題とする取組みがなされている。

2022 年度からは，クラス担任において，定期的な学修面接を実施すること

で，学生自身が主体的に学修計画を策定し，実施することで，授業で取り上

げることのできない項目についても意識的に学修を行わせることが可能と

なる。 

（６）特に力を入れている取り組み    

   本法科大学院では，前期・後期の成績評価終了後，全教員に対し，教育内

容・方法等の改善に関するアンケートを実施し，授業の仕方，学生の理解度

の確認，授業後のフォロー，対象学年にふさわしい授業の工夫，到達目標と

の関係等の項目につき，教員各自の自己点検を実施している。また，定期試

験終了後の教授会において全科目の成績分布が分かる資料を配付して，各

科目の評価を互いにチェックするなどにより評価の適正を図り，教員全体

としての点検も適切に実施している。2020 年度は定期試験を実施していな

いが，その際にも同様に教務委員会及び教授会において詳細な点検の実施

が行われ，厳格な成績評価が維持されている。なお，2021 年度には通常通

りの対面での定期試験が実施された。 

（７）その他    

   基準３−６に記載のとおり，本学全体においては，各教員について各学期

最低５コマのコマ数負担の制約が課されているが，本法科大学院において

はそうした制約が課されておらず（基準３－６ １（５）参照），十分な授

業のための準備の時間は確保されている。 

 

２ 点検・評価 

教員各自が前期・後期の成績評価終了後，オンライン形式の授業の在り方を

含めて自己点検を実施し必要な改善を行っているため，実施される授業につ

いての授業計画，準備は充実したものとなっている。他方，授業では必ずしも

扱われていない学習内容については，司法試験の結果等にも鑑み，個々の学生

がどのように計画的な学習を進めていくべきかという点を含め，在学生支援

プログラムや各教員の工夫等により綿密な指導を実施している。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］授業計画・準備が，非常に充実しており，完成度が高い。 

 

４ 改善計画   

  前回の認証評価において指摘されている司法試験合格率に直接反映できる

ような厳格な成績評価及び平常点の在り方について，教務委員会及び教授会
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において議論を重ね，大幅な改善が行われている。そうした積極的かつ主体的

な改善に向けた数々の取り組みもあり，2021 年司法試験においては短答試験

で９割近い者が合格点基準に達し（合格率順では全国で５位），最終合格者も

27.78％となり（受験者数に対する合格率），また修了１年目の者のうち４名が

最終合格するなど（合格率順では全国で 22 位），徐々に充実した成果が具体

的な数字として現れてきている。 

未修者の合格者も増えつつあり，未修者教育の充実を巡る取り組みも活発

に行われている。来年度以降も合格者や合格率のさらなる向上を目指して，引

き続きそうした取り組みの実効性について検証・改善を講じていく予定であ

る 
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６－１－２ 授業（２）〈授業の実施〉 

 

（評価基準）開設科目が効果的に履修できるよう，適切な態様・方法で授業が実

施されていること。 

（注） 

① 「適切な態様・方法で授業が実施されている」とは，当該科目の授

業担当能力のある教員により，法科大学院の学生が最低限修得すべき

内容を踏まえ，開設科目の効果的な履修に向け，具体的予習指示，授

業の仕方，授業後のフォローアップ等に創意工夫や努力がなされてい

ることをいう。特に，学生が十分な予習を効率的に行うことができる

ように的確な指示や指導を行うことが必要である。また，授業の仕方

については，授業の中での双方向・多方向の議論をするといった法的

議論能力等の養成が可能となる工夫が必要である。 

 

１ 現状 

（１）授業の実施 

  ア 科目毎の教育内容の適切性   

    教員調書及び別紙のとおり，各教員は，それぞれ授業担当能力を有し，

その教育内容は適切である 

イ 授業全般の実施状況の適切性 

（ア）教育内容 

2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令の

影響もあって５月よりオンライン授業を実施したが，同時双方向形式

を取り入れることによって対面授業と同様の質を保てるように各教員

が工夫を凝らした授業を実施した（2022 年度には全ての科目の授業が

対面で実施される予定である）。 

１年次（法学未修者）においては，１年間で，法学の知識や法的思考

力等の基礎・基本の徹底を図り，法律基本科目についての体系的理解を

修得させるため，講義形式の授業を基本としている。なお，法学を全く

学んでいない者や法学の基礎的な学識が備わっていない者が対象とな

ることから，入学後の法律基本科目の履修に支障が生じないように，希

望者に対し入学前の段階において，法律基本科目を中心とした「導入授

業」を実施している。 

段階的学習という観点，すなわち，学習は「入門」的なレベルから「基

礎」へと，そして２年次以降には，「応用」「発展」的な問題についても

法的な検討や議論ができるように，段階的に知識や法的な考え方を修

得させることを意識した教育を行うものとしている。１年次の法律基

本科目においては，法学未修者である初学者にも配慮して，入門的なレ
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ベルから基礎に焦点を当て，法学未修者の段階として必要な基礎的知

識を確実に修得できるように，各教員において授業を工夫している。 

憲法については，担当研究者教員間で各学年の授業内容を協議確認

し，授業を実施している。民法・民事訴訟法については，各学年の授業

内容につき，専任教員を中心に，当初のシラバスの設定，オムニバス授

業の実施等につき協議し決定したものである。このたびの民法（債権関

係）改正等に対しても，授業内容や試験実施の方法・内容への対応につ

き，民法の専任教員や民事系科目の教員で協議する機会を設けた(民法

に限らず，授業担当者間で協議する必要性がある場合には，教授会終了

後に随時教員懇談会の場を設けるなどして，教員間で意見交換の機会

を設けている)。刑法においても，１年次では基礎事項の修得を徹底し

ながら基本事例の解き方や論述の仕方を学習させ，２年次では複数の

判例を用いて，具体的事案の解決にとって重要と思われる着眼点を探

るため，リーディングケースや典型的事例だけでなく限界事例や特殊

な事案などを用いて，錯綜する事案を分析し，問題を法的に解決する力

を養成している。 

法律基本科目と実務基礎科目の連携については，行政法，刑法・刑事

訴訟法については，研究者教員及び実務家教員が，年度毎の授業内容・

方法を協議した上で授業を実施している。なお，民法・民事訴訟法と民

事系実務基礎科目については，2020 年度は事前のシラバスの内容確認

にとどまったが，2021 年度以降，実務家教員が民事系実務基礎科目の

内容を研究者教員に伝え，積極的に意見を求めた上で，授業内容を決定

する等といったさらに密接な連携を行うこととしている。 

なお，授業内容や学習指導については，全専任教員が参加する FD研

究集会において問題点を話し合い，相互に意見交換をする機会を設け

たりして，全教員において十分な認識を共有している。 

（イ）授業の仕方 

適切な授業が，授業全体においてどの程度まで浸透しているのか（適

切な授業の割合）という点については，次学期に全教員に対して実施し

ている「自己点検シート」によって検証している。自己点検シートの記

載内容からは，各教員において科目の特性や授業形式に応じて学生の

学習効果を高めるよう適切に授業が実施されていることがわかる。そ

うした検証は学生による授業改善アンケートと，それに対する教員に

よるフィードバック文書によっても行われており，自己点検シートは

それらと有機的に関連性を持っている。なお，相互の授業参観によって

も，実際の各教員の授業の状況がよく確認されている。 

2020年度以降は一部の科目で新型コロナウイルス感染拡大による緊

急事態宣言発令の影響もあってオンライン授業を実施したが（同年前
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期は全ての科目），その場合であっても同時双方向形式を取り入れるこ

とによって対面授業と同様の質を保てるように各教員が工夫を凝らし

た授業を実施した。 

法学未修者１年次における授業は，段階的学習という観点から，基礎

的理論・知識を，講義形式を基本として修得させるようにしている。講

義形式を中心としつつも，各教員の工夫により，必要に応じて随時問い

かけや質問をすることで，予習の有無や理解度を確認し，また，制度や

理論の必要性，さらにはその問題点を認識させたり，問題解決のアプロ

ーチの仕方，あるべき結論とその理由などを各自に考えさせたりする

等，授業への能動的参加を求め，法科大学院として適切な授業となるよ

うにしている。２年次以降の演習科目及び実務科目においては，双方

向・多方向の議論による授業を基本としており，本法科大学院の特徴で

ある少人数であることを十分に生かした教育となっている。 

この点，授業で用いるレジュメは，各教員により作成目的やその内容

は異なるが，授業の説明資料だけでなく，予習あるいは復習用としても

活用できるように作成や配布が行われ，適切に活用されている。 

各教員作成の自己点検シートによると，いずれの教員も学生の理解

度を高める種々の工夫をしていることがわかる。2020 年度以降はオン

ライン講義では，同講義ツールである GoogleClassroom にて課題を出

して（一部の対面授業も含む），学生の理解度を確認するなどの工夫を

各教員において行っている。なお，他の教員の授業の参観で得た知見も，

そうした工夫を行う上で生かされている。 

（ウ）学生の理解度の確認 

各教員により，確認の方法は異なるが，課題や起案の内容，小テスト

（ないし中間試験）の結果及び授業中の質疑応答での対応により，学生

の理解度を確認しつつ，授業を行っている。なお，より客観性のある外

部的なデータとして，本学では共通到達度確認試験（１年次及び２年次）

やＴＫＣの全国実力確認テスト（１年に２回）の結果の分析と活用が行

われており，その分析結果は各教員に共有され，授業の実施等に適切に

反映されている点も重要である。 

（エ）授業後のフォロー 

授業の直後の質問には丁寧に対応しているほか，別途オフィスアワ

ーとして時間をとって質問や相談を受け，あるいは随時，メールでの質

問にも応じている。2020年度以降は，オンライン授業の場合には Meet

を使って授業直後も学生からの質問あるいは相談に対応した（一部の

対面授業も含む）。また，授業担当者以外にも，学生が気軽に質問や相

談をすることができるように，本法科大学院修了の弁護士によるアカ

デミックアドバイザーを常設しているところ，コロナ禍にあってもオ

ンラインシステムを使って本法科大学院修了の弁護士によるアカデミ

ックアドバイザーを常設して，従来と変わらないように質問や要望に
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も応じることができる体制を取ることができており，アカデミックア

ドバイザーが学生からの求めに応じて答案指導や，自主ゼミでの指導

なども行っている。 

さらに，アカデミックアドバイザーとは別に，本法科大学院の修了生

である弁護士数人に依頼して，授業に対応させた課外指導や課外の支

援プログラム（2020年度以降はオンラインも併用）も設けるなどして，

授業後のフォローアップが十分にできる体制をとっている。なお，アカ

デミックアドバイザー制度と課外での学習支援については，アカデミ

ックアドバイザーが在学生支援プログラムの講師も兼務することによ

り，個々の学生の実力把握に即した実効性の高い助言ができるよう工

夫している。 

また，授業において提出されたレポートや起案，実施された小テスト

などについては，採点・添削あるいはコメントの記載等といった丁寧な

指導が全教員により実施されている。 

（オ）出席の確認 

授業開始前の出欠確認，小テストの回収，質疑応答の際の指名及び応

答等で，毎回の授業の出席は必ず確認している。オンライン授業におい

ても同様の確認は確実に行われている。なお，本法科大学院では１クラ

スが少人数で行われているので，欠席者がいる場合は，通常一目で分か

る。それはオンライン授業においても同様である。 

2018 年４月より試験実施科目では，各授業科目の出席日数が出席す

べき日数の３分の２に満たない者は，当該授業科目の試験を受験する

ことができないことを明確に定め（専修大学法科大学院試験規程第８

条の２），また，試験未実施科目においても同様に，出席日数が出席す

べき日数の３分の２に満たない者は，０点とすることを教授会にて申

合せている。なお，教員から報告がなされる出席確認結果については，

法科大学院事務課において一元的に管理している。 

（カ）授業内の特徴的・具体的な工夫 

2020 年度以降は一部の科目で新型コロナウイルス感染拡大による緊

急事態宣言発令の影響もあってオンライン授業を実施したが（同年前

期は全ての科目），同時双方向形式を取り入れることによって対面授業

と同様の質を保てるように各教員が工夫を凝らした授業を実施してい

る。具体的には，オンライン講義を実施するに先立ってオンラインによ

る講義方式について教員間で議論をして，講義形式についての認識を

共有するようにした。 

その上で，各教員は，それぞれが可能な範囲で，プレゼンテーション

用ソフトによる映像資料の活用，受講ノートの作成及び確認をするな

どして，有益な授業になるように工夫している。また，講義をする中で

疑問点等があれば，それを全教員に相談・問い合わせ・相互認識の共有

等ができるような仕組みも構築して，各教員に対するバックアップ態

勢を整備した。 

（キ）対象学年にふさわしい授業の工夫 

１年次においては，講義形式を基本として，基礎理論・基礎的知識を

修得させ，２・３年次において，演習科目・実務科目として，その基礎
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理論・基礎的知識の具体的事例への適用能力，実務での適用・応用能力

を養成するため，科目を編成している。 

特に法学未修者１年次においては，段階的学習の観点から，まずは基

礎的知識や理論を確実に修得させることに焦点を当てている。そこで，

まずは条文の理解（すなわち，条文を読み，正確にその意味を理解し，

解釈できるようにすること）を踏まえた上で，基礎理論や制度を把握さ

せ（制度の趣旨・意義・要件・効果の把握），そして，重要論点につい

て判例法理の考え方を正確に理解できるようにすることに力点を置い

ている。こうして未修者については，２年次以降での演習科目・実務科

目で法的議論を展開することができるように，その基礎固めに徹する

ことを各教員間で確認している。なお，それらの点を含め，法学未修者

教育の在り方や実効性の向上については，各種の委員会等で組織的か

つ継続的にトータルな検討が進められている。 

（２）到達目標との関係    

   到達目標については，法科大学院協会の「共通的な到達目標モデル（第二

次案修正案）」を踏まえて，各教員が設定し，シラバス冒頭に記載している。

ただ，主に時間的な制約からその範囲の全てを授業時間だけでカバーする

ことが難しい場合には，レジュメや学生への口頭による指示，その他書面で

の問題や課題としての明示などにより，学生に必ず修得しておくべき内容

を伝え，また，各自で学習するよう具体的に指示している。 

授業外の自学自修を支援するための体制としては，各教員のオフィスア

ワー，前述したアカデミックアドバイザー（本法科大学院修了の弁護士）に

よる学生からの質問への対応がある。 

到達目標の達成及び授業外の制度の検証は，各授業において質疑応答，小

テスト・起案の結果等により行い，その結果を基に，各教員が授業内で，必

要な事項を実施している。2020 年度以降のオンライン授業においても同様

に実施している。また，学生の授業改善アンケートは全ての科目で最終回

(又はその１回前)の授業中に必ず実施しており，学生自身の自己評価や担

当教員への評価によっても，ある程度確認することができる。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   2020 年度以降は，オンライン授業であっても，通常の授業と同様あるい

はそれ以上の質を保てるように，ＦＤ研究集会等をこれまで以上の頻度と

事前のアンケート調査等を含め充実した内容で開催するなどして教員間に

おいて授業の在り方や課題等に関する研修の場を設け，積極的な取り組み

を行っている。 

（４）その他    

   科目ごとにレポート課題を出させているが，それが同時期に集中して学

生に過大な負担となるという弊害が以前指摘されたこともあるため，現在

では，レポート課題を出した教員は，レポート課題を出した日や提出時期が

他の教員にも分かるように教員室に用意した所定の用紙に記入することと
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し，2020年度以降は GoogleClassroom 上で記載を行うことで，他の教員が

それらを閲覧して，レポート課題の時期が重なりすぎないように適切に配

慮している。 

 

２ 点検・評価 

上記のように授業担当能力のある教員により，適切な授業が実施されてい

ると考える。コロナ禍であってもオンライン授業等を駆使して対面授業と等

質性のとれた授業が実施されている。その際は，各教員が学生に過度に負担と

ならないように配慮した上で，学生の理解度を確認しながら授業が実施され

ている。 

また，授業全体において，個々の学生がカリキュラムの全てを十分に消化し

こなすことができるのか，多くの科目を同時に履修しなければならないこと

から過度の負担となっていないか等について，2018 年後期のクラス面談より

使用する面談シートに負担感に関する項目を設け，その回答などにより各ク

ラス担任が個別に確認し，きめ細やかな対応を行うこともできている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］授業が充実している。2020 年度以降においては，新型コロナウイル

ス感染拡大状況にあっても，オンライン授業を実施（前期は全科目，後期は

一部科目にて）して対面授業と同様の質を保っている。なお，2021 年には

多くの科目が対面授業で実施され，2022 年度からは全ての科目が対面授業

に戻る予定である。 

 

４ 改善計画  

  アンケート時期，在学生支援プログラムの在り方等を含めクラス面談の時

期・頻度等が適切かについて，教務委員会とＦＤ委員会が相互に連携しつつ継

続的に検討を行い，教員と学生とのコミュニケーションがより緊密なものと

なるように工夫をしていくほか，コロナ禍の状況の下でも教育上必要と考え

られる対応を適宜綿密に実施してきたことを踏まえ，各種のオンラインツー

ルの利点も生かしつつ，コロナ後の状況も見据えて，より一層の改善を進めて

行く予定である。なお，2022 年度から自己改革として，クラス担任制度は在

学生支援プログラムと一体として実効性を高めていくことにしている。 
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６－２ 理論と実務の架橋（１）〈理論と実務の架橋〉 

 

（評価基準）理論と実務の架橋を意識した授業が実施されていること。 

 

１ 現状 

（１）「理論と実務の架橋」の意義のとらえ方    

法律学の基礎的理論を徹底的に修得させたうえ，その基礎的理論を具体

的な事例に，相手方の反論も踏まえて，適用・展開させる能力を修得させる

授業を実施している。これは，あらゆる未知の問題への対処を要請される法

律実務において，この能力こそが実務法曹にとって最も必要な資質・能力だ

からである。また，議論による問題解決能力を修得させる教育理念について

は，基準１－１で述べた通り，教員間で共通の認識となっている。 

 

（２）授業での展開    

   ア 法律基本科目 

１年次にあっては，基本的な理解を目的として，憲法，民法，商法，

民事訴訟法，刑法，刑事訴訟法に関する科目を配置している。 

２年次以上にあっては，基礎的知識を有することを前提に，行政法以

外の科目については，基本的には演習を中心として，従前の知識の理解

力を問う，応用的な展開を目指している。具体的には，「刑事法総合演

習Ⅲ（刑事訴訟法重点）」「刑事法総合演習Ⅳ（刑事法事例演習）」，「民

事法総合演習Ⅳ（家族法）」のように研究者教員と実務家教員による科

目を設置し，理論的な知識に加え，実務的な視点を植え付ける授業を展

開している。また，行政法については，２年次前期の「行政法の基礎理

論」において基礎的知識を定着させ，２年次後期以降の研究者教員によ

る「行政法総合演習Ⅰ（行政活動法）」，実務家教員により「行政法総合

演習Ⅱ（行政救済法）」において他の科目と同様に応用的な展開をして

いる。 

イ 法律実務基礎科目 

     法律基本科目での学習を前提として，必修科目として「民事実務演

習（基礎）」，「民事実務演習」及び「刑事実務演習」を配置してい

る。また，選択科目として配置している「法文書作成の基礎」と「民

事法文書作成」を受講することで，実務で求められる法律文書の書式

等の形式面を学習するのみならず，その書面作成の前提となるべき法

律知識が実際の書面作成において的確に表現できるかどうかといった

点等を確認している。法律実務基礎科目担当教員は，いずれも実務経

験豊かな実務家教員であり，前記（１）の理論と実務の架橋の意義を

十分に理解して，実務的な指導は勿論のこと基礎的理解が不十分な点
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も補充するなどしている。なお，刑事系の法律実務基礎科目であった

刑事法文書作成については，前回の認証評価において，講義内容が

法律基本科目と類似している等の指摘を受けたことから 2019 年度カ

リキュラムからは廃止したが，刑事実務演習において刑事実務で求

められている法律文書学習の機会は十分に確保できている。 

ウ 展開・先端科目 

     本法科大学院の展開・先端科目は，司法試験の選択科目を網羅する

だけでなく，「金融商品取引法」，「保険法」，「社会保障法」，「法医

学」等といった特色のある多くの科目が開講されている。こうした多

様な科目の展開により学生は自ら選択した多様な法律科目についての

理解を得ることができ，将来実務家となった際，専門分野を深めてい

く資質が育まれる。多様な展開・先端科目の開講自体が理論と実務の

架橋に，きわめて役立っているものと考えることができる。 

（３）理論と実務の架橋を意識した取り組み    

   理論的教育と実務的教育において，どのような授業が有機的に行われて

いるかを知ることは，双方の教育の実践的な展開にとって有用である。本学

ではこのための制度として，前期・後期に教員相互による授業参観が実施さ

れており，参観した教員は授業の進行，内容等についての報告書を必ず作成

して，授業担当者に対し情報提供を行っている。 

（４）特に力を入れている取り組み    

   ＦＤ委員会主催のＦＤ研究集会においても，研究者教員と実務家教員が

それぞれの授業方法等について報告をする機会を設け，各授業内容を共有

する機会を十分に設けている。 

（５）その他 

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

本法科大学院の教育理念である，議論による問題解決能力を修得させるこ

とは全教員の共通認識である。そうした理念の実現を目指し，１年次には基礎

理論を修得させ，２，３年次においては基礎理論を適用・展開する能力を修得

させるための授業を段階的に実施している。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］理論と実務の架橋を目指した授業が，質的・量的に見て充実している。 

 

４ 改善計画 

2019 年度以降のカリキュラム改編による学習効果及び司法試験の結果につ
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いて注視し，必要に応じて適宜検証・見直しをする予定である。 
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６－３ 理論と実務の架橋（２）〈臨床科目〉 

 

（評価基準）臨床科目が適切に開設され実施されていること。 

 

１ 現状 

（１）臨床科目の目的    

   臨床科目の開設で達成しようとしている内容は，学生が実務家になって

経験する実務について体験的に学習することと，この経験によって実務家

になりたいという学生のモチベーションを高めることにある。この点につ

いて，例えば，様々な実務処理や実務家の問題に対する取組みを体験するエ

クスターンシップの報告書において，実務家のイメージを得たとの回答が

多数寄せられている点からも，当該目的を達成できていることが窺われる。 

（２）臨床教育科目の開設状況等    

   臨床科目として，模擬裁判，ロイヤリング，クリニック及びエクスターン

シップの４科目を３年次に開講実施している。このうち，模擬裁判は必修で

あり，ロイヤリング，クリニック及びエクスターンシップは，３科目中２科

目の選択必修である。2021年度における各科目の履修人数（単位修得人数）

は，模擬裁判が 11（11）名，ロイヤリング５（５）人，クリニック 11（11）

人，エクスターンシップ８（８）人であった。 

模擬裁判は，春期集中授業として，土日２週にわたって刑事模擬裁判と民

事模擬裁判を開講している。2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴

う緊急事態宣言の影響により，夏期集中授業とした。民事模擬裁判について

は民事裁判手続 IT化を先取りした形でオンラインにて実施した。他方，刑

事模擬裁判は尋問が中心のためにオンラインによる実施が困難であって，

実務においてもオンラインは予定されていないことも考慮して，感染予防

に万全を尽くしたうえで対面にて実施した。民事・刑事の模擬裁判において

は，事案の分析，法的整理，主尋問，反対尋問を準備して，実際に尋問する

こととしている。 

また，ロイヤリングでは，依頼者との面接・相談・説得の技法や，交渉・

調停・仲裁等のＡＤＲの理論と実務を，ロールプレイを取り入れて学生に学

ばせ，法律実務の基礎的技能を修得させている。クリニックは，今村記念法

律事務所で開催されている法律相談に学生が立ち会い，事実関係の聞き取

りをして，同席の弁護士が法的見解を述べるという方式で行っている。新型

コロナウイルス感染拡大の影響により通常の対面式の法律相談が実施でき

ないためにオンライン方式で模擬法律相談を行った。この法律相談の聞き

取りに先立って法律相談で多い事例である借地借家，金銭消費貸借，交通事

故，離婚相続等について担当教員が事実の聞き取りにおいて注意すべき点

等の説明をしている。 
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エクスターンシップは，法律事務所等で実際に実務家（主たる担当実務家

は本学・本法科大学院出身の弁護士）と行動を共にして，実務家がどのよう

に基礎的理論を具体的な事例を解決する際に生かしているのかについて，

体験させることを目的としている。エクスターシップについては，各事務所

の特徴を事前に説明した上で，学生の希望を参考に配属先を決定している。

この際，学生は希望する取り扱い事件，場所等を総合的に判断して，希望事

務所を選択できるようになっている。 

クリニックとロイヤリングにあっては，教員が学生に対して問題を提供

して，グループディスカッションを行うことで，問題分析手法にも色々な考

え方があることを認識させている。 

クリニック及びエクスターンシップの実施に際しては，参加学生による

関連法令の遵守の確保のため，①クリニック，エクスターンシップ等の授業，

②訴訟記録等の閲覧，③法律事務所で行われた法律相談，④法律事務所への

立入り，等の機会を通して知り得た事項について，理由と方法の如何を問わ

ず第三者に対して伝達又は開示してはならない旨の誓約書を個々の学生か

ら徴求している。また，損害賠償保険として，法科大学院生全員が法科大学

院生教育研究賠償責任保険（公益財団法人 日本国際教育支援協会）に加入

している。 

クリニック及びエクスターンシップにおいては，担当教員が単位認定の

責任者となり，研修先の実務指導者と連携して，研修学生を適切に指導監督

している。さらに，当然のことながら，研修学生には，研修先からの報酬を

受け取ってはならない旨の指導を徹底している。エクスターンシップの評

価については，研修担当弁護士の評価を 80％，出席・起案状況等を 20％の

評価基準としている。この研修担当弁護士への評価の依頼については，事前

にシラバスを送付し，授業内容の理解を求めた上で行われている。 

各研修担当弁護士の評価と各学生の報告書を総合的に評価して良好な者

に 80点以上を，平均的な学生に 75点を，それ以下の者には 70点を配点し

ている。なお，模擬裁判については，基本的には担当教員が各学生の評価を

行っているが，学生の発言等を民事模擬裁判・刑事模擬裁判ともに３～４名

の教員が見ており，学生の成績評価でずれが生じたことはない。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   ロイヤリングにあっては，ＤＶ被害者からの事情聴取手法の特殊性，カウ

ンセリングと法律相談との違いについて，専門家（臨床心理士）をゲストス

ピーカーとして招き，専門分野からの視点で説明を行っている。 

（４）その他    

   臨床科目の授業が展開するのはいずれも３年次であることから，これら

の科目が集中することは学生にとっても負担となると思われる。そこで，臨

床科目のうち，「模擬裁判」については，2019 年度からは２年次終了の春期
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（学年末）休暇期間に集中講義形式で実施し，学生の負担を軽減し，早期に

司法試験に向けた勉強に集中できるような履修配置としている。ただし，

2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により夏期休暇期間に移行

して実施した。 

 

２ 点検・評価 

臨床科目４科目の内，模擬裁判２単位の外に，ロイヤリング，エクスターン

シップ及びクリニックの中から，各１単位の２科目を履修しなければならな

いことから，本法科大学院での臨床科目の位置づけは重視されている。また，

臨床科目を履修することで，それまでの法律科目の学習が実務でどのように

使われているかを知ることができ，より法律を実態に即して理解できるよう

にしている。 

模擬裁判にあっては，刑事・民事模擬裁判ともに３～４名の教員が配置され

ており，初日の授業が終了した後も学生からの質問を受け，尋問の準備等の対

応を熱心に行っている。 

３年次のガイダンスでは，クリニック，ロイヤリング，エクスターンシップ

の授業内容についての説明を行い，各学生が授業内容を十分に理解して，履修

できるように努めている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］法曹実務を身近で学ぶ臨床科目が，質的・量的に見て非常に充実して

いる。 

 

４ 改善計画   

  特になし。 
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６－４ 国際性の涵養 

 

（評価基準）国際性の涵養に配慮した取り組みがなされていること。 

 

１ 現状 

（１）国際性の涵養    

   まず，国際性の涵養に向けた履修モデルとしては，「渉外法務履修モデル」

を設けている。次に，基礎法学・隣接科目において，「ＥＵ」法及び「外国

法」，展開・先端科目では，「国際私法Ⅰ」，「国際私法Ⅱ」，「国際私法演習」，

「環境問題と法Ⅰ」，「環境問題と法Ⅱ（演習）」，「知的財産法Ⅰ（著作権法）」，

「知的財産法Ⅱ（特許・実用新案法）」，「知的財産法演習」，「金融商品取引

法」，「保険法」，「独占禁止法Ⅰ」，「独占禁止法Ⅱ」等といった多彩な授業科

目を配置し，国際性の涵養には，これら科目の履修が望ましい旨を学生に伝

えている。 

（２）特に力を入れている取り組み    

   渉外法務履修モデルで提示している国際私法，知的財産法などの履修を

促し，法曹の国際化が求められている現代の実務の状況に適合するような

法曹養成に取り組んでいる。特にそれらの科目においては，各担当教員が必

要に応じて外国文献等の配布，解説等を行っていることに加え，学生の関心

や要望に応じて適宜国際性の涵養に努めており，十分な配慮が行われてい

る。 

（３）その他    

   渉外法務履修モデルで提示している科目以外の各科目においても，研究

者教員を中心に，海外の法制度の状況について積極的に授業で学生に紹介

するように努力し，法曹国際化の要請に応えている。原文購読を中心とする

科目は置かれていないものの，各科目の授業実施の際には，関連する諸外国

の法制度の説明も必要に応じて適宜行われ，国際的な視点ないし比較法的

な観点も十分に意識させている。 

国際性に富む法曹養成を旨とする法科大学院の授業において，そうした

視点を取り入れた授業展開はきわめて重要性が大きいものと考えており，

そうした要請は特に各展開・先端科目群の授業で顕著に現れている。なお，

毎年定期的に刊行されている専修ロージャーナルにおいても，海外の法制

度を巡る状況を紹介する翻訳文献や研究文献が経常的に掲載され，学生の

学習にとって有用なものとして提供されており（そうした内容が授業で触

れられることもある），それらの文献は社会的にも高く評価されている。 

 

２ 点検・評価 

１（１）の通り，国際性涵養に関わる科目が多数設置されている。本学には，
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国際的な法制度に通じた教員や国際経験豊富な教員が多数在籍し（特にここ

数年，そうした研究者教員の積極的な任用が顕著に実現している），授業にお

いてその貴重な見識が提供されていることに加え，研究者教員の海外の大学

への派遣・研修も経常的に行われ，その成果は学生に対し，着実に還元されて

いる。 

国際性豊かな法科大学院として，海外の法制度に対する学生の興味・関心度

を高めつつ，さらなる取り組みを進めていきたい。なお，海外の教育機関等と

長年にわたり強いネットワークを築いている法学部とも連携し，海外のゲス

トスピーカーを招いての講演会の開催や，海外のロースクールとの連携，それ

らの学生同士の相互交流等を実施することも，在籍している学生の要望及び

社会的なニーズ等を踏まえつつ将来的にはありうると考えている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］国際性の涵養に配慮した科目の設置やそれらの授業内容等の取り組

みが，質的・量的に見て非常に充実している。 

 

４ 改善計画   

  特になし。 
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第７分野 学習環境及び人的支援体制 

 

７－１ 学生数（１）〈クラス人数〉 

 

（評価基準）１つの授業を同時に受講する学生数が適切な数であること。 

（注） 

① 「１つの授業を同時に受講する学生数」とは，クラスに参加するす

べての学生の数をいい，本科生，留学生，科目等履修生，聴講生等を

含む。 

② 「適切な数」とは，その開設科目として効果的な授業を行うのに適し

た人数をいう。法律基本科目の場合は，50人以下であること（ただし，

教育上必要があり，かつ，十分な教育効果をあげることができると認め

られる場合は，この限りでない），及び法律基本科目のうち必修科目の

場合は，10 人を下回ることのないように適切な努力がなされているこ

とをいう。なお，50人以下か否かの点については◎基準，10人を下回

るか否かの点については○基準とする。 

 

１ 現状 

（１）１つの授業を同時に受講する学生数（人数にカウントされる人，されない

人の区別も含む）    

   添付資料【2019 年度 法科大学院授業科目履修者数一覧（前期）】～【2021

年度 法科大学院授業科目履修者数一覧（後期）】のとおりである。 

   必修の法律基本科目については，再履修の者を加えても 35 人は超えず，

少人数教育となっている。基礎法学・隣接科目，展開・先端科目は，各１展

開のため，選択する学生が集中すると人数が多くなる可能性があるが，時間

割上の配置に工夫を凝らし，特定の科目に偏らないように，配慮している。 

学則第 50条に規定する科目等履修生の入学許可については，現時点で予

定していない。さらに，学則第 51条に規定する特別聴講生についても，現

時点では，入学許可は予定していない。また，本学の他専攻等の学生が本法

科大学院の授業を履修することについても，制度上認めていない。 

2021年度において，必修の法律基本科目である「民法特論」（２単位）は

履修者が 10人以下となっているが，この科目は法学未修者の単位増加措置

により設置した科目であり，２年次の法学未修者のみが履修対象であるこ

とによる。 

（２）適切な人数となるための努力    

   【2019年度 法科大学院授業科目履修者数一覧（前期）】～【2021年度 法

科大学院授業科目履修者数一覧（後期）】のとおり，法律基本科目で，１ク

ラスが 50人以上の人数となる授業はない。 
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なお，2020 年度からは，入学者及び在校生の実人数を考慮してより教育

効果を高めるために全学年１クラス編成に改めた。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   特になし。 

（４）その他 

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

法律基本科目の１クラスの学生数は，ほぼ 10 人以上 50 人以内である。10

人以下である科目もカリキュラムの過渡期にある科目や法学未修者の単位増

加措置による科目である。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］法律基本科目のうち，必修科目の１クラスの学生数が10人以上であ

り，法律基本科目の１クラスの学生数が５０人以下であり，少人数教育が

十分に実現できている。また，法律基本科目で１クラスの学生数が10人を

下回るものも合理的理由がある。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－２ 学生数（２）〈入学者数〉 

 

（評価基準）入学者数が入学定員に対してバランスを失していないこと。 

（注） 

① 「入学者数」とは，実際に入学した学生の数をいう。 

② 「入学定員」とは，各年度の入学定員として各法科大学院が定める人

数をいう。 

③ 「バランスを失していないこと」とは，入学定員の 110％以下を標準

として入学者数が収容定員に対するバランスを失していないことをいう。 

 

１ 現状 

（１）過去５年間における入学定員に対する入学者数の割合    

   基本データ表（２）のとおりである。 

（２）入学者が入学定員を大幅に上回らないための努力    

   過去５年の平均入学者数は入学定員の 89.3％である。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   合格者の手続率を勘案するとともに，厳格な判定に基づく入学者選抜に

おいて合格者数を的確に判断するため，経年データに基づき，適切に判断し

定員充足を目指している。 

（４）その他    

   厳格な合格判定の実施を前提として，３月に至るまで（2021 年度は２月

まで）入学者選抜試験を実施し，入学定員の充足率の維持に努めている。 

 

２ 点検・評価 

過去の実施データの分析等に基づき適切な入学定員管理に努めた結果，定

員充足率は，過去５年間平均で 89.3％であり，入学者数と入学定員の均衡は

保たれている。 

 

３ 自己評定 

適合 

［理由］入学者数は入学定員の110％以内である。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－３ 学生数（３）〈在籍者数〉 

 

（評価基準）在籍者数が収容定員に対してバランスを失していないこと。 

（注） 

① 「在籍者数」とは，在籍の法科大学院生の数をいう。 

② 「収容定員」とは，「入学定員」に３を乗じた人数をいう。 

③ 「バランスを失していないこと」とは，在籍者数が収容定員を大幅に

上回っていないことをいう。 

 

１ 現状 

 

（１）収容定員に対する在籍者数の割合 

   基本データ表（17）のとおりである。 

（２）在籍者数が収容定員を大幅には上回らないための努力    

   現時点では定員を充足することを重視しており，この点について特段の

施策を行う必要はないと考えている。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   特になし。 

（４）その他 

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

基本データ表（17）で示したように，過去５年間を通じて在籍者数は収容定

員内となっており，「在籍者数が収容定員に対してバランスを失していないこ

と」という本評価基準を充足していると評価できる。 

 

３ 自己評定 

適合 

［理由］在籍者数は収容定員の 110％以内である。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－４ 施設・設備（１）〈施設・設備の確保・整備〉 

 

（評価基準）教育及び学習に必要な施設・設備が適切に確保・整備されているこ

と。 

 

１ 現状 

 

（１）施設・設備の確保・整備状況 

ア 施設設備 

本法科大学院は，入学定員は 28人，収容定員 84人，専任教員 19人の

体制であるが，当初は入学定員 60人，収容定員 180人であり，かつ将来

的に若干の規模拡大にも十分対応できることを念頭に整備したため，施

設には十分な余裕がある。教室等については，中教室（50～80 人規模）

６室，小教室（20～30 人規模）９室，法廷教室１室を備えているため，

現状の同時限展開数４展開以下であることから，余裕を持った教室運営

をしている。 

また質的にも最新の設備及び冷暖房を完備して万全を期している。具

体的には，法廷教室，中教室には最新のＡＶ機器を備え，パワーポイント

等を用いた授業を可能にしている。小規模教室についても移動可能なＡ

Ｖ機器を利用して同様の授業ができるようになっている。 

法科大学院生が授業時間以外の学習時間の大半を過ごす自習室につい

ては，学習に徹底して集中できるよう次のような機能的工夫をしている。 

①個々に用意したキャレルは，一般的なものより大きく，法令集等の書

籍を広げながら学習でき，また着席したときの独立性を高めている。 

②キャレルには私物収納のロッカーをビルトインしている。 

③自習室は適度な広さ毎に分割し，落ち着いた雰囲気を演出している。 

④無線 LAN を設置して IT環境を整えている。 

座席の数量としては，本法科大学院の在籍者数 46人［実質収容定員 66

人（28＋28＋10）］に対して 162席を用意している。残りの 116席につい

ては，修了１年目の修了生に対し，修了直後の司法試験終了まで（５月 31

日まで）無条件で貸与している。希望者に対しては，その後も，条件を満

たすことにより無料で利用延長が可能となっている。 

学生の議論スペースとしては，自習室と同階である７階と８階に１部

屋ずつ学生ラウンジを設置している。学生ラウンジには，コピー機が７階，

８階にそれぞれ１台設置しており，自習室利用時間と同様８時から 23時

まで利用可能である。それ以外にも図書館法科大学院分館に２台（うち１

台は教員優先）コピー機を設置しており，開館時間中（22 時まで）の利

用が可能である。 

教員の研究室については，現在専任教員 19人に対して，その数を上回

る 23室を用意している（うち２室は法学部教員が使用）。また学生のオフ

ィスアワーに支障のないよう配慮をして，１研究室当たりの面積を従来

の本法科大学院の研究室に比べ広くし（平均 23.12㎡），それに対応する

ためのテーブルを設置している。 
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非常勤教員用として，そのうちの１室を共同研究室（28.52 ㎡）として

利用し，一度に３人のオフィスアワーに対応できるように配慮している。 

教員が学生と面談するスペースとしては，上述した教員研究室を中心

に行われているが，教員が学生の相談に応じる場合などの用途に開放し

ている教員ラウンジを活用している教員も多い。 

法科大学院棟はオートロックシステムを採用しており，学生証・教職員

証による認証によって入退館を管理している。そのため，部外者がみだり

に法科大学院棟内の施設に立ち入ることはできない仕組みとなっている。

また，本法科大学院の教室，自習室，教員室，図書館法科大学院分館，情

報端末室，法科大学院事務室等すべてが法科大学院棟（大学８号館）に収

められ，利用上便利なものとなっている。とりわけ図書館法科大学院分館

は，学生が図書資料をより有効に活用して学習することができるよう自

習室に隣接するフロアに設置されており，閉館時間についても，自習室の

利用時間には可能な限り利用できるよう 22時とするなどの配慮をしてい

る。これらの諸施設は法科大学院用であるが，法科大学院の授業に差し支

えのない範囲でその承諾の下に一部学部の課外授業等にも教室が利用さ

れ，８階の２つの自習室については大学院に院生研究室として貸し出し

ている。 

イ 身体障がい者への配慮 

2021 年度までの本法科大学院の入学者において，身体に障がいのある

学生は存在していないが，今後，身体に障がいのある学生が入学した場合，

又は在籍している学生が身体に障がいを負った場合には，「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」に基づき，当該学生の具体的要望を

聞いて可能な限り対応する。必要であれば，院長を中心とした対応チーム

を立ち上げるなど，万全の体制で支援する。 

なお，現在，障がいのある学生が校舎を利用する場合においては，正面

入り口の反対側に設置された通用口から車椅子で学内に出入りできるよ

うになっている。建物内では，１階，３階に車椅子の学生が使用できる多

目的トイレが設けられている。また，建物内はエレベーターが設置されて

おり，移動する際に障がいとなるような物を無くす，バリアフリー化がさ

れている。 

（２）問題点及び改善状況    

   改善を要する点は見当たらないが，今後とも学生の意見を取り入れなが

らよりよい学習環境の構築に努めたい。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   施設の建設にあたっては，中央教育審議会大学分科会法科大学院部会が

2001 年 12 月 26 日付けで示した「法科大学院の設置基準等について／論点

を反映した骨子」の【施設及び設備】の項での提言（「施設及び設備につい

ては，法科大学院の目的に照らし，十分な教育効果をあげるためにふさわし

いものとして整備されていることが必要である。各大学の取組の創意工夫
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により，例えば，自習室や模擬法廷等の施設の設置，図書館法科大学院分館

の夜間開館，コンピュータやマルチメディア教材等の情報機器や参考図書

等の充実など，法科大学院にふさわしい環境を整えることが期待される。」）

を基に設計・施工した。なかでも特に本法科大学院が力点を置いたのは，１

日の大半を過ごす学生の居場所としての自習室（特にその中のキャレル）の

充実であり，その結果，法科大学院創設以来，常に利用者である学生達から

好評を博している。また量的にも在学生全員が専用として占有できるよう

になっている。さらに修了生も条件を満たすことにより無料で在学生同様

の使用を認めている。 

（４）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

授業等の教育の実施や学習に必要な施設・設備について十分な余裕がある。

また，図書館法科大学院分館，情報端末室は，学生が有効に活用して学習する

ことができるよう自習室に隣接するフロアに設置されている等，教育の効果

向上に向け有用なものが取り揃えられている。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］施設・設備は非常に適切に確保，整備されている。 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－５ 施設・設備（２）〈図書・情報源の整備〉 

 

（評価基準）教育及び学習に必要な図書・情報源及びその利用環境が整備されて

いること。 

 

１ 現状 

（１）図書・情報源の確保    

   本法科大学院は独立した法科大学院棟８号館の６階のスペースに，法科

大学院用図書館（専修大学図書館法科大学院分館，以下，本図書館又は法科

大学院分館とする）を有し，教員と学生の利用の便を図ってきた。本図書館

は，500㎡以上の床面積に約 64,000冊収納の書架を備えている。 

本図書館の利用者のために，法科大学院での教育及び学習に必要とされ

る判例集を中心にした書籍が所蔵され，さらに，関連する図書を備えており，

法律専門図書館としての体裁を整えている。 

本図書館は，教員と在学生だけでなく，受験準備期間にある修了生も利用

可能としており，さらに，すでに法律家として勤務している修了生が訪れて

必要な情報を得ることもできるようになっている。本図書館の座席は，在籍

学生数 46［実質収容定員 66人］に対して 80席用意している。 

本図書館の授業期間の開館時間は，９時から 22時までとしている。また，

25 日程度の休日開館を含め，年間開館日数は約 300 日となっており，本学

の他の図書館と較べて多く開館されている。ただし，2020 年度に引き続き

2021 年度においても，コロナウイルス感染拡大防止に伴い，開館時間を短

縮して学内者を対象に同時入館者数の制限による限定開館を行うなど，通

常とは異なる運用となった。また，来館できない利用者の便宜を図るため，

本学図書館 HP上に特設ページを開設し，様々な非来館型サービスを行った。 

   サービス内容 

    ①図書郵送貸出サービス 

②文献複写物郵送サービス 

③オンラインレファレンス 

    ④自宅で使える電子コンテンツ紹介 

本学では，神田キャンパス内に専修大学図書館神田分館や Knowledge 

Base があり，法科大学院分館所蔵していない，図書，雑誌を利用すること

ができる。図書の所在は図書館 Webサイトから「専修大学蔵書検索 OPAC（My 

Library）」の検索システムを通じて検索が可能であり，法科大学院分館，神

田分館，さらに生田図書館の蔵書の有無や貸し出し状況を確認し，利用する

ことができる。 

また，近隣の日本大学図書館法学部分館との間に相互利用の協定を結ん

でおり，同図書館の利用も可能なとなっている。 
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本図書館に所蔵されている図書，雑誌は以下のとおりである（2022.１.31

現在）。 

   所蔵資料 

    ①図書 26,328 冊（和書 24,107 冊 洋書 2,221冊） 

    ②雑誌 和書 212タイトル 

        洋書 23タイトル 

なお，神田キャンパスの３つの図書館，法科大学院分館，神田分館と

Knowledge Base は，合計すると約 53万冊の図書資料を所蔵しており，本学

図書館の蔵書数は全体で約 199万冊になる。紙媒体だけでなく，電子書籍や

データベース，インターネット情報等あらゆる情報を入手する機能を６階

のフロアに集約するため，同フロアに情報端末室を設け，図書館内の情報検

索コーナーと併せて，法令・判例等のデータベースの閲覧，インターネット

を利用した学習，論文，レポートの作成等を容易にできるメディアセンター

的位置づけとした。 

   主要データベース 

    １) beck-online 

      ２) D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース 

    ３) Hein-On-Line 

      ４) JURIS Online 

      ５) LEX/DB インターネット 

    ６) Lexis® 

      ７) LLI判例秘書アカデミック版 

    ８) Westlaw Japan 

      ９) 官報情報検索サービス 

     10) 聞蔵Ⅱシリーズ 

      11) 日経テレコン 

     12) ヨミダス歴史館 

情報検索講習会は，図書館員により随時実施するとともに，専門のインス

トラクターを招いて，主要データベースの利用講習会を実施し，利用者の検

索技術の向上を図っている。 

新着の雑誌については別にコーナーを設けて閲読できる他，数種の新聞・

雑誌を読むことができる。 

コピー機を２台設置し，必要な文献をコピーすることができる。 

本図書館に携わるスタッフ２名（レファレンス担当を含む）は司書の資格

を有し，図書館開館時間には常駐しており，利用者の便宜を図っている。 

本学図書館には，全学部から選出された教員と図書館の管理者からなる

専修大学図書館委員会が組織されており，本法科大学院の専任教員１名も

その委員として加わり，法科大学院分館以外の本学図書館の運営にも参画
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している。法科大学院の図書館委員は，神田分館の図書館職員と日常的に連

絡をとりながら，法科大学院分館の運営に携わっている。 

（２）問題点及び改善状況    

   本図書館の開館日についての学生の要望を受け入れ，開館日を本学の他

の図書館よりも増やした。試験前には，休日開館も行っている。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   教員推薦図書コーナーを設け，各教員の専門科目についての推薦図書を

毎年新しいものにしてきた。この推薦図書は，場合によっては同一の本が複

数冊用意され，また図書館内での利用に限定することによって，多くのもの

が閲読できるように工夫されている。 

他の法科大学院が刊行する雑誌については，相互交換を行い本図書館に

収められている。 

（４）その他    

   図書館に所蔵してほしい図書資料がある場合には，学生も「専修大学蔵書

検索 OPAC（My Library）」から購入申込ができる。学生が希望する図書につ

いてはできるだけ購入しており，その結果については直ちに図書館に掲示

されてきた。 

雑誌を製本化する場合は，神田分館と時期をずらすことによって，どちら

かで読めるようにしてきた。 

 

２ 点検・評価 

本図書館は，法科大学院棟内にあるために，時間を要せずに移動ができ，広

い空間で必要な資料を閲読できる。必要な図書がどこにあるかは明瞭であり，

図書館内の移動もスムーズに行うことができる。 

各閲覧机に照明が設けられ，十分な明るさが確保されている。 

利用した資料は館内数か所に置かれた館内閲覧図書返却台に戻せばよいシ

ステムを採用し，本棚の整理は図書館スタッフが行っているため，本の整理整

頓は適切になされている。 

基本書については，新刊本が収められるようになっており，そのための予算

も配慮されている。 

本法科大学院の図書館については，最高の評価を与えることができる。また，

神田分館については空間的に十分でない部分もあるが，法学･政治学分野の資

料を中心に所蔵する図書館であり，教育及び研究並びに学生の学習に支障な

く使用することができる。 

学生からの積極的要望を受けるだけでなく，広く情報を収集し，学生が必要

とする図書がないか，及びそれを図書館に収められるかどうかについても，で

きる限り検討していくこととしたい。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 
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［理由］情報源やその利用環境は非常によく整備されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－６ 教育・学習支援体制 

 

（評価基準）教育及び学習を支援するための人的支援体制が整備されていること。 

 

１ 現状 

（１）事務職員体制    

   事務体制としては，法科大学院事務部・法科大学院事務課を設置し（部長

１名，課長１名，課長補佐１名，掛長１名，主任１名，課員１名，常勤嘱託

１名，雇員（常勤）１名，計８名〔2021 年 11月からは主任１名が転出とな

り７名〕），本法科大学院の運営に関わるすべての事務事項（教務，学生支援，

入試・広報，事務システム，教授会，教員人事，自己点検・評価，第三者評

価，法科大学院運営委員会，研究室受付等）の業務を行っている。 

（２）教育支援体制    

本法科大学院では，専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため，

教員室・研究室受付として常勤嘱託の担当者を１名配置している。具体的な

職務内容は以下のとおりである。 

身 分 勤務地 所 属 職務内容 

常勤嘱託 神田校舎 法科大学院事務課 ・教材作成補助業務 

・学生へのレジュメ等配布業務 

・教員室兼研究室受付業務 

・その他法科大学院事務課に関

する業務 

 

（３）特に力を入れている取り組み    

   法科大学院事務部・法科大学院事務課スタッフの熱意・努力により，教員・

教授会との連携が図られ，教育目的達成のための学生支援の体制が整って

いる。 

在学生支援プログラムでは，本法科大学院教員と事務課スタッフの間で，

年４回程度プログラム全体についての打ち合わせを行っている。2020 年度

は，新型コロナウイルス感染拡大の影響により，前年度までと同様の対面会

議形式での打合せは１回に留まったが，検討事項ごとにメールなどにより，

意見交換等が行われた。 

さらには，プログラム実施方針に基づき，教員，実務家講師，事務スタッ

フ間で共通の認識の下学生指導に当たれるよう，弁護士資格を有した事務

職員が橋渡し役を担い，情報の共有を図っている。 

（４）その他    

   特になし。 
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２ 点検・評価 

必要なスタッフは確保されており，教員，事務スタッフの連携による充実し

た教育・学習支援体制が敷かれている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］支援の体制が，非常に充実している。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－７ 学生支援体制（１）〈学生生活支援体制〉 

 

（評価基準）学生生活を支援するための体制が備わっていること。 

（注） 

  ① 「学生生活を支援するための体制」とは，経済的支援体制，精神面の

カウンセリングを受けることのできる体制，身体面において障がいの

ある者を支援する体制，学生生活に関する相談に応じる体制を含むも

のとする。 

 

１ 現状   

（１）経済的支援    

奨学金は，学内奨学金，学外奨学金に分けることができる。 

学内奨学金としては，学術奨励奨学生，今村力三郎記念奨学生，および経

済支援奨学生のそれぞれに対する奨学金があるほか，昨年度から，新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴う緊急支援奨学生に対する奨学金も設けられた。 

ア 学術奨励奨学生は，次のとおりである。 

  （ア）スカラシップ入試奨学生 

本法科大学院の入学者選抜試験（スカラシップ入試）の合格者で，法

学未修者及び法学既修者のうちから 20名以内とし，入学金，授業料及

び施設費相当額並びに月額８万円(年額 96万円)を，法学未修者にあっ

ては３年間，法学既修者にあっては２年間，奨学金として支給。 

  （イ）新入生学術奨励奨学生Ａ 

本法科大学院の入学者選抜試験の合格者のうち，その成績が極めて

優秀な者で，法学未修者及び法学既修者のうちから 10名以内とし，入

学金，授業料及び施設費相当額を，法学未修者にあっては３年間，法学

既修者にあっては２年間，奨学金として支給。 

  （ウ）新入生学術奨励奨学生Ｂ 

本法科大学院の入学者選抜試験の合格者のうち，その成績が優秀な

者で，法学未修者及び法学既修者のうちから 10名以内とし，授業料の

２分の１相当額を，法学未修者にあっては３年間，法学既修者にあって

は２年間，奨学金として支給。 

  （エ）新入生特別学術奨励奨学生 

本学の卒業生で，本法科大学院の入学者選抜試験の合格者全員に，月

額８万円(年額 96万円)を，法学未修者にあっては３年間，法学既修者

にあっては２年間，奨学金として支給。 

なお，これらの学術奨励奨学生については，入学後の成績（ＧＰＡ）

が不良な者に対しては，奨学金支給停止の措置が取られる。また，各奨

学生制度の採用者数については，当該年度の採用者数の総計なども考
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慮のうえ決定していることから，既定の人数を超えての採用もあり得

る。 

採用年度 

スカラシップ入試 

奨学生採用者数 

新入生学術奨励 

奨学生Ａ採用者数 

新入生学術奨励 

奨学生Ｂ採用者数 

新入生特別学術奨励 

奨学生採用者数 合計 

１年次 ２年次 小計 １年次 ２年次 小計 １年次 ２年次 小計 １年次 ２年次 小計 

2017 年度 ９ 13 22 １ ２ ３ １ ０ １ ２ ２ ４ 30 

2018 年度 12 ６ 18 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ 19 

2019 年度 19 ７ 26 ０ ０ ０ １ ０ １ ３ ０ ３ 30 

2020 年度 12 ５ 17 ０ ０ ０ １ ０ １ ４ ０ ４ 22 

2021 年度 12 ８ 20 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ 21 

    

イ 今村力三郎記念奨学生は，次のとおりである。 

本法科大学院の在学生のうち，前年度の学業成績が上位であり，かつ，

日頃の学習態度及び人物の点からも本学が誇れる法曹となることが期待

できる者に，その年度の授業料の２分の１相当額を奨学金として支給す

る。ただし，学術奨励奨学生の受給者は，対象外とする。 

採用年度 

今村力三郎記念 

奨学生採用者数 

 
２年次 ３年次 合計 

2017 年度 ０ ０ ０ 

2018 年度 ０ ０ ０ 

2019 年度 ０ ０ ０  

2020 年度 ０ ０ ０  

2021 年度 ０ ０ ０  

 

ウ 経済支援奨学生は，次のとおりである。 

（ア）利子補給奨学生は，修学の継続のために金融機関の教育ローンに頼ら

ざるを得ない学生に対して，在学期間中，毎年度申請することができ，

当該年度の金利負担分の一部を奨学金として支給。 

（イ）家計急変奨学生は，主たる家計支持者の死亡又は失業,長期療養等に

基づく経済的困窮により修学の継続が困難な者に対して，授業料の

25％相当額を採用時に支給。 

（ウ）災害見舞奨学生は，火災，風水害，地震等に被災した者に対して，20

万円を上限として支給。 
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採用年度 

利 子 補 給 家 計 急 変 災 害 見 舞 
合 

計 
奨学生採用者数 奨学生採用者数 奨学生採用者数 

１年次 ２年次 ３年次 小計 １年次 ２年次 ３年次 小計 １年次 ２年次 ３年次 小計 

2017年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

2018年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

2019年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

2020年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

2021年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

   

エ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急支援奨学生は，次のとおりで

ある。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い，主たる家計支持者の所得が大き

く（40%以上）減少した者に対して，20 万円を上限として授業料を減免。 

申請期間（2021年４月１日～2022 年３月 31日）内に，１名から申請が

あり，その者について 20万円の授業料減免を認めた。 

 

学外奨学金としては，独立行政法人日本学生支援機構の無利子貸与奨

学金である第一種奨学金，有利子貸与奨学金である第二種奨学金が中心

となっている。また，定期採用の他に 2009年度入学生より入学前に出願

ができ，入学後「進学届」を提出することにより，４月から貸与を受ける

ことができる予約採用を導入した。 

その他様々な機関，組織からの奨学金募集要項については，その入手の

都度，掲示板・Webサイトに掲出して学生に対する広報を行っている。 

採用年度 

第 一 種 奨 学 生 
採 用 者 数 

第 二 種 奨 学 生 
採 用 者 数 合計 

１年次 ２年次 ３年次 合計 １年次 ２年次 ３年次 合計 

2017年度 ３ ８ １ 12 ２ ３ １ ６ 18 

2018年度 ３ ４ ０ ７ ２ ３ １ ６ 13 

2019年度 ５ ４ ０ ９ ４ １ ０ ５ 14 

2020年度 １ １ １ ３ ３ ０ ０ ３ ６ 

2021年度 １ ３ ０ ４ １ ３ ０ ４ ８ 

※併用貸与を受けることができる。 

 

（２）障がい者支援    

  ア 就学のために必要な施設及び設備について 

身体面において障がいのある学生が校舎を利用する場合，正面入り口

の反対側に設置された通用口から車椅子で学内に出入りできるようにな

っている。建物内では，１階，３階に車椅子の学生が使用できる多目的ト

イレが設けられている。また，建物内はエレベーターが設置されており，
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移動する際に障がいとなるような物を無くす，バリアフリー化がされて

いる。 

イ 修学上の支援等について 

    これまでの本法科大学院の入学者において，障がいのある学生は存在

していないが，障がいのある受験生からの問合せはあり，上記の施設や設

備を案内している。今後，障がいのある学生が入学した場合，又は在籍し

ている学生が障がいを負った場合には，「専修大学における障がい学生支

援に関する基本方針」に基づき，障がい学生支援室と連携して対応する。

必要であれば，院長を中心とした対応チームを立ち上げるなど，万全の体

制で支援する。 

（３）セクシュアル・ハラスメント等人間関係トラブル相談窓口    

人間関係トラブルについては，本学の二つの窓口が対応している。 

まず，2011 年４月１日に制定した専修大学キャンパス・ハラスメント防

止規程のもと，セクシュアル・ハラスメントに限らず，学内で生じる各種ハ

ラスメントの防止や事後的対応について，本学キャンパス・ハラスメント対

策室が担当している（なお，同規程は，合理的な改正を経て，改正されたも

のが 2018年６月より施行されている）。同対策室は，各学部・大学院の教員

及び職員の代表者から構成される全学的な組織であり，本法科大学院の専

任教員１名が同対策室の構成員となっている。同対策室に対する相談は電

話又はメールで行うことが出来るほか，事前予約により本学生田キャンパ

ス内の同対策室に相談に行くことも出来る。さらに，2019年 10月に，神田

キャンパス９号館２階に対策室事務室が設置され，神田キャンパスでも相

談等が可能になった。 

また，本学神田１号館には学生相談室が開設されており，カウンセラーが

常駐している（月曜日から金曜日の 10 時から 19 時まで，土曜日の９時か

ら 12 時まで）。ここではハラスメントの訴えにまで至らない人間関係上の

トラブル等についても随時相談できる体制が整えられているほか，ハラス

メント事案の場合には随時学生相談室とキャンパス・ハラスメント対策室

とが情報共有して調査し適当な措置をとるなどして対処している。 

加えて，本法科大学院のクラス担任制度も，人間関係トラブル等の相談窓

口としての機能を果たしている。クラス担任となっている教員には，学期毎

に行われる個々の学生との面談の機会などに，学生からの人間関係上の相

談が寄せられることがあり，それに対しては適宜アドバイスをするほか，必

要な場合には学内の適切な窓口へ引き継ぎを行うこととなっている。 

（４）カウンセリング体制    

本法科大学院での各種相談・学生対応体制の概略は，前述のとおりである。

相談及びハラスメント等対応にあたっては，学生相談室のカウンセラーに

は全員臨床心理士を配置しており，またハラスメント対策室では，相談や連
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絡等の受付を大学職員が行い，調査委員会を立ち上げて調査・対応する等し

ている。その際，臨機応変に臨床心理士や弁護士が協力しつつ事案に対応す

る体制をとっている。 

キャンパス・ハラスメント対策としては，新入生のガイダンス時に本学で

のキャンパス・ハラスメント相談対応の流れ等を記したリーフレット「ハラ

スメントのないキャンパスへ」を配布し(教員にも教員向けリーフレットを

配布している。)，相談受付窓口を紹介しているほか，本学の Webサイトで

も必要な情報を提供している。また，学生相談室については，前述のとおり

クラス担任への相談から紹介を行うことがある。さらにアカデミックハラ

スメント防止等の目的から，本法科大学院教授会において，適宜注意を促し，

問題意識を共有するような取り組みも行っている。 

各相談窓口の学生からの相談件数については，キャンパス・ハラスメント

対策室については，添付の「キャンパス・ハラスメント対策室及び学生相談

室の相談件数」参照。 

なお，キャンパス・ハラスメント対策室に法科大学院の学生が相談した場

合，事柄の性質上，相談者やその内容について，法科大学院に連絡すること

にはなっていない。もっとも，対策室の室長は，キャンパス・ハラスメント

防止規程に基づき，法科大学院長と協議をすることができる。実際，法科大

学院長との協議が行われた事案があり，その過程で，調査・裁定申し立てに

至る前に，相談者の要望が改善されたケースもあった。他方，法科大学院に

相談があった場合には，キャンパス・ハラスメント対策室あるいは学生相談

室を紹介し，連携した対応を行う体制をとっている。 

（５）問題点及び改善状況    

   特になし。 

（６）特に力を入れている取り組み    

   特になし。 

（７）その他    

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

2011 年より司法修習生への給費制が廃止されたことから，能力のある法曹

希望者が経済的理由により法科大学院への進学を諦めることがないよう，月

額８万円を支給する制度など他大学には見られない本法科大学院独自の充実

した奨学生制度を，2015 年度入学者から採用している。当該制度により，ア

ルバイトで勉強時間を確保できないということがないようにして，法科大学

院在籍中は勉強に専念できるように配慮している。なお，2017 年度以降の司

法修習生に対しては給費制を一部復活させることになったが，法科大学院在

学中の経済的支援の必要性は依然として高いことから，制度変更は加えてい



134 

 

ない。 

もっとも，法科大学院生の経済的支援のため奨学生制度を充実させたが，そ

の特質上，入学後の成績が不良な者に対しては，奨学金の支給を停止せざるを

えず，そうした事態に至らないよう学生の指導をきめ細かく行っていくこと

が課題である。 

奨学金以外の支援については，利用状況自体が実態としてほぼないため評

価することが極めて難しいが，利用者が出た場合には適切に対応できる仕組

みが作られている。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］支援の仕組みは非常に充実しており，十分活用されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－８ 学生支援体制（２）〈学生へのアドバイス〉 

 

（評価基準）学生が学習方法や進路選択等につき適切にアドバイスを受けられ

る体制があり，有効に機能していること。 

 

１ 現状 

（１）アドバイス体制    

ア 入学前の説明会 

入学予定者に対しては，入学前に「入学予定者説明会」を開催している。

入学後どのように学習するか，また，司法試験で求められているものは何

か等についても説明し，法曹実務家に求められるものを，具体的事例を用

いて解説している。入学後の学習イメージを持たせ，入学者前の学習意欲

の喚起を図っている。 

イ 新入生ガイダンスについて 

入学後の「新入生オリエンテーション・ガイダンス」においては，まず，

法科大学院長から本法科大学院における教育理念・教育目的を十分な時

間をかけて説明し，学生の理解を深めるようにしている。 

ウ クラス担任制について 

１年次から４年次までのクラスについては，２名のクラス担任（2022年

度から３名）がいる。１クラスは最大でも 20 名程度の単位としており，

専任教員が持ち回りで担任を行っている。 

少人数クラスにより，学生間の親交が図られるとともに，懇親会等の機

会を通じて教員と学生の交流も密にしながら，学生が教員に学習・生活面

の問題について相談し易い環境を作り出すよう努めている。履修の相談

については，2019 年度より「履修相談受付期間」を新設し，各クラス担

任が相談を受け付ける。また，「クラス面談」を始めとする学生の相談の

内容は，クラス担任を通して教授会に報告され，教員間の共通の認識とな

るようにしている。2022 年度からクラス面談はその実効性を向上させる

ため，後述する在学生支援プログラムの学修面談と一体化し，２か月に１

回実施する（従来の１年に２回から変更）。 

エ オフィスアワーについて 

オフィスアワーの一覧表は新学期のガイダンス時に，各教員について

曜日・時間・開催場所及びメールアドレスを記載して配付している。オフ

ィスアワーにおいては，学習内容に限らず個々の学習環境についても質

問を受けるため，相談者同士が接することがないよう電子メール等によ

る予約制を基本として秘密の保持にも配慮している。 

オフィスアワーは，通常専任教員研究室で行われている。本法科大学院

ではこのオフィスアワーを想定して，本学の他学部の研究室よりも広い
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面積を確保している。 

オ 学習支援体制について 

2012 年度以降は，アカデミックアドバイザー制度を導入し，本法科大

学院を修了した４名の弁護士が定期的（週に各１回ずつ担当）に，学生の

支援に当たっている。４名とも後述の在学生支援プログラムの実務家講

師を兼務しており，個々の学生の学習進捗度を十分に把握した上での適

切な助言が可能となっている。実際に，在学生からも好評であり，その利

用も活発である。 

法学既修者・法学未修者ともに，入学前の段階において導入授業（憲法，

行政法，民法，刑法，商法，民事訴訟法及び刑事訴訟法）を実施して，入

学後に直ちに始まる講義への準備に即した学習支援をしている。新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響により 2020 年度入学者に向けた 2020 年３

月実施の３回の導入授業は中止したものの，2021 年度入学予定者に対し

ては，オンデマンド講義２時間と Google Meet を利用した同時双方向型

講義１時間の形式による導入授業を実施している。 

さらに，本法科大学院では，授業支援の充実を目的として，本法科大学

院を修了した実務家講師による在学生支援プログラムを展開しており，

客観的に高い評価を得ている。 

在学生支援プログラムでは，法律基本科目について授業担当教員と実

務家講師が共同でカリキュラムの内容を決定し，実務家講師が個々の学

生の到達度を確認しながら講義，演習を行っている。この講義，演習は授

業担当教員による講義と密接に連動しており，また実務家講師は授業担

当教員に対して実施状況や学生の到達レベルを報告している。このプロ

グラムを通じて，授業担当教員と実務家講師双方が学生の達成度を十分

に確認することができるようになっている。 

在学生支援プログラムの実施により，授業担当教員は受講している学

生の実力に合った内容に随時修正を加えながら講義を行い，一方，実務家

講師による支援プログラムでは，講義における理解度の低い部分を重点

的に補うことが可能となり，両者が相俟って学生の基礎的知識の修得と

法的概念の理解を徹底することができている。2020 年度については，新

型コロナウイルス感染拡大の影響により，前期の授業開始の遅延や授業

形式の変更が発生することもあったが，支援プログラム自体は授業の実

施形式に合わせる形でほぼ例年通り実施されたことは特筆に値する。 

また，毎年の本法科大学院司法試験合格者全員に執筆を依頼して，冊子

形式の「司法試験合格体験記」を発行して，在学生及び教員に配付してい

る。さらに，例年合格者による座談会を実施し，在学生の司法試験合格に

対するモチベーションを一層高める機会を設けている。 

（２）学生への周知等    
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   導入授業や入学予定者説明会等の案内については，各入試の合格通知に

同封し周知に努めている。また，Webサイトにも記載している。オフィスア

ワー，アカデミックアドバイザー制度及び在学生支援プログラムについて

の案内は，例年４月に実施されるガイダンス時に配布している。 

活用状況として，特に在学生支援プログラムについては，基礎的知識の理

解を深めるものとして周知が進んでおり，約６割程度の学生に利用されて

いる。 

（３）問題点及び改善状況    

   学生から特に問題点を指摘されることや，改善を要求されている事項は

ない。学生が自主的にアドバイスを求める場合や質問をしてきた場合には，

適宜丁寧に回答するとともに，前期・後期各一度，学生全員と個々に，クラ

ス面談を実施しているので，十分に学生からの要望を聞く機会は設けられ

ている。また，2020 年度以降は，新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り，授業の実施方法が，対面形式のみではなく，オンライン形式も用いるこ

とで多様な授業形態となったことから，授業の実施方法等に対する学生の

要望を聞き取る機会として，FD 委員会にて中間期にも自由記載形式のアン

ケートを実施した。 

   2019 年度後期から，授業担当者と支援プログラム担当の支援担当講師と

の意見交換の機会を密に設けることとした。2019年度後期・2021 年度前期

においては，ＦＤ研究集会に支援担当講師にも参加を依頼し，学生の成績と

支援プログラムの実施状況の検証を行い，教員，支援担当講師間の意見交換

を行った。 

（４）特に力を入れている取り組み    

   学習支援の一環として実施している在学生支援プログラムにおいては，

各科目担当教員と実務家講師とが連携し，各学生の勉学状況に関する情報

を相互に共有することによって，有機的かつ組織的な学習支援体制を敷い

ている。 

また，本法科大学院教員と事務課スタッフの間で，年４回程度在学生支援

プログラム全体についての打ち合わせを行っており，プログラム実施方針

に基づき，教員，実務家講師，事務課スタッフ間で共通の認識の下，学生指

導に当たれるよう，弁護士資格を有した事務職員が橋渡し役を担い，情報の

共有を密に図っている。 

（５）その他    

   クラス担任による個別面談の他にも，実務家教員による個別面談（主に学

習面を中心とした面談）も実施し，実務家の視点から学生に対する学習支援

を行っている。 

2018 年までは在学生支援プログラムの一環として模擬裁判担当教員と実

務家講師の指導により，夏期休暇中，主に１，２年次を対象として，希望者
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に対し模擬裁判を体験させた。2019 年以降は，１年次の進級要件として，

共通到達度確認試験が導入されたことに伴い，その過去問や試行試験の問

題等を用いて，12 月末に対策講座（６回）を実施している。また，２年次

以降でも，共通到達度確認試験やＴＫＣの全国実力確認テストの受験を課

し設問ごとに全国平均と本学法科大学院の学生の解答状況を分析すること

で，個々の実力に応じたきめ細やかな学生指導を行うことができている点

も特筆に値するものと思われる。 

 

２ 点検・評価 

オフィスアワー，クラス面談，アカデミックアドバイザー等を通して学生か

らの質問を受ける機会は十分に確保されており，それらの制度の内容等につ

いても学生間で適切に周知されている。また，学生から寄せられた相談に対応

するための体制も常時整えられており，学生に不安が生じることはない。なお，

2020 年度以降は，新型コロナウイルス感染拡大の影響により，オンライン形

式も用いることで，正課授業がオンライン形式となっても質問を受ける機会

を確保したほか，2021年度には多くの授業が対面授業に戻っている。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］アカデミックアドバイザー等といった本学のアドバイス体制はトー

タルに見て非常に充実し，共通到達度確認試験やＴＫＣの全国実力確認テ

ストのデータといった客観的な外部の視点も取り入れ，学生指導に生かす

などその体制はよく機能している。 

 

４ 改善計画 

学生へのアドバイス体制については，学生からの意見・要望も適宜取り入れ，

また教員間において学生支援に関する情報の共有を図りながら，より一層充

実するよう努めて行く予定である。また，オンライン形式によるメリットも一

定程度認められるところなので，コロナ禍後のニューノーマルに対応できる

ようにオンライン方式も取り込んだ上でより適切なアドバイス体制を工夫・

構築する予定である。 
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第８分野 成績評価・修了認定 

 

８－１ 成績評価〈厳格な成績評価の実施〉 

 

（評価基準）厳格な成績評価基準が適切に設定・開示され，成績評価が厳格に実

施されていること。 

 

１ 現状 

（１）成績評価基準の設定 

  ア 法科大学院としての成績評価方針 

本法科大学院では，2004 年５月 26 日開催の法科大学院教務委員会で，

「法科大学院における試験と成績評価の取扱い等に係わる申し合わせ」

を行い，その直後の教授会で承認を得ている。また，法科大学院の学生が

最低限修得すべき内容については，本学法科大学院統一的な成績評価の

基準として「成績評価基準について」を 2019 年２月 27 日教務委員会に

おいて策定するとともに同年３月 13日開催の法科大学院教授会において

承認された。これらは，必要に応じて法科大学院教務委員会で改正の審議

を行い，その都度教授会の承認を得ている。 

イ 成績評価の考慮要素 

各授業科目共通のフォーマットを使用したシラバスには，その冒頭に

＜授業の目的と到達目標＞を明示し，それを踏まえた＜成績評価方法＞

では，到達目標を基準とした成績評価方法を設定している。 

授業科目ごとに，①毎回の授業時間における予習・復習の状況や質疑応

答を含む平常点，②講義期間中のレポート等の課題，③試験結果（小テス

ト・中間テスト・期末試験）等の配点の割合も明記している。 

平常点の評価に際しては，学生が授業に出席するのは当然のことであ

り，授業時間における予習・復習の状況等の十分さをその評価の対象とし

ている。このことから，成績評価に当たっては，授業への取組み等日頃の

学習態度がきわめて重視され，授業への真剣な取組みの程度と理解の程

度の双方を適切に評価している。さらに，法科大学院においては各科目の

最終的な学習の習熟度を確保する必要があるため，平常点の評価のみで

合格点を与えることはなく，期末試験を中心とする試験結果に最も大き

な比重を置いて評価している。 

そうした観点から，①ないし③の評価を行うことで，各科目に応じて，

設定された到達点に達しているかを総合的に評価することとしている。

期末試験の実施にあたっては，原則として２週間の試験期間を設け，各科

目 120 分の試験時間をとり，実施方法等も事前に学生全員に明確に告知

した上で，厳格に筆記試験を実施している。その際，学生に対しては，十

分な試験準備ができるよう，１人１日２科目以下の受験となるように配

慮している。なお，法律実務基礎科目のうち「法情報検索」，「模擬裁判」，
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「クリニック」，「ロイヤリング」，及び「エクスターンシップ」について

は，その授業の性質上，期末試験ではなく，実習中の平常点等に基づいて

成績評価を行っており，その評価基準等についてもシラバスで明示して

いる。 

ウ 評価の区分と絶対評価・相対評価 

評価の区分については，法科大学院要項 33頁「９．成績評価について」

参照。成績評価は，各授業担当教員により事前にシラバスで明示された＜

授業の目的と到達目標＞及び＜成績評価方法＞に基づく絶対評価で行わ

れており，学生の能力・資質を正確に反映するよう客観的かつ厳格になさ

れている。 

エ 再試験 

単位未修得者への再試験は実施していない。 

オ 各教員の担当科目についての成績評価基準 

各科目について，シラバスに成績評価方法を記載している。 

（２）成績評価基準の開示 

ア 開示内容，開示方法・媒体，開示の時期 

開示内容，開示方法・媒体，開示の時期については，入学時の「オリエ

ンテーション・ガイダンス」で「法科大学院要項」を配付して，評価の内

容，具体的評価方法等を開示周知している。また，この内容は毎年各期の

授業開始前に開催される「履修ガイダンス」でも改めて説明を行っており，

学生の理解を十分に得ている。 

（３）成績評価の厳格な実施 

ア 成績評価の実施 

成績評価に当たっては，授業への取組み等日頃の学習態度も重視し，授

業への真剣な取組みの程度と理解の程度の双方を適宜評価している。し

かし，法科大学院においては各科目の習熟度を確保する必要があるため，

平常点の評価のみでは合格点を与えず，期末試験を中心とする試験結果

に最も大きな比重を置いて評価を実施している。複数の教員で担当する

いわゆるオムニバス授業にあっては，各教員が担当部分の採点が終了し

た後に，その評価について相互に内容を確認して，全体的評価の打合せを

して，最終的評価を行っている。 

試験問題出題時には，シラバスに明記されている配点の割合を基に，各

科目で事前に設定・明示された到達目標を基準として成績評価を行うこ

ととし，試験問題についてその趣旨に沿って出題を依頼している。 

試験答案は学籍番号，氏名がわからないように綴ることにより，採点時

の匿名性を担保している。 

また，試験終了後には，学生に対して，採点済み答案（コピー）を返却

し，講評解説の実施期間において全試験実施科目の試験問題について解

説等を行う機会を設けるとともに，各教員が，学生が自己採点を行うこと

を念頭に論点ごとの配点を示した詳細な試験講評資料を配付するなどし

てその到達点を具体的に示している。 

成績評価方法に変更が生じた場合には，各教員から変更を学生に周知
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することとしている。法律実務基礎科目のうち法情報検索，模擬裁判，ク

リニック，ロイヤリング及びエクスターンシップについては，その授業の

性質上，期末試験ではなく，実習中の平常点等に基づいて成績評価を行っ

ており，その評価基準等についてもシラバスで明示している。 

全科目の成績分布表を授業担当の全教員に配付するとともに，教授会

においても配付を行い，慎重に検討が行われている。この点，１年次から

２年次への進級要件としては，共通到達度確認試験の各科目の成績が全

国の受験者全体の得点分布において上位 80％以内であることを加えてお

り，成績評価の客観性と厳格性を高める工夫もなされている。 

イ 成績評価の厳格性の検証 

前期，後期成績評価終了後，まずは，教務委員会にて各科目の成績分布

一覧表を配付し，厳格性に疑いのある科目がないかを審議する。さらに，

教授会においても成績分布一覧表が配付され，成績分布を全専任教員に

明らかにした上で質疑応答がなされている。また，前期・後期の成績評価

終了後，６－１－１で述べた自己点検シートの作成の際，教員各自が，厳

格な成績評価について自己点検している。このことは，進級及び修了の各

認定の厳格さの一因となっている。 

ウ 「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」を踏まえた成績評価の実

施とその検証 

各科目については，「授業の目的と到達目標」がシラバスに記載されて

おり，「成績評価基準について」に基づき厳格に成績評価が行われる。成

績評価の大部分を占める定期試験においては到達目標に達したかを確認

するものである。また，採点に当たっては，到達目標を基準とし厳格な成

績評価の実施を文書により各教員に依頼している。そのような定期試験

の結果として単位認定をされた者は，原則としてその科目で求められた

法科大学院の学生が最低限度修得すべきとされている内容を修得したも

のと評価されたことになる。 

また，前述のように前期・後期成績評価終了後，教授会において各科目

の成績分布一覧表が配付され，成績分布を全専任教員に明らかにした上

で，質疑応答がなされ，さらに，前期・後期の成績評価終了後，各教員が，

厳格な成績評価実施を，自己点検シート作成により確認している。こうし

た一連のプロセスを通じて，適切な成績評価が単位認定及び進級基準で

あるＧＰＡに反映され，進級判断の厳格性が適切に確保されている。 

エ 再試験等の実施 

    単位未修得者に対する再試験は実施してない。 

（４）特に力を入れている取り組み 

   シラバスで明らかにしている各科目の【到達目標】に到達していることを

最低限の基準として，各年次において，到達すべき基準を設定している。３

年次においては，修了直後に行われる司法試験に十分に合格可能であり，か

つ少なくとも３年以内に司法試験に合格できると見込まれる程度の学力を
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修得していることを基準とし，司法試験及び共通到達度確認試験をもとに

２年次，１年次の到達すべき基準を段階的に設けている。各教員は，前後期

末試験終了後，当該試験問題に関する出題趣旨，配点割合，採点基準等を明

記した試験講評資料を学生に示して，出題の狙い等が学生に伝わるように

している。 

また，試験講評資料を用いて学生が自己採点できるように，採点済み答案

（コピー）を学生に返却している。さらに，全試験実施科目において講評解

説の実施期間を設けて，学生に対する講評及び各学生からの個別の質問を

受ける機会も設けて，より出題の意図及び学生の学修到達状況を明確に伝

えることができるような工夫を行っている。 

（５）その他 

   2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により，前期・後期共に

定期試験の実施を見送った。これに代わる措置として，前期は事前課題や授

業内小テストによる評価を積み上げることで成績評価を行った。後期は定

期試験期間において一部の展開先端科目を除いてオンライン起案を実施し，

事前課題や授業内小テストの評価と組み合わせることによって成績評価を

行った。オンライン起案は，講義で使用している GoogleClassroom に起案開

始 10分前にアップした問題文を受講生が各自で印刷した上で，所定の時間

内（２時間）で起案した答案をＰＤＦにしてオンラインにて提出するという

ものである。Web カメラによる監督には限界があることから，資料の参照を

一切可としたうえで出題することにより，公平性を担保した。 

その際，担当教員はリアルタイムで受講生の起案状況をモニター（パソコ

ン画面）越しに視ることにより，第三者に介在などの不正行為がないように

監督を行った。代替的措置を取ったことにより，年度初めに学生に配付した

シラバスの成績評価方法が変更になったが，科目毎に担当教員より学生に

対して丁寧な説明をし，学生が理解できるように努めた。 

 

２ 点検・評価 

「成績評価基準について」及び到達目標に基づく厳格な成績評価が実施さ

れている。厳格な成績評価の検証について，まずは，教務委員会で各科目の成

績分布一覧表を配付し，厳格性に疑いのある科目がないかの審議を行う。また，

平常点に関して厳格性が疑わしい科目があった際には，教務委員会で審議の

上，疑いのある科目の担当者と院長，教務委員会委員長が面談をし，是正を促

している（2019年度は２科目について是正措置を求めた）。さらに，教授会に

おいて，各科目の成績分布一覧表に基づく質疑応答による第三者の目による

評価が行われ，その後，自己点検シートによる教員各自の自己点検が実施され

ている。 

自己点検シートにおける成績評価等への要請により，単位認定や進級の基

準となるＧＰＡについて厳格性を維持することが可能になっている。なお，厳

しく評価していない科目がないように修了生の司法試験合格率（短答式試験
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合格率・論文試験合格率）の結果も踏まえ，より全科目において例外なく単位

認定を厳しくする必要性が確認されている。 

前回の認証評価において，「修了生の司法試験合格率にかんがみると，すべ

ての授業科目について，一層厳格な単位認定を行う必要がある。進級に必要な

現行の要件（ＧＰＡ1.50）を引き上げることに加え，平常点が全員同一である

などの一部の科目について平常点の付け方を見直すこと」との指摘を受けて

いる。これらの指摘点について，まず 2018 年度入学生からは進級に必要なＧ

ＰＡを「2.00」に引き上げる対策を講じ，併せて合格率を上昇させることを目

指して従来以上に厳格な進級・修了判定を行うこととした。2018 年度から定

期試験終了後（2020 年度については成績評価後）の教務委員会において全科

目の成績分布が分かる資料をもとに成績評価について協議し，その協議を踏

まえて教授会では全科目の成績分布が分かる資料を配付して，各科目の評価

を互いにチェックする等して平常点を含む評価の適正を図るなどの教員全体

としての点検も実施している。 

このように一層厳格な単位認定であることを担保し，成績評価において緩

やかな評価を防止することで，司法試験合格率が高まるよう努めている。平常

点の付け方についても，各教員間で厳格な単位認定であるとの認識を共通に

するために教授会あるいはその後に行われる懇談会及び FD研究集会において

意見交換をするなどして，緩やかな評価とならない方策を取っている。また，

厳格な単位認定については，専任教員のみならず本学法学部及び学外から出

校している教員に対しても教務委員長名で成績評価に関する通知文を発出す

るなどして周知徹底し，認識が共有できるよう，平常点の付け方のみならず法

科大学院における単位認定及び進級・修了認定のあり方を周知している。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］成績評価基準は，すべての科目について厳格かつ適切なものであり，

全ての科目について学生へ事前開示が徹底され，成績評価が厳格に実施され

ている。その検証においては，外部の共通到達度確認試験等の客観的データの

活用も行われている。 

 

４ 改善計画 

本法科大学院修了生の短答式試験果及び司法試験各科目の論文試験の結果

等も分析して，個々の科目につき，本法科大学院で最低限履修すべき事項の内

容，及び達成度の判断につき，より組織的に検証し，可能な限り，司法試験合

格率に結びつく，厳格な成績評価を実施したい。 

法科大学院は法曹養成を目的とした専門職養成教育機関であることにかん

がみれば，本法科大学院の修了認定においては，司法試験合格水準に達してい

ることを一つの重要な目安とすべきであると考えている。こうした考えに基

づく厳格な成績評価が持続的に実施できるように，教授会等における意見交

換を通じて教員相互の共通認識をあらためて確認できるような方策を検討し

ている。 
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今後は，厳格な成績評価が担保でき，司法試験合格率が上がるように教授会

等においてこれまで以上に意見交換を続け，可能な限り認識を共通にしてい

きたい。 
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８－２ 修了認定〈修了認定の適切な実施〉 

 

（評価基準）修了認定基準，修了認定の体制・手続が適切に設定・開示された上

で，修了認定が適切に実施されていること。 

（注） 

① 「適切に設定され」ているとは，法科大学院の学生が最低限修得す

べき内容を踏まえて，修了認定要件が設定されていること，及び，修

了認定要件としての，必要単位数や履修必要科目（必修科目や選択必

修科目），他の大学院や他の法科大学院等との単位互換条件等が，適用

される法令に準拠し明確に規定されていることをいう。修了に必要な

単位数は 93単位以上でなければならず，100単位程度までで設定され

ることが望ましい。 

 

１ 現状 

（１）修了認定基準    

   修了認定基準は，専修大学専門職大学院学則 46条に規定されている。ま

た，修了に必要な単位数については，基本データ表（18）のとおりである。 

  ア 法学未修者について 

           本法科大学院では，３年以上在学し，科目区分ごとの必要単位数を満

たし 108単位以上の単位を修得し，かつ通算ＧＰＡが 2.00 以上であるこ

とを修了要件としている。進級要件については，各セメスターにおける

必修の法律基本科目を全て履修し，各年度の終了時における通算のＧＰ

Ａが 2.00以上であること，共通到達度確認試験の成績が各科目について

全国の受験者全体の得点分布における上位 80%以内であること。である。 

なお，2019 年度以前の修了要件及び進級要件については，「法科大学

院要項」を参照されたい。 

イ 法学既修者について 

２年以上在学し，科目区分ごとの必要単位数を満たし 72 単位以上の単

位を修得し，かつ通算ＧＰＡが 2.00 以上であることを修了要件としてい

る。進級要件については，各セメスターにおける必修の法律基本科目を

全て履修し，各年度の終了時における通算のＧＰＡが 2.00 以上であるこ

ととしている。なお，2019 年度以前の修了要件及び進級要件については，

「法科大学院要項」を参照されたい。 

（２）修了認定の体制・手続    

   修了認定は教授会の審議事項となっており，修了判定対象学生それぞれ

の修了要件充足状況を確認する資料を基に審議資料を作成し，審議を行っ

ている。決定後は掲示により修了発表を行い，直ちに成績通知書を配付する

ことで修了要件充足状況を本人にも確認をさせている。 
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（３）修了認定基準の開示    

   入学時のオリエンテーション・ガイダンスで，「法科大学院要項」を配付

し，十分な説明をしている。また，その後毎年前期・後期授業開始前に開催

される履修ガイダンスにおいても，同様の丁寧な説明を行うことにより周

知している。 

（４）修了認定の適切な実施 

  ア 修了認定の実施状況 

2021 年度は，修了判定対象者 15 名中 10 名が修了した。法学未修者の

修了者５名（2017～2019 年度入学者）のうち，修得単位数が最も多かっ

た者は 130単位であり，最も少なかった者は 107単位である。平均は 113.6

単位であった。 

既修の修了者５名（2019～2020 年度入学者）のうち，修得単位数が最

も多かった者は 74 単位であり，最も少なかった者は 72 単位である。平

均は 72.4単位であった。 

未修了となった５名はいずれも修了要件単位未修得者である。 

 イ 「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」を踏まえた修了認定の実

施とその検証 

「成績評価基準について」に基づき各科目における授業の目的と到達

目標を基準に厳格な評価を行うことを単位付与の方針としているため，

それらの単位の積み上げにより，修了認定を行っている。 

（５）特に力を入れている取り組み    

   特になし。 

（６）その他    

   2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて，前期・後期共

に定期試験の実施を見送り，これに代わる措置として前期は事前課題や授

業内小テストによる評価を積み上げることで，厳格性を維持した成績評価

を行った。後期は定期試験期間において一部の展開先端科目を除いてオン

ライン起案を実施し，事前課題や授業内小テストの評価と組み合わせるこ

とによって成績評価を行った。従来とは異なる成績評価方法であるが，厳格

な成績評価が担保できるように各教員が工夫を凝らし，また教授会におい

ても成績評価については慎重に審議し，法科大学院に必要とされている厳

しい水準を適切に保つことができた。 

そうした成績評価方法に基づき，厳格な修了認定が行われている。そして

2021 年度には，前期・後期共に従来通りの対面による定期試験を実施し，

厳格な成績評価を行うことができている。 

 

２ 点検・評価 

これまでの修了生の司法試験合格率（短答式試験合格率・論文試験合格率）

の結果から見ると，従来においては修了認定の厳格さが若干不足していたと

も考えられる。個々の科目の成績評価の積み上げにより，修了認定をしている
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ことから，改善を図るには，一部の科目に偏ることなく，全般的に成績評価・

単位認定の厳格性を維持していく必要性は大きい。 

こうした問題意識から，本学ではここ数年にわたり成績評価の厳格性に対

する組織的な取り組みが行われ，その成果が徐々に数字になって現れてきて

いるところである。2021年度は 2020年度に引き続きトップレベルの司法試験

短答式試験合格者を出すことができ，司法試験最終合格者の対受験者比率も

20％台に戻すことができている。また 2019 年，2020年，2021年と１年目の修

了生の最終合格者数の増加も認められる。特に本学が力を入れて取り組んで

いる，未修者の合格者が増えていることも重要である。こうしたことから，本

学における厳格な成績評価・修了認定の効果が着実に実を結びつつあり，以上

の取り組みには一定の評価が認められ，今後も充実した成果が期待されると

ころである。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

［理由］修了認定の基準・体制・手続の設定，修了認定基準の開示が，いずれ

も非常に適切であり，修了認定が適切に実施されている。 

 

４ 改善計画 

2020 年及び 2021 年において司法試験の合格率が確実に向上し，また 2020

年，2021 年と継続して１年目修了生のうち複数名が最終合格している。未修

者の合格者も増えつつある。こうして徐々にではあるものの，厳格な成績評

価・修了認定の効果が現れつつあり，取り組みとしては一定の評価が認められ

る。今後も修了生及び在学生の学習状況・試験結果をしっかりと分析するとと

もに，これまでの取り組みを各組織において内部検証することにより学内の

ＰＤＣＡサイクルの循環を円滑にし，問題点の早期発見と改善に役立ててい

く予定である。 
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８－３ 異議申立手続〈成績評価・修了認定に対する異議申立手続〉 

 

（評価基準）成績評価及び修了認定に対する学生からの異議申立手続が規定さ

れており，適切に実施されていること。 

 

１ 現状 

（１）成績評価における異議申立手続 

ア 異議申立手続の設定・実施 

「専修大学法科大学院における修了判定及び進級判定並びに成績評価

に対する異議申立てに関する規程」（以下「異議申立規程」という。）を

制定し，同規程に基づく異議申立の機会を学生に与えている。その手続

の概要は以下のようになる。 

（ア）異議申立手続概要 

   定期試験期間終了後，試験講評解説期間を設け，すべての定期試験実

施科目において，論点ごとの配点等の記載された詳細な講評解説資料

をもとに解説講義を行う。それにより学生は，定期試験において問われ

ていたことを論点ごとに詳細に知ることができる。その後，成績通知配

付の際に，採点済みの試験答案（コピー）が返却され，自己採点を行う

とともに，採点をされた結果との検証を行うことが可能である。自己採

点と採点結果との間に乖離がある際には，教員に対して個別指導を申

し出て，答案をもとに評価理由等の説明を受け当該乖離を解消するこ

とができる。そのような過程を経てもなお疑問点等が残っている場合

には，第三者の検証を受けるべく異議申立を行うことができる。 

   異議申立書においては，学生は上記過程を経ていることから，疑問点

等異議理由を具体的に記載することができ，そのような具体的な意義

理由に対して，科目担当教員は，異議に対する意見書を作成し，それら

の内容を教務委員会において検討を行う。 

   実際に，2021年度前期には５件の異議申し立てがあり，後期には０件

の異議申立があった。 

（イ）2021年度前期・後期に実施した異議申立手続の具体的日程 

a.前期 

・試験講評解説実施期間（８月30日（月）～９月３日（金）） 

・成績通知書配付（９月６日（月）） 

・異議申立期間（３日）（９月６日（月）～９月８日（水）） 

・異議申立審査期間（９月８日（水）～９月14日（火）） 

b.後期 

・試験講評解説実施期間（２月22日（火）～３月１日（火）） 

・教授会（進級判定・修了判定）（３月１日（火）） 



149 

 

・修了発表・成績通知書配付（３月２日（水）） 

・異議申立期間（３日）（３月２日（水）～３月４日（金）） 

・異議申立審査期間（３月４日（金）～３月 10日（木）） 

イ 異議申立手続の学生への周知等 

法科大学院要項に異議申立規程を掲載し，履修ガイダンスにおいて手

続の概要について説明するとともに，各試験前において「法科大学院 試

験実施要領」に異議申立てについて手続及び異議申立ての方法を記載し，

また異議申立手続についての掲示を行い周知した。 

（２）修了認定における異議申立手続 

ア 異議申立手続の設定・実施 

2017 年度まで修了認定に対する異議申立手続については明文の学内規

定を設けていなかったが，2018 年４月１日に「専修大学法科大学院にお

ける修了判定及び進級判定並びに成績評価に対する異議申立てに関する

規程」を制定した。また，同規程の制定に先駆け，2017 年後期から規程

案に基づく異議申立手続を実施している。なお，そうした手続の実施以前

のおいても，学生からの成績評価の相談等は適宜実施されてきている。 

本学法科大学院の修了要件は，基準８－２記載のとおり，単位積上げに

よるものであり，修了認定の異議は，通常，成績評価の異議申立てとして

行われることとなる。 

イ 異議申立手続の学生への周知等 

上記（１）イと同様である。 

（３）特に力を入れている取り組み    

   各教員は，試験終了後，当該試験問題に関する出題趣旨，配点の割合，採

点基準等を明記した試験講評資料を学生に示して，出題の意図等が学生に

伝わるようにしている。また，試験講評資料を用いて学生が自己採点できる

ように，採点済み答案（コピー）を学生に返却している。さらに講評解説の

実施期間を用いて全試験実施科目において，学生に対して講評を行う機会

及び各学生からの個別の質問を受ける時間も設けて，より出題の意図及び

学生の学修到達状況を明確に伝えることが可能となるよう工夫している。 

これらの試験講評等によって，学生に対しては異議申立てに至る前に自

ら納得できるようしている。また，採点済み答案（コピー）を返却し，採点

基準等が明確にされており，異議申立てをする際には申立理由を記載しや

すいようにしている。こうした一連の取り組みが着実に実行されることに

よって，学生の学習能力向上のためのＰＤＣＡサイクルの循環を円滑にし，

授業や学習支援等を含む教育課程全体のより一層の充実を図る仕組みが整

備されている。 

（４）その他  

   特になし。 



150 

 

 

２ 点検・評価 

異議申立制度は正式には 2018年度から実施されているが，2017 年度の後期

試験から事実上の運用を行っている（それ以前も学生からの成績評価の相談

等は適宜実施）。異議申立制度の趣旨は学生に周知されており，異議申立てに

対する判断は，第三者である教務委員会において組織的かつ公正に行われて

いる。以上のように異議申立制度については，明確な規程に基づいて適正な制

度整備と厳格な運用がなされているということができる。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

［理由］成績評価及び修了認定の説明や異議申立手続の整備，学生への周知等

いずれも非常に良好である。 

 

４ 改善計画 

異議申立ては，一定数認められる。異議申立てがなされた後においては，前

記の教務委員会の公正な検証の手続等が適切に行われており，その検証に用

いられた資料も厳格に保管されている。そうした検証のためのプロセス等か

ら，各教員の採点評価・成績評価は適切・適正になされていることが推測でき

るが，今後も異議申立てに関する慎重かつ公正な運用を引き続き心掛け，学生

の学習意欲の向上に役立てていくことにしたい。 
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第９分野 法曹に必要なマインド・スキルの養成（総合評価及び適合認定） 

９－１ 法曹に必要なマインド・スキルの養成<総合評価及び適合認定> 

 

（評価基準）法曹に必要なマインドとスキルを養成する教育が，適切に実施され

ていること。 

（注） 

① 「法曹に必要なマインドとスキル」とは，社会から期待される法曹となるた

めに備えておくべきマインドとスキルをいう。 

② 「適切に実施されている」といえるためには，法曹となるにふさわしい適性

を持った人材に，「法曹に必要なマインドとスキル」を養成するための専門職法

学教育が実施され，「法曹に必要なマインドとスキル」を備えた者が修了するよ

うになっていることが必要である。 

１ 現状 

（１）法曹に必要なマインド・スキルの検討・設定 

 ア 法曹に必要なマインド・スキル 

（ア）本法科大学院が考える「法曹に必要なマインド・スキル」の内容 

  本法科大学院は，教育理念として，「議論による問題解決能力」を修得さ

せることを掲げた。この議論による問題解決能力は，法廷弁論における弁護

士の訴訟活動等に求められることが顕著であり，その他法曹の幅広い活動に

おいても，まず第１に求められるものであるが，日弁連法務研究財団が示す，

２つのマインド（法曹としての使命・責任の自覚，法曹倫理）を当然の前提

とし，７つのスキル（問題解決能力，法的知識－基礎的法的知識・専門的法

的知識・法情報調査，事実調査・事実認定能力，法的分析・推論能力，創造

的・批判的検討能力，法的議論・表現・説得能力，コミュニケーション能力）

とほぼ一致するものと考えている。 

（イ）本法科大学院による検討・検証等 

   上記マインド・スキル（議論による問題解決能力）については，本法科

大学院設立後の自己点検・評価委員会及び教授会で教育理念が検討され，入

試制度，カリキュラム編成，授業内容・方法は，いずれも，この教育理念を

基に組み立てられている。また，2017年３月に，教授会において議論し，デ

ィプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシ

ーを作成したが，教育理念等については従前の方針を貫くことを確認した。 

（ウ）科目への展開 

  前述したとおり，本法科大学院の教育理念における議論による問題解決能

力の修得は，日弁連法務研究財団の示す２つのマインドを当然の前提とし，

７つのスキルとほぼ一致するものである。以下，日弁連法務財団の基準に従

って説明する。 

ａ ２つのマインド 
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① 法曹としての使命・責任の自覚 

本法科大学院は，具体的に，「社会生活上の医師」とも言うべき市民生

活に根ざした法曹や，強い責任感を持ち，ビジネスの先端的・国際的分

野でも活躍できる優れた法律家を養成することを目指し，このことは，

「入学ガイド」や入試説明会等で繰り返し説明している。また，個々の

授業も，責任ある法曹としての活動が使命であることを前提に実施され

ている。 

② 法曹倫理 

５－４科目構成（３）＜法曹倫理の開設＞で述べたとおり，３年次前 

期に，必修科目として配置し，裁判官，検察官及び弁護士に関わる倫理

を修得させている。 

ｂ ７つのスキル 

① 問題解決能力 

  具体的には，以下の②～⑦のとおりである。また，１－１＜法曹像の

周知＞で述べたとおり，本法科大学院では，未知の問題の解決能力の修

得をも意識して，問題解決能力の修得を掲げている（「問題」とは，「現

にある状態」と「あるべき状態」との差（ギャップ）が意識された状況

を言い，したがって，このギャップに気付くことが「問題発見」であり，

それを解消することが「問題解決」である）。 

② 法的知識－基礎的法的知識・専門的法的知識・法情報調査 

  ５－２科目構成（２）＜科目の体系性＞に記載したとおり，１年次に

法律学の最も基礎的な知識及び理論を教育する科目を配置し，２年次以

降に，展開・先端科目を配した。法情報調査については，法律実務基礎

科目の選択科目として，１，２年次に配置したが，ガイダンスにおいて，

教務委員会委員長が履修するよう強く指導している。 

③ 事実調査・事実認定能力 

  民事事件における事実認定については，民事実務演習の授業で元裁判

官が，事実認定論を担当している。その他，民事実務演習（基礎），民事

実務演習，要件事実（基礎），要件事実及び民事法文書作成等において，

実務家教員が事実認定の基本的仕組みを学生に理解させている。刑事事

件の事実認定についても，刑事実務演習等において，実務家教員が，証

拠能力，証拠力，証拠評価等について，学生に理解させている。 

④ 法的分析・推論能力 

  １年次の法律基本科目においても勿論意識しているが，特に，２年次

以降の法律基本科目の演習科目及び法律実務基礎科目において，課題を

与え，学生に対して基礎理論の適用による解答の準備或いは起案作成等

を求めている。また，授業における質疑応答，学生各自の起案に対する

添削，講評を通じて，学生に法的分析・推論能力を修得させている。 
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⑤ 創造的・批判的検討能力 

 法律基本科目及び法律実務科目の各演習科目における質疑応答，起案に

より養成している。また，判例のない未知の問題への解答，あるいは一

方の当事者側の立場からの立論を求めるなどの工夫をしている。 

⑥ 法的議論・表現・説得能力 

  法律基本科目及び法律実務基礎科目の各演習科目における質疑応答，

起案，及び法律実務基礎科目の選択必修科目であるクリニック，ロイヤ

リング及びエクスターンシップで養成している。 

⑦ コミュニケーション能力 

  法律基本科目及び法律実務基礎科目の各演習科目における質疑応答，

法律実務基礎科目のクリニック，ロイヤリング，エクスターンシップ及

び模擬裁判等により，養成している。 

 

イ 「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」 

（ア）本法科大学院が設定する「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」

は，「法科大学院要項」に，＜授業の目的と到達目標＞で記載した内容であ

る。科目によって，上記７つのスキル獲得の重点が異なるが，１年次の法律

基本科目では，法的知識，法的分析・推論能力が主となり，２年次以降の法

律基本科目の演習科目及び法律実務基礎科目においては，それに，事実調査・

事実認定能力，創造的・批判的検討能力，法的議論・表現・説得能力及びコ

ミュニケーション能力が追加されることになる。 

（イ）本法科大学院による検討・検証等 

  設立当初より，最低限修得すべき内容の設定につき議論が続けられてきた

が，「共通的な到達目標モデル（第二次案修正案）」が公表された以降，それ

を元に，各科目の到達目標を設定することが，教授会で確認された。また，

シラバス作成時において，「共通的な到達目標モデル（第二次案修正案）」を

踏まえて作成するよう各講義担当者に依頼している。しかし，到達目標とさ

れた事項につき網羅的に，授業で実施することは困難であり，学生の自学自

修が求められることは当然である。シラバスでは，＜授業の目的と到達目標

＞でその内容を明らかにした。設定した内容の適切性，学生の達成度につい

ては，毎年，全専任教員に点検を求めている。 

（ウ）科目への展開 

 上記（ア）で述べたとおりである。なお，2017年３月に教授会で作成し

たディプロマ・ポリシーに記載したとおり，共通言語である「法律学の基礎

理論」を，反論を踏まえた上で，具体的事例・問題に適用し展開・発展させ

る能力の獲得が，全体としての到達目標である。 

（２）法曹に必要なマインド・スキルの養成状況及び法曹養成教育の達成状況 

  入学者選抜においては，本法科大学院が 2017 年３月に作成したアドミッ



154 

 

ション・ポリシーのとおり，意欲をもって，基礎理論の修得及びそれに基づ

く議論を展開することができる人材か否かを判定することとしている（法学

既修者入学選抜においては，これに厳格な既修認定が加わる）。また，カリ

キュラム編成においては，本法科大学院のカリキュラム・ポリシーのとおり，

１年次に，法律基本科目（憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟

法）につき，その議論の前提となる共通言語（基礎理論）を徹底的に修得さ

せ，２年次に，その基礎理論の具体的事例への適用，３年次に，反論を踏ま

えた上で，具体的事例・問題に即して議論を展開・発展させる能力を修得で

きるような講義内容とした。成績評価・修了認定は，科目ごとに謳った＜授

業の目的と到達目標＞を基準に判定している。その目的のため，研究者教員

及び実務家教員の適切な配置，実務との接触を図る授業を配置した。また，

学生の自学自修を図るため，学生各自にキャレルを与え，法情報を容易に取

得できるよう法科大学院棟に図書館法科大学院分館を設け，資料収集・検索

のためのパソコン，コピー機を図書館法科大学院分館に設置した。 

  なお，法学未修者教育の充実の見地からの履修単位数増加措置（５－６履

修（２）＜履修登録の上限＞１（２）参照）を導入している。 

（３）特に力を入れている取り組み 

  まず，第一に，教員の人的構成をより充実させるように試みている。第二

に，授業内容・方法・成績評価等につき，毎年，各教員に，それらを検討さ

せ，その結果を報告させている。 

  なお，経済的な理由で法曹への道を断念せざるを得ない者に対して，奨学

生制度による経済的支援を行い，本法科大学院での履修が可能になるように

している。 

（４）その他 

  学生の授業内容理解を助けるため，本法科大学院修了の弁護士が担当者と

なる，アカデミックアドバイザー及び在学生（法学未修者・法学既修者）支

援プログラムの制度を設けている。 

２ 点検・評価 

  「６の法科大学院の基本データ⑶」のとおり，2020年度司法試験では，合

格者が８名，司法試験合格率が 20.00％（全法科大学院平均 32.68％）であ

った。また，2021 年度司法試験では，合格者が 10 名，司法試験合格率が

27.78％（全法科大学院平均 34.62％）であった。本法科大学院の自己改革の

成果が徐々に顕れてきている。 

  今後も，１－３－４（自己点検に基づく改善計画）に記載した入試，教育，

厳格な成績評価を実施していきたい。 

 

３ 自己評定 

   Ｂ 
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［理由］法曹養成教育への取り組みが，良好に機能している。 

 

４ 改善計画 

（１）教務関連については，クラス担任制度を実質的かつ円滑に機能させると

いう観点から，個々の学生の学習計画，支障となりうる負担感等を十分に確

認したうえで，クラス担任が学習面や生活面双方について適切に助言を与え

るなど，これまで以上に充実させていきたい。2021年７月 14 日に実施した

教育課程連携協議会において，個々の学生に対する緻密な指導が必要だと指

摘されたことを受けたものである。 

（２）ＦＤ関連事項としては，現状実施している授業改善アンケートをはじめ

とする各種アンケートを実効的に授業改善につなげるよう，制度の改善を図

っていきたい。また教員に対するＦＤ研修の機会もより充実させたいと考え

る。 

（３）入試については，競争性の確保が，数字上は確保されている。ただ，既

修者の合格者数の確保ができておらず，より優秀な受験生の獲得を目指しつ

つ，実際に入学する学生が，法科大学院の理念に沿った授業を理解できる能

力を測定するため，よりよい入試問題を作成することとしたい。 

                                以上 

 


